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序章 

１．研究の背景 

 

１．１ アナログからデジタルへのパラダイムシフト 

 2010 年代以降、クラウドやスマートフォンを代表とするテクノロジの進化

によって、次々と新しいビジネスモデル、コンセプト、技術が産み出され、デ

ジタルディスラプター1に既存企業の存在が脅かされる等、極めて変化の速い

時代となった。新ビジネスモデルとしてはシェアリングサービス2、サブスク

リプションモデル3、新コンセプトとしてはインダストリー4.04、デジタル変革

（DX）5、ビックデータ6、新技術としては、クラウドに加えて IoT7、AI8、RPA9

などがそれらの代表である。この急激な変化は、ハードウェアからソフトウェ

アへ、アナログからデジタルへ、モノからコト消費への移行が加速しているた

めであり、我々はまさにパラダイムシフトの転換点にいる。従来は、人が主体

となり業務効率化のため機械や IT を活用した時代から、現在は機械や IT が主

体となって業務を担い、人がサポート（意思決定など）する時代へと変化して

いる過程であると考えられる。斎藤は、この劇的なテクノロジの進化を IT の

カンブリア大爆発と呼んでいる10。 

 また、十分に ICT テクノロジが活用されていない分野に ICT テクノロジを活

用する X-Tech(クロステック)も非常に注目されている。2018 年版情報通信（ICT）

白書（p56）には、図序-1 に示す X-Tech の事例が、代表的なフィンテックから、

COVID-19 による遠隔授業で必須となったエドテックやヘルステックまで進展

度順に紹介されている。他にも、市民による活動のシビックテックなども広く

知られるようになっており、このクロステックなどによって全体最適化された

社会のことを日本政府は Society5.0 と呼んでいる11。 

 同 ICT 白書（p3）によると、ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良

い方向に変化させるデジタル・トランスフォーメーション（DX）が進みつつあ

る時代にあると指摘されている。また、令和元年版 ICT 白書（2019,位置

No.11）では、図序-2 に示すように、従来の ICT は確立された産業の効率化や

価値の向上を実現する補助ツールであったが、産業と一体化し、ビジネスモデ

ル自体を変革する事業のコアとなることで、変化に対応する DX が可能となる

と述べられている。 
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１．２ 地方創生 

 第 2 次安倍内閣において、経済の長期停滞に対処するため、アベノミクスと

名付けた経済政策が展開されて来た。そこでは、経済成長が政権の重要政策で

あり、デフレ脱却の決意が明らかにされるとともに、地方の活力回復と人口減

少問題に全力を挙げることが表明された。また、2014 年 9 月の内閣改造時か

ら、地域活性化と人口減少対策の 2 つの内容を持つ”地方創生”というスロー

ガンが使われ始め、アベノミクスの 3 本の矢の 1 つである成長戦略の中に位置

づけられた。その後の、一億総活躍社会の実現に向けて、新 3 本の矢におい

図序-2 変化に対応するためのデジタル・トランスフォーメーション 

出所：令和元年版 ICT 白書 

 

図序-1 様々な X-Tech の事例 

出所：平成 30 年版情報通信白書 
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て、働き方改革が掲げられた（橋本 2017,p4-5）。これは、地方において、安

定した雇用を創出し、働き方改革を実施することなどによって、東京一極集中

を是正し、地方の成長力を確保することを意味している。すなわち、地方創生

においては、地方での雇用を創出するため、その担い手となる中小企業の役割

がより一層大きくなると考えられる。 

 また、橋本（2017,p12-13）は、全ての地域が経済成長、人口増加を前提と

した従来型の“成長モデル”ではなく、時間が経っても変化しない、ほどほど

の経済水準、身の丈にあった“定常モデル”への転換の時期に来ていると述べ

ている。加えて、“住み・働き・憩う”生活の 3 要素から、“働く”ための経

済活性化を中心にしつつも、“住む”、“憩う”の要素を加えた生活の質

（QOL : Quality of Life）の高さの実現を、地方創生と捉えるべきであるこ

とを指摘している。ここから、QOL 向上への転換には、地方の自治体やそこで

暮らす一人一人が主体となり、働き方改革等を通じて、“働く”に加えて、

“住む”、“憩う”要素の向上も重要になると考えられる。 

 以上より、地方創生には、中小企業の活性化と自治体や一人一人の住む、憩

うに対して果たす役割が重要であることが理解できる。 

  

２．研究の目的 

 

 1.1 で述べたような時代の大きな変化の中で、IT を活用した社会や企業の変

革を担う IT サービス産業は、今後の日本の経済成長、競争力の維持向上にとっ

て不可欠な産業である。 

 図序-3 に、日本および欧米における、IT 人材が従事する産業の国別比較を示

す。これより、日本では、実に IT 人材の 70％以上が IT 業界に所属しており、

図序-3 IT 人材が従事する産業の各国比較  

出所：令和 3 年版経済財政白書 
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事業会社、自治体などに所属し、所属する組織内部において IT 活用、DX を担

うべき IT 人材は 30％にも満たないことが分かる。これは、特にアメリカと比

べると逆の結果であり、日本では、IT について多くの産業が、基本的には IT サ

ービス産業に大きく依存していることになる。もちろん、IT 人材、CIO のみな

らず経営陣なども含め、日本とアメリカは雇用の流動性が大きく異なるため、

一概に比較することは難しい面はある。しかしながら、IT 活用や DX を担う IT

人材は、日本の場合は IT サービス産業にその大部分が分布することは、日本に

おいては ITサービス産業の重要性が非常に大きく、ITサービス産業に着目し、

研究を深めることは非常に有意義であると言える。 

 また、IT サービスの中でも、現在はハードウェアよりもソフトウェアの時

代であり、IT サービス産業の中でソフトウェア業がその存在感を日々増して

いる。IT サービス産業におけるソフトウェア業においては、受託ソフトウェ

ア業が中心であり、ソフトウェア業は中小企業が約 97-99%を占める業界であ

ることでも知られている。地方創生のためには、上述したように、雇用の維

持・確保の点で中小企業の活性化が必要で、IT サービス産業の場合は、中小

ソフトウェア業の活性化が極めて重要であることが分かる。 

 加えて、近年、シビックテック、ワーケーション等が注目されており、IT

人材一人一人が地方活性化に重要な役割を果たすようにもなって来ている。 

 そこで、本研究では、①中小ソフトウェア業の活性化と、②IT 人材による

町（地域）や自治体に対する働きかけや、働き方改革による地域に及ぼす影響

の両面から、地域の活性化を検討することを目的とする。 

 

３．研究の方法と論文の構成 

 

 研究の方法としては、先行文献の調査と企業、団体へのインタビュー調査に

よる事例研究を用いた。次に、本論文の構成を図序-4 に示す。 

 本序章に続く第 1 章では、文献調査に基づき IT サービス産業の状況や、ホ

スト・コンピュータからのテクノロジの変遷から、ソフトウェア業、多重下請

構造などの成立ち、課題を整理する。 

 第 2 章と第 3 章では、中小ソフトウェア業の活性化にフォーカスする。ま

ず、第 2 章では、中小ソフトウェア業の成長戦略について、文献調査とインタ

ビューにより検討を加え、中小ソフトウェア業が発展するための戦略を明らか

にする。第 3 章では、ニアショア、オフショアの分業構造の成り立ち、課題に

ついて文献調査から整理するとともに、ニアショアの新しい可能性についてイ
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ンタビューにより検討を加え、ニアショアへの回帰の中で分業構造にも変化が

起きていることを明らかにする。 

 第 4 章と第 5 章では、IT 人材そのものにフォーカスする。まず、第 4 章で

は、ワーケーションや IT 企業の新しい人材採用方式が地域に及ぼす影響につ

いて、文献調査とインタビューにより検討を加え、リモートワークを活用した

新しい働き方が地域活性化や QOL に影響を及ぼす可能性について示す。第 5 章

では、IT 人材を中心としたシビックテック活動が地域に及ぼす影響につい

て、文献調査とインタビューにより検討を加え、シビックテック活動が市民生

活のみならず自治体のガバメントテック推進にも影響を及ぼすこと、また、そ

れらの活動が継続するための示唆を得る。 

 最後の終章では、本論文で明らかになった中小ソフトウェア業の活性化と

IT 人材による地域活性化についての内容をまとめ今後の課題を提示する。 

 

  

図序-4 本論文の構成  

出所：筆者作成 
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第１章 ソフトウェア業の成立ちおよび現状と課題 

 

１．はじめに 

 

 テクノロジの発展による時代の大きな変化の中で、IT を活用した社会や企業

の変革を担う IT サービス産業、中でもその中核となるソフトウェアを取り扱

うソフトウェア業については、特に受託開発という点から、①大手 SIer（シス

テムインテグレーション事業者）を頂点として、その下に中小企業が主体とな

る多重下請構造となっていること（高橋 2016）、またその構造は、②大都市圏

の SIer からニアショアとして地方の中小企業が仕事を受ける構造でもあるこ

と（谷花 2014、藤本 2009）、2000 年代より、③そこに中国を中心としたオフ

ショアが組み込まれるようになっていること（肥塚 2013、加藤 2013）など多

くの研究がなされてきた。しかしながら、前述したように 2010 年代に入って、

多種多様なテクノロジの目まぐるしい進展により、大きな変化が押し寄せて来

ているため、ここで一度それらを整理し、全体を俯瞰することは今後の研究に

とって非常に有意義であると考える。そこで、本章では、ソフトウェア業に関

して、現在に至る多重下請構造が出来た過程をソフトウェア業の発展とともに

読み解きながら、その課題を整理することを目的とする。 

 

２．ソフトウェア業の定義と概況 

 

２．１ ソフトウェア業の定義 

 情報通信産業をまとめて ICT 産業と呼ばれるが、2013 年 10 月に改定された

総務省の“日本標準産業分類”によると、図 1-1 のように、情報通信産業は大

分類 G に相当し、中分類として 37 通信業、38 放送業、39 情報サービス業、40

インターネット付随サービス業、41 映像・音声・文字情報制作業の 5 つに分

類されている。その中で、ソフトウェアの作成等に関するものは、39 情報サ

ービス業の中の 391 ソフトウェア業に相当する。さらに、ソフトウェア業は、

企業や自治体などから販売システムや購買システムなどのシステム構築を受託

したり、それらの保守を実施する 3911 受託開発ソフトウェア業12、情報通信機

器、家電製品などに組み込まれるソフトウェアを作成する 3912 組込みソフト

ウェア業13、基幹システム（ERP）等のパッケージソフトウェアを作成する
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3913 パッケージソフトウェア業14、家庭用ゲーム機や携帯電話などのゲーム向

けのソフトウェアを作成する 3914 ゲームソフトウェア業15の 4 つに分類されて

いる。 

 

２．２ ソフトウェア業の事業所数、従業員数、年間売上高 

 ソフトウェア業の現状について外観するためソフトウェア業の 2013 年と

2017 年の特定サービス産業実態調査を示す（表 1-1）。まず、事業所数は、

2013 年調査の 29,433 から 2017 年では 22,612 へ、従業員数は、772,318 人か

ら 701,112 人へそれぞれ減少している。しかしながら、年間売上高（その他業

務含む）は、2013 年の合計約 13.93 兆円から 2017 年は 14.11 兆円と順調に拡

大している。図 1-2 に ITR による IT 予算の増減傾向を指数化した IT 投資増減

指数の変化を、また図 1-3 に総務省によるソフトウェアの年間売上高推移を示

すが、これらの推移からも IT 産業およびソフトウェア業は 1990 年代のバブル

崩壊、2000 年代前半の IT バブル崩壊、2009 年のリーマンショックと幾度かの

不況の影響を受け落ち込むことはあっても、基本的には順調な拡大基調の若い

産業であることが分かる。次に、資本金と従業者規模別の数字に着目する。

2018 年度版中小企業白書（p ⅺ）によると、ソフトウェア業・情報処理サー

ビス業の場合、中小企業関連立法において、“中小企業者”は“資本金 3 億円

以下又は従業員 300 人以下“と定義されている。まず、表 1-1 の資本金規模別

図 1-1 日本標準産業分類におけるソフトウェア業の位置づけ 

出所：総務省 日本標準産業分類(2013 年 10 月改定/2014 年 4 月 1 日施行)より筆者作成 
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においては、中小企業者の定義に相当する資本金 3 億円では区分できないた

め、資本金 1 億円未満の事業所数を見ると、2013 年、2017 年でそれぞれ

85.2% (=25,070/29,433)、88.4% (= 19.998/22,612)が中小企業に区分される

ことが分かる。また、同様に従業者規模別の場合は、中小企業者に相当する従

業員数 300 人未満の事業所の割合は、それぞれ 99.0%、98.7%となり、大部分

を中小企業者により占められている業界であることが分かる。次に、従業者規

模別では、従業員 300 人未満の事業所に占める従業員数の割合および年間売上

高の割合を見ると、それぞれ 71.2%、67.8%および 58.4%、48.6%となってい

る。すなわち、資本金別の事業所の数でみると 85%以上、従業員規模別の事業

者数で見ると実に約 99%が中小企業者で占められていることになるが、中小企

業と大企業の従業者数、年間売上高で比較すると、従業者数で約 7:3、売上で

約 6:4〜5:5 となり、大企業の比重が大きく増大していることが分かる。ここ

から、ソフトウェア業は、従業員数や年間売上高が大きい少数の大企業が存在

する業界であり、2013 年より 2017 年の方が大企業の影響がより大きくなって

いることから、大企業の存在感が増加（すなわち中小事業者の淘汰が進行）し

ている可能性がある。 

 

表 2 資本金、従業者規模別の事業所数、従業員数、年間売上高 

出所：経済産業省“平成 25 年および 29 年特定サービス産業実態調査（確報）より筆者作成 

出所：2013 年、2017 年特定サービス産業実態調査報告より筆者作成 

表 1-1 2013 年、2017 年の特定サービス産業実態調査結果 
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２．３ ソフトウェア業の都道府県別事業所数、従業員数、年間売上高 

 次に、都道府県および地域別の現状について外観するため、表 1-2 に、2017

年特定サービス産業実態調査の都道府県別の事業所数、従業員数、年間売上高

を示す。また、表 1-3 に、東京都および 3 大都市圏である東京圏（東京都、神

奈川県、埼玉県、千葉県）、名古屋圏（愛知県、岐阜県、三重県）、大阪圏

（大阪府、兵庫県、京都府、奈良県）にサマライズした事業所数、従業員数、

図 1-2 2001-2019 年の IT 投資動向 

出所：ITR IT 投資動向調査 2019 

図 1-3 情報化投資額の推移(単位：10 億円) 

出所：総務省情報通信統計データベース情報化投資の推移より筆者作成 
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年間売上高に占める割合を示す。これより、ソフトウェア業は全国に分散し、

地方にも立地が進んでいるものの、東京都および 3 大都市圏である東京圏、名

古屋圏、大阪圏の大都市圏に集中していることが読み取れる。また、都道府県

別の事業所数は東京、大阪、神奈川、愛知に続き、IT 産業集積で知られる福

岡、北海道が続いている。集中度合いとしては、東京都だけで、事業所数の

29.5%、従業員数の 47.7%、年間売上高では実に半分以上の 54.1%を占めている

ことが分かる。3 大都市圏で比較すると、東京圏が圧倒的に大きくなってい

る。3 大都市圏の合計では、事業所数、従業員数では、それぞれ 67.9%、

80.1%、年間売上高では 85.3%を占めていることが分かる。特に事業所数、従

業員数よりも売上が 3 大都市圏へ集中していることは、顧客となるユーザー企

業の情報システムを含む本社機能が、東京および名古屋、大阪に集中している

からである。また、全国にソフトウェア業が分散していることから、地方の

IT 企業を活用するニアショアによる分業構造の基盤も存在していることが分

かる。 

表 1-2 都道府県別の事業所数、従業者数、年間売上高 

 

出所：2017 年特定サービス産業実態調査報告 
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２．４ ソフトウェア業の種類と規模 

 2013 年の特定サービス産業実態調査報告には、表 1-4 に示すソフトウェア

業の業務別年間売上高と構成比が紹介されている。 

 ソフトウェア業の年間売上高は、日本標準産業分類 391 のソフトウェア業務

（主業）とその他業務（従業）に分類され、その他業務は更に、日本標準産業

分類 392 情報処理・提供サービス、40 インターネット付随サービス、その他

業務から構成されている。日本標準分類 391 のソフトウェア業は、年間売上高

13.93 兆円の内、構成比で 79.2%の 11.03 兆円を占めている。これは、同一事

業所が、20%程度は従業であるその他業務も担当しているためと考えられる。

また。主業であるソフトウェア業 11,03 兆円の内、事業従業者 5 人以上の事業

所の年間売上高は更に詳細に調査されており、全体売上高 10.73 兆円の内、受

注ソフトウェア業は 86.4%の 9.3 兆円で、残り 13.6%の 1.5 兆円分が、業務パ

ッケージ、ゲームソフト、コンピュータ等基本ソフトという構成となってい

る。これより、ソフトウェア業の中で、86.4%を占める受注ソフトウェア業が

表 1-4 ソフトウェア業の業務別年間売上高と構成比 

出所：2013 年特定サービス産業実態調査報告 

表 1-3 都市圏別比率(%) 

 

出所：2017 年特定サービス産業実態調査報告 
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その中心であることが分かる。事業従業者が 5 人未満では、業務パッケージ開

発などのより高度な業務に対応するには難易度が高いこともあり、受注ソフト

ウェア業の比率は更に高まるものと考えられる。この受注ソフトウェア業は、

日本標準産業分類 3911 受託開発ソフトウェア業とほぼ同義と考えられ、先行

研究でも、基本的にこの領域が対象となっている。本稿も、この受託開発ソフ

トウェア業を取り扱う。 

 

３．ソフトウェア業の成り立ち 

 

 日本の IT 業界は IBM が作ったと楠(2017,p244）は述べている。それは、ま

ずは IBM が大きなシェアを占めたハードウェア（コンピュータ）、すなわち汎

用機（メインフレーム）と呼ばれるホストコンピュータから IT 産業の歴史が

始まったからである。そこで、システム構成の変化に着目し、IT 産業の歴史

を、大きく 3 つに分類する。それは図 1-4 に示すように、①ホストコンピュー

タの時代、②PC の性能向上によるオープン化、ダウンサイジングの時代、③

現在のクラウドの時代である。 

 まず、1980 年代までは、IBM による①ホストコンピュータが中心の時代であ

った。1980 年代以降、②PC の性能向上と共に、1990 年代にはオープン化によ

るダウンサイジングが進み、1995 年の Windows95 でインターネットの時代が

到来すると、時価総額でマイクロソフトが IBM を追い抜くこととなった。2000

年代に入るとインターネットの普及と 2007 年の Apple による iPhone の発売に

よるスマートフォン市場の登場により、Amazon(1994 年創業)、Google(1998 年

創業）、Facebook(2004 年創業)など、現在の世界経済を牽引する IT 企業の代

表格である GAFA が大きく成長することとなった。企業の情報システムの分野

では、1990 年のダウンサイジングと並行して、SAP R/3 に代表される ERP

（Enterprise Resource Planning）が大きく普及するなどハードウェアからソ

フトウェア（アプリケーション）が重要視されるようになった。更に、2000

年代後半からの Amazon の AWS やマイクロソフトの Azure などによる③クラウ

ドの時代の到来により、ハードウェアは、もはや資産として購入する必要はな

く、電気・水道・ガスのような使用した分だけ支払う従量課金制のインフラに

なったと共に、SaaS(Software as a Service)を提供する企業が登場するな

ど、ハードウェア上で動くソフトウェアが重要となった。企業にとっては、ク

ラウドと SaaS、ERP などのソフトウェアを如何に上手く組み合わせ、活用し、

変化に素早く適応するかというアジリティ能力が求められている。 
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 以下に、それぞれの時代について、コンピュータの発展の歴史と共に、どの

ように日本のソフトウェア業が形作られて来たかを説明する。 

 

３．１ ホストコンピュータ（メインフレーム）の時代 

３．１．１ IBM の支配 

 IBM は、1911 年に 3 つの会社が合併することで Computing Tabulating 

Recording Company（CTR）として設立され、この年を創立の年としている。

1914 年に、Thomas John Watson Sr.が初代社長に就任し、1924 年に、

IBM(International Business Machines)に社名を変更し、現在に至っている。 

 杉山（2007、2008）によると、1920 年代は、IBM はまだ事務機器メーカの一

つに過ぎず、1928 年当時、世界の事務機器メーカは、オフィスの 3 大業務

（ワープロソフトを利用しての文章の作成、データベースソフトを利用した情

報の記録、スプレッドシートを利用した財務分析や会計計算）の内、

「Remington Rand が文書作成のタイプライターと情報の整理と保存用のファ

イリングシステムをリードし、Barrows が単純計算に利用された加算器マーケ

ットで有力企業となり、IBM はパンチカード式の会計機器のマーケットを支配

していた。」と述べている。しかし、「IBM は年間売上ではトップの

Remington Rand の 1/3 と大きく引き離されていた。コンピュータの利用が主

として数値計算から電子的データ処理へ移行して行ったことを背景に、IBM は

事務機器メーカからコンピュータメーカへと変貌を遂げた。すなわち、IBM の

図 1-4 システム構成の 3 段階 

出所：筆者作成 
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ビジネス領域である会計機器の分野においても、コンピュータが利用可能であ

ることが認識され、この変化に IBM は素早く販売計画を見直し、研究開発、製

造、販売の各組織を再編させて対応した。そして、1952 年に 701 を発表する

ことで本格的にコンピュータ事業を開始した IBM は、1964 年に発表したアー

キテクチャと実装を明確に区分し、共通のアーキテクチャを採用した

System/360 の成功によりコンピュータの巨人となった」のである（杉山 

2007、2008）。 

 System/360 は、この共通アーキテクチャによって、データ処理や科学計算

など多種多様な業務に対応できる（360 度、様々な業務対応可能という意味が

360 の由来）最初の汎用コンピュータであった。すなわち、最下位モデルから

最上位モデルまで、基本的に同シリーズであれば、どのモデルでもプログラム

次第でアプリケーションを動かすことが出来たのである。この System/360 に

より、1967 年頃の大型コンピュータの米国メーカ出荷高では、実に 70%以上を

IBM が占め、他の 7 社（UNIVAC, Honeywell, GE, CDC, RCA, NCR, バロース

（現ユニシス））がそれぞれ約 6〜2%程度のシェアを分け合う状況であった。 

 

３．１．２ 日本の状況 

 日本はコンピュータの巨人である IBM がシェアを維持できなかった特殊な市

場である。それは、IBM との互換機路線を取った富士通、日立製作所、独自路

線の NEC が立ちはだかったためであり、IBM は 1979 年に富士通にトップシェ

アを奪われた。IBM 互換機とは、System/360 の開発者であった Amdahl が IBM

を退社し、1970 年に設立したアムダール社が、富士通の支援によって開発し

た IBM ソフトウェアを利用できる互換機のことである。これによって、富士通

は IBM よりも価格面で差別化する互換機戦略を取ることが可能となり、シェア

を伸ばすことが出来たのである。 

 この時代の状況を楠（2017,p244-246）は、IBM OB との対談で「日本 IBM が

日本企業に大型コンピュータを販売し始めた頃、日本企業には大型コンピュー

タに関する知識のある人材はほとんど誰もいなかったはずです。ユーザー企業

がコンピュータを使いこなせるように、日本 IBM が業界を育てたのです。」、

更に、「自社のスタッフを育成するのはもちろんですが、日本 IBM はそれに加

えて周辺のいろいろなパートナー企業を育成して行きました。ユーザー企業が

必要とするアプリケーション開発要員を派遣するソフト開発会社や、ハードウ

ェアを販売、保守サービスを提供する代理店などです。こういった企業が続々

と設立されたのは 1970 年代から 80 年代にかけてだと思います。特に、金融機
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関が“第三次オンライン”と名付けられた大型の開発プロジェクトを続々とス

タートしました。このタイミングで、ソフト開発要員を派遣する開発会社が一

気に興隆しました」と述べている。また、当時の IBM は販売管理費で SE コス

トを負担していたため、顧客からは SE サービスは無料のように映っていた。

この SE の投入は営業の裁量であり、ユーザー企業にとってはプロジェクトの

成否は優秀な SE の派遣で左右されたため、IBM の営業にとって SE サービスが

営業活動の切り札であった。同様のビジネスモデルを富士通、日立製作所、

NEC などの日本のコンピュータメーカも構築し、いざという時に頼りになる優

秀な SE を抱えるメーカの製品が選ばれた時代であった（楠は“「NFHI 時代」

のスタート”と呼んでいる）。この当時、アプリケーション開発はユーザー企

業の管轄であったが、実際にはコンピュータメーカが支援するソフトウェア開

発会社が、ユーザー企業のために開発することが一般的であった。それゆえ、

ソフトウェア開発会社にとっては、コンピュータメーカとの良好な関係維持が

重要であった（楠 2017,p247）。また、1980 年代の半ばになると、ソフトウ

ェアの需要拡大に合わせて、地方にもソフトウェア業が展開することになった

（山本 2005）。 

 この時代、ユーザー企業は、情報システム部門をコストダウン、要員管理か

らの解放、スペースの有効活用などを目的に分社化する事が推進された。例え

ば、新日鉄（現日本製鐵）は、1980 年代に本社の情報システム部門を分社化

し、2001 年には事業統合して新日鉄ソリューションズ（現日鉄ソリューショ

ンズ）を設立した（経営情報学会,2010）。 

 

３．２ C/S（クライアント・サーバ）の時代 

 図 1-4(a)に示したようにメインフレーム（ホストコンピュータ）の場合

は、中央に 1 台のメインフレームと多数の端末（CPU 無）によるネットワーク

環境というシステム構成が一般的で、メインフレームが全ての処理を集中して

担い、端末には処理の結果だけを返すという役割分担となっている集中処理が

基本であった。これに対して、パーソナルコンピュータ(PC)やメインフレーム

よりも小型のコンピュータの性能向上と価格低下により、図 1-4(b)に示した

ように、複数のコンピュータ（小型コンピュータや PC）に処理を分散させる

形態が広まった。主な目的は、メインフレームからのコストダウンであるが、

他に負荷分散、故障時の影響低減、システムの柔軟性向上なども目的であっ

た。ここで、利用者が様々な要求をサーバに送り、サーバがこれに応えて処理

を行ったり、応答を返したりすることになるが、利用者が要求を送るコンピュ
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ータをクライアント（通常は PC を利用（CPU 有））、サービスを提供するコ

ンピュータをサーバと呼び、このような分散処理のシステムのことをクライア

ント・サーバシステムと呼ぶ。この分散処理によってコストダウンを図る動き

がダウンサイジングであり、IBM も 1991 年に創業初の赤字に陥り、IBM 以外の

多くのメーカが今では市場からの退場を余儀なくされるほどの大きなインパク

トをもたらした。 

 

３．２．１ サーバの種類 

 表 1-5 に JEITA（一般社団法人電子情報技術産業協会）による 2017 年の日

本におけるサーバ出荷実績を示す16。これより、サーバには、前述した高価で

ハイエンドなメインフレームコンピュータに加えて、台数ベースでは大部分を

占めるローエンドな IA サーバ、それよりも性能が高い UNIX サーバおよび独自

サーバに分類されることが分かる。IA サーバとは、Intel Architecture のこ

とで、インテルの“X86”と呼ばれるアーキテクチャを採用した CPU を搭載し

たサーバのことを呼び、X86 サーバや、一般的なパソコンと技術的な仕様が共

通しているため PC サーバとも呼ばれる。UNIX サーバとは、UNIX と呼ばれるオ

ペレーティングシステム（OS）を搭載したサーバであり、UNIX には、Sun 

Microsystems（2010 年に Oracle 社が買収）の Solaris、Hewlett-Packard 社

（現 HPE 社）の HP-UNIX、IBM の AIX や、オープンソースの Linux なども使用

されている。また、Linux は現在では、IA サーバ、UNIX サーバからメインフ

レームコンピュータまで幅広く使用されている。 

 

３．２．２ パーソナルコンピュータ（PC）の発展 

 1981 年に IBM は、出遅れたパーソナル・コンピュータ（PC）市場において

PC5150 を発売し、この成功によって、PC 市場においても主導的な地位を手中

にした。山本（2006）によると、メインフレームでの IBM の製品開発および販

出所：2018.5.30 JEITA IT プラットフォーム事業委員会資料より筆者作成 

表 1-5 2017 年サーバ出荷実績 
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売におけるアプローチは完全な外部事業者のロックアウト戦略であったが、

PC5150 に関しては、外部製品、外部委託開発、外部販社、そしてオープンア

ーキテクチャの採用によるロックイン戦略が成功の要因であった。ここで採用

された PC 用 OS である PC-DOS(Disk Operating System)について、IBM 向けに

PC-DOS を、IBM-PC 互換機向けには MS-DOS を提供していたのがマイクロソフト

であり、IBM PC の爆発的ヒットと IBM-PC 互換機の登場による PC 市場の成

長、その後の Windows の開発によって巨大企業へと成長した(山本 2006)。 

 その後、マイクロソフトは、2010 年頃に一旦時価総額が低迷するが、

Windows10 を無償化すると共に、クラウドの Azure、クラウドで提供する

Office365 などのクラウド事業に転換することで、2019 年 3 月時点で GAFA の

Apple、Amazon、Google などを抑えて時価総額世界一位に復活を遂げている。 

 一方の IBM は、互換機メーカに押されながらも 1994 年の段階でも世界のパ

ソコン出荷台数シェアで Compaq の 10.3%に続いて 8.5%のシェアを保持してい

たが、コモディティ化の急激な進捗による利益率低下のため、PC 事業を 2005

年に中国企業である Lenovo 社へ売却した。さらに 2014 年には PC サーバ事業

までも同社へ売却し、ハードウェアからサービス型のソリューション事業への

変革を成し遂げている。2018 年にようやく PC 事業の 51%を Lenovo 社へ譲渡し

た富士通と比べると、世界的企業と日本企業とでは、コモディティ化した事業

への対応（先見性、決断力、変化への適応力等）において違いが見られる。 

 

３．２．３ ダウンサイジング時代の日本でのビジネス状況 

（１）分業構造の背景 

 1980 年代の終わりに日本にもダウンサイジングの波が押し寄せた。橘

（2017）によると、日本 IBM も SE サービスの有償化という大きな戦略転換を

実施し、ハードウェアだけでなく、アプリケーションの開発も全て請け負うシ

ステムインテグレーション（SI）事業に注力するようになった。日本のコンピ

ュータメーカも日本 IBM の動きに追随し、SI ビジネスが大きく育っていくこ

とになった。1990 年代に入ると、Sun Microsystems の UNIX サーバや Compaq

の Windows サーバでシステムを構築するダウンサイジングのプロジェクトが多

く立ち上がって行った。しかし、これらのメーカは SE の陣容で NFHI のコンピ

ュータメーカに差をつけられていたため、顧客企業が最後に頼るのはこれらコ

ンピュータメーカであった。80 年代にシステム事業に参入した野村総合研究

所（NRI）ですら、初めて NFHI の助けを全く借りなかった最初のシステム構築
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プロジェクトは、90 年代の終わり頃のある顧客向けのオンライントレードシ

ステムの開発であった（楠 2017,p252）。 

 このように、NFHI の大手コンピュータメーカが SI 事業に大きく舵を切る事

によって、まず NFHI などの大手が案件を受注し、自社の SE に加えて、各社が

育成したパートナー企業が下請けとなる分業構造が出来たのである。木下

（2014）は、日本の場合、「1990 年代のバブル崩壊以降に IT 投資ブームが起

きたことにより、各企業は IT 投資の拡大と同時に費用削減も迫られた。」、

また、IT 投資を内製化で対応しなかった状況を、「社内業務の情報システム

化は必須課題であるが、社内に多くの技術系従業員をかかえるよりも外注に回

す方が、費用削減効果が大きいと判断したためである。この動きにより、特に

大企業からのシステム構築を請け負ってきた元請けが成長し、その需要に対応

するべく、多くの中小 SIer が増加した」と述べている。加えて、2000 年代初

期の IT バブル崩壊後の景気回復局面で、2004-2006 年の中小企業の業種別開

業率で情報通信業が突出していることから、この時期に中小 SIer が更に増加

したと推測している（木下 2014）。建設業と同様の多重下請構造は、このよ

うなメカニズムによって出来上がったと考えられる。 

 

（２）パッケージ製品の活用と戦略的アウトソーシングの拡大 

 この時代、特に、1990 年代後半からは、２つの大きな動きがあったことも

特徴的である。その一つは、SAP R/3 や Oracle EBS などの ERP(Enterprise 

Resource Planning)活用が進んだことである。それまでの日本はパッケージの

活用ではなく、カスタムメイドの開発が中心で、Cusmano（1991,p82）による

と、1987 年の段階では、ソフトウェアの総売上高のうち、カスタムソフトウ

ェア市場が 61%で、システムインテグレーションを合わせると 78%を占めてい

た。一方、アメリカでは、カスタムメイドの開発は 39%に過ぎず、パッケージ

が既に 50%以上を占めていた（北山 2013）。1990 年代に Business Process 

Re-engineering（BPR）がブームとなり、BPR のためのツールとして基幹シス

テムの構築時に ERP が導入された。しかしながら、“業務を変革し、業務を

ERP に合わせる”ことが成功の秘訣と言われる ERP の導入においても、日本企

業では情報システム部門よりも予算のオーナーであるユーザー部門との力関係

もあり、“ERP を業務に合わせる”傾向が強く、折角パッケージ製品を導入し

たもののアドオン開発が非常に多くなる傾向があることも特徴的である。これ

を北川(2013）は「1990 年後半当時の日本企業の多くは、ERP 導入自体が目的

となって、導入すると疲弊する傾向があった。一方、欧米の企業では、ERP が
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始まりであり、素早く導入し、その他の情報系システムを含むシステムを厚く

して、ビジネス、特に競争優位性の獲得に貢献するイメージがあった」17と述

べている。とは言え、これにより、2010 年代に入っての CRM の Salesforce、

共に SAP 社が提供する経費精算の Concur、電子購買の Ariba、マイクロソフト

の ERP、CRM の Dynamics などバッケージ製品の活用が当たり前になる下地が出

来たと考えられる。SAP 社の ERP は、現在日本で約 2,000 社と言われる18まで

広く受け入れられている。 

 もう一方は、情報システム子会社に大手 SIer が過半数を超える出資を行う

ことも含め、企業がコア業務に集中するためコア業務とノンコア業務を切り分

け、ノンコア業務となる情報システム部門の抜本的構造改革、経費削減やリス

トラクチャリングとしての戦略的アウトソーシングが広がったことである（経

営情報学会(2010,p200)。例えば、神戸製鋼所は、1983 年に神鋼コンピュータ

システムを設立し、1987 年には現社名のコベルコシステムに変更したのち、

2002 年には IBM の 51%の出資を受け入れている（北山 2013）。 

 

（３）ホストコンピュータとクライアントサーバとの混在 

 こうしてダウンサイジングが進んではいるものの、全てのメインフレームコ

ンピュータがダウンサイジングとなったかと言えばそうではなく、メインフレ

ームコンピュータは、その堅牢性や安定稼働性から、勘定系など大手金融機関

や生産、購買、財務、経理システムなど大手製造業のミッションクリティカル

（止まった場合に影響が非常に大きい）な業務の基幹システムとして現在でも

広く活用されている。これら基幹系システムのダウンサイジングに加えて、コ

ミュニケーション/事務処理の効率化や、データ分析による意思決定を支援す

る情報系システム19、インターネット上で利用する web システムなど、情報シ

ステムの利用が拡大するにつれ、新規に構築するシステムには基本的にクライ

アントサーバが採用され、メインフレームの比率は低下してはいるものの、そ

れぞれが混在（図 1-4(a)と(b)）する状況となっている。 

 

３．３ クラウドの時代 

３．３．１ クラウドサービス 

 Amazon がクラウド事業である AWS（Amazon Web Services）を 2006 年に開始

して以降、2009 年に IBM、2010 年にはマイクロソフトがクラウド事業をスタ

ートさせた。2010 年以降クラウドが急速に普及し、AWS を活用することでサブ
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スクリプションモデルとして成長したネットフィリップス等、多くのビジネス

へインパクトを及ぼして来た。 

 従来は、システムを構築、運用する場合、ユーザー企業が自前で、サーバ、

ストレージなどのハードウェアや、OS やミドルウェアなどのソフトウェアと

いった IT 資産を購入し（かつてはサーバの調達、セットアップだけでも数ヶ

月を必要とした）、ハードウェアを設置し、ソフトウェアを導入し、システム

を開発し、開発後もシステムの日常的な監視などの運用業務にも多くの工数を

割く必要があった。しかしながら、クラウドを利用することで、あたかも電

気・水道・ガスなどのインフラのように、“使いたい時に”、“使いたいサー

ビスを”、“低料金で”、”使いたいだけ“利用することが可能となった。ま

た、いつでも簡単に利用を止めることも出来るようになった。これにより、ユ

ーザー企業は、“長い時間をかけてシステム構築の準備をすること”やシステ

ムを動かすための大きな初期投資“、“システムを継続的に運用する作業”か

ら解放されることになった（増田 2014,36-37）。加えて、IT 資産について

も、固定費の変動費化（自社での購入から、使用料の定期的な支払い）という

メリットもある。また、クラウドに対して、IT 資産を使用者が管理する設備

内に設置し運用することを、オンプレミスと呼ぶようになった。従来は当たり

前であったが、クラウドと区別するためにこの用語が使われるようになった。 

 クラウドサービスには、IaaS(Infrastructure as a Service)、

PssS(Platform as a Service)、SaaS(Software as a Service)の大きく 3 つの

サービス形態がある。図 1-520は、オンプレミス、それら 3 つの形態を利用者

とクラウド事業者（サービス提供者）のどちらが管理するかを比較したもので

ある。 

 IaaS は、利用者が物理的なリソースを用意することなく、サーバ、ネット

ワーク、ストレージなどのインフラストラクチャをインターネット上のサービ

スとして利用でき、利用者は自社で用意したアプリケーションを動かすための

プラットフォームを設置し、利用するものである。あらかじめ設置場所や電源

の準備、キャパシティープランニングなどが不要で、急激なキャパシティの変

化に柔軟に対応できる点がメリットであるが、利用するには、セキュリティ対

策も含め高度な知識が必要となる。PaaS は、アプリケーションを開発するた

めに必要なプラットフォーム（OS やミドルウェアなど）をインターネット上

のサービスとして提供するものである。利用者は、データベースやプログラム

の実行環境まで含めてシステム開発に必要な IT 資産を準備することなく、す

ぐにアプリケーションの開発を開始できることがメリットとなる。しかしなが
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ら、データベースやプログラムの実行環境まで用意されているものの、既成環

境となるため制限がある点がデメリットとなり得る。SaaS は、利用者が業務

を行う際に利用する Software（アプリケーション）をクラウドサービスとし

て提供するもので、Gmail や Office365、CRM の Salesforce や人事、財務の

ERP パッケージの Workday などが代表的な SaaS である。 

 また、最近では日本でも、SaaS サービスを提供するマネーフォワードなど

の IT ベンチャー企業も多く出現してきている。ユーザーとなるベンチャー企

業にとっては、これらのサービスを活用することで自社システム構築時に初期

投資が不要となる手軽さから起業のハードルを下げることができる。また成長

時のシステム増強対応も容易となるため、SaaS 型またはクラウドをビジネス

基盤として活用するベンチャー企業が生まれやすくなっている。 

 

３．３．２ SoR と SoE 

 このクラウドを活用したシステム構成のイメージが図 1-4(c)である。現在

では、図 1-4(a)、（b）をクラウドに置き換えることに加えて、デジタル変革

(DX : Digital Transformation)のための SoE(System of Engagement)をクラ

ウドを活用して対応するようになって来ており、図 1-4(a)、(b)、(c)が共存

する状況となっている。SoE とは、キャズム21の著者で有名なジェフリームー

アが出した“Systems of Engagement and The future  of Enterprise IT”と

いうホワイトペーパーに端を発し、ここでは Enterprise IT 1.0 を

SoR(System of Record)、The Next Stage of Enterprise IT を SoE と定義し

図 1-5 IaaS、PaaS、SaaS の比較 

出所：neclearning web ページより抜粋 
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ている22。ここから、SNS や Mobile など顧客との関係強化（Engagement から顧

客との”繋がり“）のためのシステムと解釈されることが多いが、IoT、AI、

ブロックチェーンなどの新しいビジネス分野も含め、事業展開およびその開発

にもスピードが重要な領域全般を示すものと捉えられる。ビジネス的には、ス

ピードが重要で、まずはβ版のサービスを開始して、順次その改善、サービス

の拡充を実施することが求められる領域である。一方で、SoR (System of 

Record)は、正確に記録することを重視して設計された高信頼性、高安定性が

求められる基幹システムがその代表である。ガートナーは 2015 年に、バイモ

ーダル IT という、コスト削減や効率化を重視する SoR 向けの”モード 1”

と、柔軟性や俊敏性が求められる SoE 向けの“モード 2“という”2 つの流

儀”を使い分ける考え方を提唱している。小野（2018）は、それらを上手く組

み合せ、相乗効果を引き出すことが重要と述べている23。SoR と SoE それぞれ

の比較を表 1-6 に示す。 

 

４．ソフトウェア業の課題 

 

４．１ IT サービス産業の現状 

４．１．１ IT サービス市場の各社シェア 

 前述したように、日本のソフトウェア業は大手 SIer を頂点とする多重下請

構造となっているが、まず 2017 年における日本の IT サービス市場に占める各

社のシェアを図 1-624に示す（中尾 2017）。これによると順位の入れ替わりは

あるものの富士通、NTT データ、NEC、日立、日本 IBM の上位５社で全体の約

表 1-6 SoR と SoE の比較 

出所：ガートナー2018 年 6 月および小野 22を元に筆者作成 
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45%を占め、その顔ぶれは過去 10 年間変化がない。次に、全体の約 34%を占め

る大手ベンダーの領域であるが、IT サービスの売上高約 1,000 億円以上を占

めるプレイヤーで年によって入れ替わりはあるものの、概ね 15-20 社で構成さ

れており、アクセンチュア、野村総合研究所、伊藤忠テクノソリューション

ズ、住商情報システムと CSK が統合した SCSK、TIS とインテックが統合した

IT ホールディングス、日本ユニシス、NTT コミュニケーションズ、大塚商会、

キャノン、KDDI、日鉄ソリューションズ、東芝、富士ゼロックス、リコー、三

菱電機、日本ヒューレットパッカード(現 HPE と DXC Technology に分割)等が

代表的なベンダーである。その他ベンダーは、売上高 1,000 億円以下のベンダ

ーであり、超小規模な企業を含めると 10,000 社以上が含まれると想定してお

り、国内の他、インドベンダーなど海外の様々なベンダーが参入している。 

 

 

 

４．１．２ 日本と世界の IT サービス産業の各社シェアの推移 

 次に、図 1-7 に日本、図 1-8 に世界（World Wide 全体）における IT サービ

ス市場の 2014 年から 2019 年までの各社シェア25を示す。これより、日本、世

界ともに、毎年 IT サービス市場は成長していることが分かる。 

 図 1-7 より、日本において、富士通がシェアはトップで、2014 年から 2019

年にかけて 12.8%から 13.0%と若干の成長、NTT データが 8.7%から 10.1%と大

幅に成長しているのに対し、日立、NEC、日本 IBM の 3-5 位の層が軒並みシェ

アを落としている。 

 一方、図 1-8 より、世界においては、2014 年から 2018 年まで日本勢として

は、富士通が約 2.0％でランクインしていたのに対し、2019 年に初めて NTT デ

ータが富士通と同じ 1.9%で登場していることが分かる。また、2017 年にはイ 

図 1-6 IT サービス市場の各社シェア 

出所：ビジネス＋ IT 中尾 ,2017 
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ンドの TaTa Consultansy Service もランクインしている。全体的には、IBM

や HP（現 DXC Technology）が 2014 年から 2019 年にかけて 1.0%以上シェアを

下落させたのに対し、コンサルティングファームである Accenture が 1.0％以

上シェアを増加させたことに加えて、2019 年には Accenture、Deloite、PWC、

EY という監査法人系のコンサルティングファームがランクインしている。 

 

 

彼らは、基幹システムのパッケージである SAP などの ERP 導入コンサルティン

グサービスをサービスの主軸にしているが、基幹システム構築プロジェクトに

おいては、まずビジネスプロセス、業務のあるべき姿をデザインし、それを実

現たらしめるシステムを構築するという改革プロジェクトが本質である。この

ことは、現在は、デジタル・トランスフォーメーションも含め IT、デジタル

がむしろ業務をリードする時代に入っており、情報システム（IT）部門との深

図 1-7 日本の IT サービス市場の各社シェア 

出所：富士通 web https://pr.fujitsu.com/jp/ir/library/databook/より  
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いリレーションを構築して来た IT 企業（IT ベンダー）のアプローチでは不十

分であり、業務改革を得意とし、経営陣や業務部門に対してビジネスへの価値

をアプローチローチすることが得意なコンサルティングサービスをベースとし

て IT サービスを主力とするコンサルティングファームが適していると考えら

れる。 

 

 

４．１．３ IT サービス産業における商流と業界ピラミッド 

 また、大久保26によると、大規模なシステム開発案件や運用サービスなどの

案件は、図 1-9 のような商流で表現され、これを“ゼネコン構造“のような業

界ピラミッドと述べている。すなわち、その商流は、超大型の案件では、上記

で述べた富士通、NTT データなど超大手プライムベンダーと呼ばれる大手が元

請けとなり、NRI、IT ホールディングス等次の規模が大きな大手ベンダーが 1

次請となり、その下に、大手ベンダー、小規模ベンダーが、2 次請、3 次請と

図 1-8 世界の IT サービス市場の各社シェア 

出所：富士通 web https://pr.fujitsu.com/jp/ir/library/databook/より  
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再委託され、多重下請構造を構成する。案件規模によっては、NRI、IT ホール

ディングスやその他大手ベンダーが元請けとなり、同様に多重下請構造を構築

する場合もある。 

 

 

４．１．４ IT ベンダーへの依存 

 序章図序-3 で述べたように、2018 年版情報通信白書(p41)によると、アメリ

カでは、IT 人材の 65%がユーザー企業に在籍し、ベンダー企業には 35%しか在

籍していないのに対し、日本は IT 人材の 72%がベンダー企業に在籍し、ユー

ザー企業には 28%しか在籍していない構造的な問題も存在している。これは、

人材の流動性の問題があるため難しい議論ではあるが、アメリカ企業は、シス

テム開発・保守等は基本自社で実施（内製化）し、ベンダーには自社にはない

スキルの補填を求めるのに対し、日本企業は基本的に IT サービスにおいて

は、内製対応でなく、ベンダーを活用（または依存）していることを意味して

いると考えられる。 

 

４．２ ソフトウェア業の課題 

４．２．１ 多重下請構造の課題 

一般的に、開発プロジェクトは図 1-10 に示すウォーターフォールモデル27が

適用される。これは、要件定義から受入テストまで、基本的に前行程には戻ら

ないことを前提に、順番に次の工程に進んで行くモデルで、水が上から下へ流

図 1-9 IT 業界のピラミッド構造 

出所：ITmedia エグゼクティブ 大久保,2010 
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れるように、上流工程から下流工程へプロジェクトが進んで行くことから名付

けられている。多くの開発プロジェクトに対応するためには、大手ベンダーで

も自社要員だけでは要員調達が困難であること、また、厳しいユーザー企業か

らのコストダウン要請に対応するためには、下流工程は自社ではなく、より単

価の安い下請ベンダーの要員を活用する必要があることもあり、多重下請構造

が最適化された。また、ウォーターフォールモデルは、図 1-10 のように左側

の開発フェーズと右側のテストフェーズの V 字で表現されることから、V 字モ

デルとも呼ばれる。上流のベンダーは上流の設計及び対応するテストを担当し

ながら、プロジェクト全体のマネジメントを担う。また、要件定義は受入テス

ト、基本設計はシステムテストと、それぞれの段階で対応しており、各工程で

どのようなテストを実施するかが明確になり、テストの各工程をスムーズに進

めることができる。 

 大手ベンダーにとって、多重下請構造は、景気後退局面においては、需要変

動における要員のバッファとしても活用できるため（木下 2014）、より都合

の良いモデルとなっている。 

 また、ユーザー企業の IT 部門は、企業のオフィスに常駐（客先常駐）する

形態を求める傾向があるが、要件定義以降のフェーズにおいては、必ずしも客

先常駐で作業をする必要がなく、下流工程をリモート（客先ではない作業場

所）で開発（持ち帰り開発という）することに加えて、第 3 章で述べるコスト

図 1-10 ウォーターフォールモデルとその V 字モデル 

出所：筆者作成 
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ダウンを目的としたニアショア（藤本 2009 a、b）や、オフショア（平井, 

2012）との分業もこの構造に組込まれている。 

 このような業界ピラミッドを模式的に表したのが図 1-11 である。まず、基

本的に元請けから見たお客様（発注先）は企業や自治体というユーザー企業の

情報システム（IT）部門や IT 子会社である。企業の規模、案件の大小等によ

って様々ではあるが、発注者が大手大企業の場合は元請けが超大手プライム・

ベンダーか次のグループであることが多く、中堅/中小ユーザー企業の場合は

元請けも中堅/中小 IT ベンダーとなることが一般的である。 

 

 

４．２．２ 新 3K 職場と言われるソフトウェア業の課題 

 ソフトウェア業は、きつい、厳しい、帰れないと言う新 3K 職場と言われる

ようになっている。厚生労働省は、働き方改革の動きの中、IT 産業が他産業

よりも長時間労働であることを改善するための働き方改革ハンドブックを

2017 年に発行28しており、この中で、開発プロセスの業務特性と多重下請構造

にその原因があると指摘している。すなわち、開発プロセスは、多くのエンジ

ニアがプロジェクトに参画するため管理が難しく、また客先やベンダー拠点な

ど複数の場所でプロジェクトを進める場合もあり、エンジニア自身も所属が異

なる多重下請構造であるためコミュニケーションが非常に難しく、これが長時

間労働の原因となると述べている。また平井(2012）は、「IT ベンダーは、一

人当たりのマージンが低いため、利益確保のためには社員の稼働率を高く維持

図 1-11 多重下請構造の概念図 

出所：平成 27 年 3 月経済産業省情報処理振興課 

「IT 産業における下請の現状・課題について」を元に筆者作成 
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する必要がある」と指摘しており、ここにも長時間労働の要因があると考えら

れる。 

 

４．２．３ 無形の財と変化の財による課題 

 木内（2006）は、ソフトウェアの特性について、ソフトウェアが容易に見え

ない“無形の財“であるとともに、ソフトウェアの製造過程で要件が変化しや

すい”変化の財”という 2 点の特殊性があると指摘している。 

 開発プロジェクトは、ユーザー企業が要求仕様書（RFP：Request for 

proposal）をベンダー企業に提出して見積もりを取得することからスタートす

るが、田中（2006）は、長年のベンダー依存の中で RFP を書けなく、あるいは

書かなくなっているユーザー企業があることを指摘している。RFP でのベンダ

ー選定の後、ベンダーによる開発プロジェクトが始まるが、木内（2006）は、

「本来ユーザー企業の仕事である要件定義をデザイン出来なかったり、ベンダ

ーが未契約のまま要件定義の支援要員を派遣するなどのもたれ合い体質も問題

で、この場合は開発工程での手直しも多くなる。そのうち、このもたれ合い体

質が丸投げ体質となり、不適切な要件定義のままの開発、不十分な進捗管理、

発注者の要求とは齟齬を生じた納品、曖昧な手直しの費用負担に繋がり、費用

負担を巡る係争になるなどの会計処理上の問題を発生させやすい」と指摘して

いる。このように、ソフトウェアは、無形の財であるため最終形をイメージす

ることが困難で、要件を正確にユーザーとベンダー間で共有することが難し

く、それ故、開発プロジェクトの途中で仕様が変化してしまう変化の財となる

（ユーザー部門にとっては、無形ゆえに、柔軟に変化できると認識してしまう

側面もある）。そのため、手戻りも頻繁に発生するが、小熊（2017）は、「納

期の遵守のためには時間外労働、休日出勤で対応することになり、この長時間

労働は従業員の意欲低下・離職といった企業経営にネガティブな影響がある」

と指摘している。他の下請構造の業界と同様、ソフトウェア業もユーザー企業

＞元請け＞1 次請＞2 次請と上流の発注者の方が立場が強くなるため、優越的

地位の濫用が発生しやすい状況にある。 

 

 

４．２．４ 契約形態からの課題 

 ソフトウェア開発においては、契約形態として、請負契約、準委任契約、派

遣契約の 3 タイプがある。請負契約は、ユーザー企業と元請けの開発案件で良

く見られる契約形態で、受注企業は仕事を完成させ、発注企業がその仕事の完
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成に対して報酬を支払うことを内容とする契約である。準委任契約は、委任契

約の規定が全面的に準用され、受注企業が発注企業から委託されて仕事をする

ことを内容とする契約である。この場合は、契約で定めた工数に稼働した時間

を乗じて費用が算定される。ユーザー企業のコストダウン要請に対応するに

は、下流工程においては、単価の低い要員の活用が有効であるため、下請け構

造が促進されることになる。ユーザー企業と元請けベンダーが請負契約であっ

ても、元請けベンダー以降のベンダー間は一般的には準委任契約である場合が

多い。請負契約の場合、仕事を完成する義務を負うため、成果物が契約の内容

に適合しないときは、売買契約の契約不適合に関する規定が準用され、発注企

業は受注企業に対し、債務不履行に基づく権利行使として、①追完請求権、②

報酬減額請求権、③損害賠償請求権、④解除権を行使することができる。この

ため、案件規模が大きくなればなるほど、ある程度資金力がある大手ベンダー

でなければ元請けは務まらないことになる。英（2015）は「請負契約の台頭が

日本におけるウォーターフォール開発の拡大に起因している」と述べている

29。ただし、準委任契約であっても、善良な管理者の注意義務（善管注意義

務）として責任を問われる場合もある。なお、2020 年の法改正で、委任契約

において、①労務に対して報酬が支払われる場合の“履行割合型の委任”に加

えて、請負契約に類似した②成果に対して報酬を支払うことを約した場合の

“成果完成型の委任”の規定が創設された。 

 派遣契約は、労働者派遣法に基づく契約であり、受注企業が雇用する労働者

を発注企業の命令を受けて、受注企業のために労働に従事させる契約である。

費用は準委任契約と同等の時間と単価の積で支払われる。図 1-12 に、各契約

での指揮命令について示す。請負契約や準委任契約の場合、指揮命令権は受注

企業に帰属し、派遣契約の場合、指揮命令権は発注企業に帰属する。すなわ

ち、請負契約や準委任契約の場合、発注企業は、受注企業の PM(プロジェクト

マネージャー)などにメンバーの残業などを依頼したのちに、受注企業からメ

ンバーに指揮命令が出るのに対して、派遣契約の場合は、発注企業が労働者に

対して、残業の指示など直接指揮命令する。なお、請負契約や準委任契約の場

合、直接指揮命令すると偽装請負となる。 

 また、時間と単価での精算については、スキルが高く、より短時間で業務を

終えることができるエンジニア程、かかる費用が低くなる傾向となり、エンジ

ニアのスキルが正当に評価される仕組みではなく、生産性向上も難しい問題も

ある。高瀬（2018,p86-87）は、1996 年の人材派遣業に対する規制緩和が、多

重下請構造を形作ったと述べている。これによって、ソフトウェア開発業務の
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IT 人材の派遣に特化した事業者が誕生したこと、企業側も正社員よりもコス

トがかからない派遣労働者を積極的に活用するようになったこと（IT 人材を

派遣社員として活用できること）、そのことによって、IT 業界に参入する事

業者が増加したことを指摘している。さらに、それら多くは零細事業者である

ため、保有スキル、営業力の問題もあり、多重構造の下位のレベルでしか仕事

に関わることが出来ず、結果として現在のような多重構造が出来上がったと述

べている。 

 この労働者を守るために、2018 年 9 月に特定派遣が廃止された。一般派遣

のためには、現金・預金の額が 1,500 万円×事業所数以上あること、貸借対照

表での資産が 2,000 万円×事業所数以上あること、雇用管理経験を 3 年以上有

する派遣元責任者の配置、20 平米以上の広さがある事業所が条件となり、中

小規模のシステム会社では厳しい条件と言われている30。人材不足が叫ばれる

中、特定派遣廃止が今後にどのような影響を及ぼすかは、その動向を注視する

必要がある。 

 

４．２．５ 収入面での課題 

 また、“きつい”、“厳しい”、“帰れない”の新 3K は、“厳しい”の代

わりに“給料が安い”と言われることもある。これは、多重下請構造の下位企

業ほど給料が安くなるからである。高瀬(2018,p52,p66-68)は、経済産業省を

引用し、「元請け企業・下請け企業別に給与水準を比較すると、下請け企業

（2 次請け、3 次請け）よりも、元請け企業（1 次請け）の方が給与が高く、

年代が上がるにしたがって差が広がる傾向にある。契約上立場の弱い下請け企

業の利幅が圧縮されている可能性がある。」と述べている。その関係は、ユー

ザー企業≒元請け＞1 次請＞2 次請＞3 次請企業となる。このように、階層の

図 1-12 派遣、準委任、請負契約 

出所：筆者作成 
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下位ほど年収が低下し、ユーザー企業と 3 次請企業とでは年収で約 100 万円強

の差がある。しかも、エンジニアへのアンケート結果では、顧客側と受注側で

は、業務量は同等もしくは、受注側の方が多いと感じているエンジニアが多

い。これらは、多重下請構造では、下位に仕事を発注する際に、“中抜き”が

発生することに原因があると述べている。さらに、中抜き構造の場合は、給与

だけでなく、スキル向上にも課題があり、高橋（2016）も「中小ソフトウェア

企業が、人材派遣業化すると、社員の能力があまり向上しないことがある」と

述べている。また淀川（2009,p112）を引用し、「いったん、顧客に頼りにさ

れると（中間省略）長い期間に渡って１つの仕事に縛られてしまう。するとそ

の社員は、新たな仕込みができなくなる。逆に、単発で短期の仕事に次から次

へと回される社員は、いっこうに何の専門性も獲得できなくなる」と述べてい

る。本来、ソフトウェア業は、知識集約型産業であり、技術変化が速い業界の

ため、エンジニア本人のマーケットバリューを高めるには、プロジェクト（現

場）での経験と、新たな技術へ常にキャッチアップすることが重要である。そ

のような要員が会社にとっての財産（資産）となる典型的な産業でもある。し

かしながら、現状は、ある意味で労働集約型になっているため、給与とスキル

向上の課題は、エンジニア本人また企業そのものにとっても非常に重要な課題

である。 

 

４．２．６ 営業面での課題 

 また、IT サービス産業の営業は、無形のソフトウェアをサービスとして扱

い顧客の問題を解決する提案が必要となり、一般の営業とは異なり、ソリュー

ション営業またはコンサルティング営業のスキルが求められ、BtoB 営業の中

で最も難易度の高い営業である。 

 多重下請構造の下位に位置する IT ベンダーにとって、顧客はより上流に位

置する IT ベンダーとなる。その場合は、基本的には、IT ベンダーの営業担当

同士のリレーションにおいて、必要なスキルセットを持つ IT 要員を必要数確

保できるかが重要である。一方、IT ベンダーが元請けの場合は、顧客は発注

するユーザー企業となり、案件の受注には、より高度なソリューション営業の

能力が重要となってくる。その機能を図 1-13 に示す。 

 ソリューション営業の場合は、プロジェクトのオーナーは、生産、営業、人

事、経理等ユーザー部門となり、情報システム部門（IT 部門）または IT 子会

社は、IT の技術的な判断を担う。よって、ソリューション営業担当は、プロ

ジェクトオーナーであるユーザー部門には、顧客の困り事、望む姿やあるべき
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姿をヒアリングし、一緒にディスカッションしながら、ソリューションとして

サービスや IT 製品を組み合わせて解決策を提案していくこととなる。一方、

IT 部門に対しては、技術的に他社と比較した自社の優位性等 IT プロジェクト

としての具体的な内容を詰めていくことになる。 

 したがって、多重下請構造の下位に位置している場合に、元請けへのステッ

プアップを図るためには、ユーザー企業の情報システム部門に加えて、業務部

業務部門へのビジネス価値を訴求する高度なソリューション営業力を

Capability として、如何に獲得するかが課題となる。 

 

 

５．小結 

 

 本章では、まずソフトウェア業の定義を確認した。また、特定サービス産業

実態調査結果から、ソフトウェア業の現状を確認した。ソフトウェア業は若い

産業で、拡大基調であること、99％が中小企業であること、東京に集中してい

るものの全国に分散していること、受託ソフトウェア業がその中心であること

などを確認した。 

 次に、システム構成、技術の推移から、コンピューターメーカがソフトウェ

ア業を育成したこと、クラウドの出現による SoR から SoE への変化にあること

などを確認した。 

図 1-13 ソリューション営業の機能 

出所：筆者作成 
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 そして、IT サービス産業の国内、グローバル比較から、2010 年代は、IBM

や富士通など、コンピュータを祖業とする企業のシェアが停滞、減少傾向にあ

り、コンサルティングファームのシェアが増加していることを確認した。 

 これらの背景を確認、整理した後、多重下請構造を要因として、下請けに位

置する中小ソフトウェア業のエンジニアにとっては、長時間労働、低い給与、

スキル向上が難しい点が課題であることを述べた。一方、企業にとっては、単

価が低いことから来る低い利益率、プロジェクトを通しての人材育成が難しい

こと（全体像を把握してプロジェクトマネジメントが出来る人材育成や新たな

技術の仕込みが必要であるが下請けでは全体像の把握が難しく、また長時間労

働から新たな技術の習得も困難）、新 3K 職場から人材確保も難しいこと、ま

た営業としても本来の意味での営業力が弱いことが挙げられる。 
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第２章 デジタル変革時代における 

    中小ソフトウェア業の成長戦略 

 

１．はじめに 

 

 第１章で述べたようにソフトウェア業の中でも、企業の IT システムの開発/

運用保守を担う受託ソフトウェア業は、中小企業が約 97-99%を占める業界で

ある。2010 年代に入り、ビジネス環境が SoR から SoE へ推移している中で企

業の IT システムもその在り方が大きく変化している。そこで本稿では、SoR

から SoE への推移が中小ソフトウェア業の存立にどのような影響を及ぼすかを

考察し、更に事例調査31に基づき、この変化の中でビジネスを拡大する方向性

を示す。 

 

２．ソフトウェア業の位置づけ 

 

 第１章で述べたように、ソフトウェア業は、日本標準分類において①受託開

発ソフトウェア業、②組込みソフトウェア業、③パッケージソフトウェア業、

④ゲームソフトウェア業の 4 つに分類される。 

 表 2－1 に、①～④それぞれの売上高と売上高構成比を示す。これより、①

受託開発ソフトウェア業は、売上高において全体の約 80%を占めている。その

ため、この①受託開発ソフトウェア業を対象として、多くの先行研究がなされ

て来た。本稿の対象も同様に、①受託開発ソフトウェア業を対象としている。 

表 2-1 ソフトウェア業の業種別企業数と売上高 

出所：総務省情報流通行政局/ 

経済産業省大臣官房調査統計グループ情報通信業基本調査結果（2017 年度実績） 
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 次に、表 2-2a にソフトウェア業の従業員規模別の事業所数について 2006-

2018 年の推移を示す。同様に、表 2-2b には従業員数、表 2-2c には年間売上

高、表 2-2d には表 b,c から求められる一人当たりの年間売上高につき、それ

ぞれの推移を示す。 

 中小企業庁編（2018）によると、ソフトウェア業の中小企業の定義は、“資

本金 3 億円以下又は常時雇用する従業員 300 名以下”とされている。表 2-2a

より従業員 299 人以下の事業所は 97-99%であり、大多数が中小企業の事業所

で占められる産業であることが分かる。また、2009 年から 2013 年にかけてリ

ーマンショックによる影響も見受けられるが、表 2-2a、表 2-2b、表 2-2c よ

り、2006 年と 2018 年を比較すると、事業所数、従業員数、売上高は、それぞ

れ約 100%、23%、14%増加している。特に、従業員数 99 人までの事業所での増

減が大きいことから、中小ソフトウェア業が景気による需要変動に対する一定

の調整弁の役割を果たしていることが示唆される。一方で、表 2-2d の 1 人当

たりの売上高でみると、リーマンショックから十分に戻りきっておらず、また

大企業と中小企業で大きな差がついていることから、後に述べる多重下請構造

による賃金格差の影響が示唆される。 

 

表 2-2 ソフトウェア業の従業者規模別の a.事業所数、b.従業員数、 

c.年間売上高、d.1 人当たり年間売上高の 2006 年から 2018 年までの推移 

出所：経済産業省特定サービス産業実態調査より筆者作成 
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３．ソフトウェア業の問題点 

 

３．１ 多重下請構造の課題 

 第１章で述べたように、新 3K（“きつい”、“厳しい”、“帰れない”ま

たは“給料が安い”）は、仕事の特性と多重下請構造に起因している。この多

重下請構造について高橋（2009）は、大手ソフトウェア業を元請とする多重下

請構造は、場合によっては 6 次請けに至ることもあり、また一般的に基幹シス

テム開発時に採用されるウォーターフォールモデルが多重下請構造と整合的で

あると指摘している。すなわち、ウォーターフォールモデルは、中盤の工程で

あるコーディング（プログラミング）工程と単体テスト工程が最も付加価値が

低いとされ、V 字モデルとして表現されることが多く、図 2-1 に示すように、

一般に付加価値が低いとされる領域の作業工数が大きいことから、コストダウ

ンのために、これら付加価値の低い下流工程を、より単価の安い下請を活用す

ることで多重下請構造という分業構造が進んだと考えられる。 

 次に、V 字モデルと首都圏元請、下請、ニアショア、オフショアを例とした

分業体制の関係を図 2-2 に示す。首都圏の元請が、首都圏の下請との分業を実

施する場合、更なるコストダウンのためには、地方の中小ソフトウェア業を下

図 2-1 ウォーターフォールモデルと作業量の関係 

出所：筆者作成 
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請として活用する。加藤（2010）は、地方の中小ソフトウェア業は、首都圏大

手ソフトウェア業等を元請とした分業生産体制に加ってきた（コスト削減等を

目的とした“ニアショア開発“（国内遠隔地への再委託））と述べている。更

に、ニアショアに加えて、中国等、より海外のオフショアが組込まれ、国際分

業が進んだ。近年では中国沿岸部の単価高騰により、中国内陸部やインド、フ

ィリピンに加えて、ベトナム、ミャンマー等も注目されるようになり、下請に

とっては海外オフショアも加えた厳しい価格競争を強いられている。 

 

３．２ 日本の特徴 

 第１章で述べたように、平成 30 年版情報通信白書(p41)は、アメリカでは

IT 人材の 65%がユーザー企業に、35%が IT 企業に所属しているのに対し、日本

では IT 人材の実に 72%が IT 企業に所属し、ユーザー企業には 28%しか所属し

ていないことを指摘している。このことから、アメリカでは情報システムに関

する開発、運用保守業務等は基本的には自社中心で対応し、IT 企業にはスキ

ルの補完を求めるのに対し、日本では IT 企業に多くを依存していることが示

唆される。これは、先に述べたように、日本では IT 企業が多重下請構造を取

り、下請企業が調整弁の役割を果たすことで、結果として需要変動を吸収する

ことになっていると考えられる。また、同白書(p31)は、ソフトウェア比率に

ついて、アメリカではパッケージ活用と受託開発の比率が 46.2:53.8 であるの

に対し、日本では 11.7:88.3 となっていると指摘している。これより、アメリ

カでは、システムを開発する際には、基本的にまず ERP 等のパッケージ製品の

図 2-2 ウォーターフォールモデルと分業体制の関係 

出所：筆者作成 
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活用を検討し、IT 企業には足りないスキルの補填を求めるのに対して、日本

では、パッケージの活用よりも、ウォーターフォールモデルによる受託開発

（スクラッチ開発や手組み開発）が好まれ、また IT 企業が基本的に開発作業

の大部分を担当していると考えられる。すなわち、IT 人材の分布、パッケー

ジ活用の状況等も多重下請構造をより助長しているものと推測される。 

 

３．３ 中小ソフトウェア業の存立 

 中小ソフトウェア業について、山本(2006)は、①独自の製品市場を持つもの

が少なく、しかもユーザーから仕事を受託する営業力が弱く、②下請けで仕事

を受注していることが多く、③付加価値の低い中下流工程を担い、④開発の一

部を請負っているため技術の蓄積が難しいという不安定な存立条件の基にある

とし、大手ソフトウェア業も需要の変動を全てカバーする要員確保は困難であ

り、そこに下請先となる中小ソフトウェア業の存立余地があったと述べてい

る。すなわち、中小ソフトウェア業は、需要変動の調整弁として機能して来た

わけであるが、その存立条件に対して今後、①需要の落込み、②ソフトウェア

業の技術変化と高度化、③ソフトウェア業の国際化という 3 つの点が影響を及

ぼすと述べている。 

 

４．中小ソフトウェア業の存立に及ぼす影響：SoR から SoE 

 山本が①需要の落込み、②ソフトウェア業の技術変化と高度化、③ソフトウ 

ェア業の国際化という 3 つの点が中小ソフトウェア業に大きな影響を及ぼすと

述べた 2006 年当時は、IT バブル後の IT 市場が大きく拡大した時期であり、

その後、リーマンショックの影響はあったものの、2010 年代に入って現在ま

で、IT 市場は拡大期が続いており、これら 3 点もこれまでは大きな問題とは

みなされなかった。 

しかしながら、これから、まさに山本が指摘した 3 つの影響が顕著に表れると

考えらえる。 

 

４．１ 今後の市場変化 

まず、今後の市場の変化を考える。2018 年に、経済産業省（2018）が“DX

レポート ～IT システム”2025 年の崖”克服と DX の本格的な展開～”を発表

し、大きな注目を集めている。図 2-3 が代表的な 2025 年の崖の説明資料であ

り、その内容は、基幹システムの維持費用を削減し、その削減分を DX 費用と

して投資し、企業がデジタル変革を成し遂げなければ、日本企業は国際競争に
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遅れをとり、2025 年には大きな経済損失（現在の 3 倍、約 12 兆円）が発生す

るというものである。このレポートは、かつては先進だった基幹システム

（SoR）は、長年使用する間にブラックボックス化・複雑化が進んでおり、こ

のままでは、2025 年には維持管理だけで IT 予算の約 90%を占めることになる

と予想している。そのため、クラウドや ERP 等のパッケージを活用し、この

SoR 領域のコスト削減を進め、その分を DX（DX のための新たなシステム領域

は SoE と呼ばれる）に回して（IT サービス市場（従来市場）：デジタル市場

の費用比率を現在の 9:1 から 6:4）、企業がデジタル変革を実現することが重

要であると述べられている。このイメージを図 2-4 に示す。更に、この状況に

加えて、IT 人材不足（2025 年で 43 万人に拡大）、ERP 最大手の SAP ERP のサ

ポート終了（2027 年への 2 年間の延長が 2020 年に決定）等の考慮も必要とな

る。 

 

 

 

 

図 2-3 DX レポート 2025 年の崖 

出所：経済産業省 デジタルトランフォーメーションに向けた研究会 2018 より 
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４．２ 需要の落込み 

 この状況を踏まえ上記 3 つの影響に対し、まず①需要の落込みについて検討

する。現在は IT 人材不足であり、ソフトウェア業は、要員を調達できず全て

の引き合いに応えきれていない状況にあるが、数千億円とも言われるメガ銀行

の統合プロジェクト等巨大プロジェクトが終了するとともに、DX レポートで

指摘されているように、既存市場（IT サービス市場）である SoR 領域はクラ

ウドや ERP を活用してコストダウンが図られ、DX の SoE 領域へ投資がシフト

すると予想される。よって、図 2-5 に示すように、全体としての IT 市場はた

とえ拡大するとしても、SoR 領域である既存市場は縮小すると考えられる。 

 

４．３ ソフトウェア業の技術変化と高度化 

 次に、②ソフトウェア業の技術変化と高度化について検討する。2010 年代

に入って、クラウド、AI、IoT、スマートフォン、RPA 等の新たなテクノロジ

や、Python 等多くの開発言語等が一気に普及、拡大し、まさに技術がより多

図 2-5 IT サービス市場（従来市場）とデジタル市場の推移イメージ 

出所：著者作成 

図 2-4 IT サービス市場とデジタル市場の比率推移 

出所：DX レポートより著者作成 
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様で、高度化しており、これらを活用してビジネスモデルを変革する DX のた

めの SoE という新たな領域が出現している。この SoE 領域は、アジャイルでク

イックに開発（β版を市場に迅速に投入する等）する領域であり、一般的に一

案件毎の規模は SoR 領域より小さくなると考えられることから、一方では小回

りの利く中小ソフトウェア業の方が大企業よりも戦い易い土俵とも考えられ

る。SoE 領域では、これらのテクノロジによって、例えば、図 2-6 に示すよう

な、カスタマー（顧客）エクスペリエンスを向上させる新製品開発やマーケテ

ィング戦略に SNS 等のビッグデータ分析を活用したり、製品にセンサーを設置

し IoT によって故障予測やメンテナンス時期等の情報を提供し、アフターセー

ルス活動に繋げたり、設備にセンサーを設置し IoT によって設備の予防保全に

繋げるといった新しいビジネスモデルが創出されるようになっている。 

 

 

４．４ ソフトウェア業の国際化 

 最後に③ソフトウェア業の国際化についてであるが、表 2-2c、表 2-2d で述

べたように、リーマンショック後、売上高は戻ったものの、1 人当たり売上高

は十分に戻っておらず、これは単価のひとつの指標と考えられるため、オフシ

ョアとの競争がより激化していることが示唆される。特に、オフショア拠点は

より安い地域を求めて、中国沿岸部から中国内陸部またはインド、フィリピン

からベトナム、ミャンマーと次々と新たな地域が開発されているため、単価に

図 2-6 一般的な企業の基幹システムと DX 領域の関係  

出所：著者作成 
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関しては、品質とのバランスもあるが、オフショアと競争する領域について

は、下がることはあっても上がることは難しいと考えられる。 

 また、SoR 領域自体が、DX レポートでもコストダウンを図る領域とされてお

り、この領域での顧客の要求はまずコスト削減であり、その点からも単価向上

は難しい。 

 

４．５ 市場変化への対応 

 よって、今後、山本が指摘した 3 つの影響が顕著に表れることから、中小ソ

フトウェア業にとっては、SoR 市場に留まる場合、これまで以上に厳しい競争

となると予想され、従来以上に何らかの強みを持つなどの工夫や、多重下請構

造のより上位への早急なステップアップまたは元請の割合を増やすことが求め

られる（図 2-7）。加えて、新しい SoE 市場へ打って出ることも視野に入って

来ると考えられる。SoE 市場へ進出する対応については、今後別稿にて取り上

げ論ずる。 

 

  

図 2-7 中小ソフトウェア業の目指すべき方向性 

出所：筆者作成 
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５． 先行研究 

 

 中小ソフトウェア業にとっては、下請けからの脱却（元請けとなること）ま

たは多重下請構造においてより上流側へシフトするために、どのような対応が

求められているか、先行研究を基に検討する。 

 

５．１ ６つの類型 

 中小ソフトウェア業の取るべき方向性を示す代表的な先行研究を一覧にまと

めたものが表 2-3 である。これら先行研究は、以下のように６つのグループに

分類できる。 

 松下（2010）は受託ソフトウェア業に留まらず、①組込みソフトウェア業へ

の進出が有効であり、小熊（2017）は②中小ソフトウェア業同士がネットワー

クを構築し、疑似的に大手ソフトウェア業のように活動することが有効である

と述べている。竹内（2011）は、大企業ではなく③中小企業を顧客とすること

が有効で、そのためには④専門特化した自社製品開発が効果的であること述べ

ている。山本（2006）や高橋（2016）は、⑤新しい自社製品やサービスの開

発・創造、⑥専門的な技術の確立（特定技術への特化）が有効と述べている。 

 また企業の規模感からの検討として、片亀、長谷（2009）、木下

（2014/2015）は、受託開発ソフトウェア業についてフライフィッシングカー

ブ を用いて検討を加えている。図 2-8 に、片亀、長谷（2009）によるフライ

フィッシングカーブを示す。受託開発ソフトウェア業では、縦軸に利益率と横

１軸に売上高を取った関係がフライフィッシングカーブを描き、売上約 40 億

円までは売上が大きくなるほど利益率は高くなるが、その水準を超えると売上

高約 150 億円まで利益率が低下し、そこから再度徐々に利益率が好転する（売

上約 400 億円程度で、売上 40 億円時の利益率に戻る）関係性が示されてい

る。これより、a.売上高が約 100 億円以下で利益率が高く、ニッチな分野に特

化した企業群（ニッチ企業）、b.売上高が約 250 億円以上で利益率が高く、ス

ケールメリットを活かした高収益企業群、c.売上高が約 100 億円以下で利益率

が低い小規模で下請に位置する企業群（中小下請企業）、d.売上高は約 100-

250 億円程度あるものの利益率が低く、V 字の谷に落ち込みスケールメリット

を活かせない低収益企業群の 4 パターンに分類できることが分かる。 
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 また、企業の規模からの検討として、片亀/長谷（2009）、木下（2014/  表 2-3 中小ソフトウェア業の成長戦略に関する先行研究一覧 

出所：先行研究より筆者作成 
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 ここで、フライフィッシングカーブを利用して、中小企業の方向性を検討す

る。IT エンジニア単価は、2016 年 3 月ではプロジェクトマネージャーで約 98

万円、プログラマーで約 66 万円と言われており（NIKKEI SYSTEMS,2016）、簡

単な試算として、仮に単価 100 万円、従業員は中小企業の上限である 300 人、

社員全員の稼働率を 100%とした場合でも年間売上高は 36 億円となる。すなわ

ち中小ソフトウェア業の売上高は 40 億円以下と推測できるため、フライフィ

ッシングカーブから、a.のニッチな分野に特化して、小規模でも高利益率を獲

得することが目指すべき方向性であることが分かる。 

 中小企業ではないため本稿の対象からは外れるが、d.V 字の谷に落ち込んだ

低収益企業の場合は、b.のようなスケールメリットを活かせるように規模拡大

を目指すか、逆に競争力のある事業に絞りこみ、規模を縮小してでも a.ニッ

チ分野へ特化することが、フライフィッシングカーブからは有効な打ち手とな

ると考えられる。 

 

５．２ 中小ソフトウェア業の方向性の考察 

 上記先行研究は、従来の SoR 領域での中小ソフトウェア業の発展の方向性を

示しており、それらは、①組込みソフトウェア業への進出、②中小ソフトウェ

ア業同士がネットワークを構築し、疑似的に大手ソフトウェア業のように活動

すること、③中小企業を顧客とすること、そのために④専門特化した自社製品

開発、⑤新しい自社製品やサービスの開発・創造、⑥専門的な技術確立（特定

技術への特化）の 6 点となる。これらを、顧客（大企業/中小企業の IT 部門ま

図 2-8 ソフトウェア業のフライフィッシングカーブ 

出所：片亀/長谷川（2009） 
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たは IT 子会社、大企業/中小企業のユーザー部門）、製品・サービス（技術・

方法論・製品・サービス）の 2 軸で示したイメージが図 2-9 である。 

 

まず、①組込みソフトウェア業への進出は、受託ソフトウェア業から、組込

みソフトウェア業へと他業界へ進出することを意味し、技術的にもハードの知

識との融合が必須となる。更に営業の面でも、元請けに対する顧客が IT シス

テム部門から事業部門（例えば製品開発部門や生産部門）となり IT 関連部門

以外の新たなリレーション構築が必要となるため、かなりのリソース強化や組

込みソフトウェア人材の採用が必要となる事例である。②中小ソフトウェア業

同士のネットワーク構築は、ネットワークという IT の特性にかなった合理的

なモデルである。小熊(2017)が、述べている複数の小規模企業が集まって協業

できる枠組みを提供し、大手 IT 企業でしかなし得なかった IT サービスを提供

する SOBA（信州 OSS（オープンソースソフトウェア）推進協議会から発足した

“ビジネス部会“）の取り組みは、中小企業の集まりであることと共に、一般

財団法人塩尻市振興公社の持つ行政によってもたらされる信用が重要な役割を

果たしており、地域振興、行政の役割という観点も含め、中小ソフトウェア業

が複数集まって大企業に伍して行く取り組みとして、非常に画期的な活動であ

る。SOBA 以外には、中根（1998）も、中小ソフトハウス 10 社によって設立さ

れた中部オープンシステム事業協同組合の事例を紹介している。 

図 2-9 先行研究の顧客、製品、サービス・製品のイメージ 

出所：著者作成 
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 また、③中小企業を顧客とすることの手段が、前述したように④自社製品

（パッケージ）の開発ということになるが、⑤新しい自社製品やサービスの開

発・創造の事例も、顧客が行政書士、整備工場、中小食品加工業者等の中小企

業であることから、④自社製品の開発は、ターゲットとする顧客を大企業から

中小企業とするための有効な手段と考えられる。 

 ここで、中小企業を顧客とする場合について考える。情報処理推進機構

(2011)によると、中小企業の年間 IT 経費は、100 万円未満が 42.2%、100 以上

-500 万円未満が 30.5%、500-1,000 万円未満が 8.4%、1,000 万円以上が 15.8%

となっており、IT にかける費用には限りがあることが分かる。ソフトウェア

業にとっての年間売上の構造は、システムエンジニアの単価と実際にサービス

を提供した稼働時間の積の合計が一般的であり、この売上で販売費及び一般管

理費も含めてカバーすることになる。売上高は、サービス、製品当たりの価格

と顧客数（案件数）の積となる。これより、国税庁（2019）によると日本の平

均年収は 441 万円であり、このようなある程度の給与を確保する場合、中小企

業の年間 IT 経費を考慮すると、年間 IT 経費に限りがある中小企業を顧客とし

た上で一定の売上高を確保するためには、より収益性の高い製品/サービスを

開発すること、非常に多くの企業を顧客とすることが必要となる。それゆえ、

顧客となる中小企業を直接開拓するビジネス開発力と提案力という営業力も必

須となってくる。 

 ④、⑤に相当する新しい製品の開発であるが、ソフトウェアは一度製品が出

来れば、その後の製品作成にはコピーで対応できるために基本的にはコストが

ほとんど掛からず、非常に利益率が大きいメリットがある。しかしながら、初

期の資金調達、製品化のターゲットの絞り込み、その分野ではユーザーよりも

深い業務理解力が求められること、販路の拡大、製品の営業とサービスの営業

とでは営業に要求されるスキルが大きく異なることなどへの考慮も必要とな

る。その点では、高柳（2009）の受託ソフトウェア開発で経営を安定させなが

ら、時間をかけてでも製品開発を育成するハイブリッド型の対応等が参考にな

る。ただし、先行研究の事例では、基本的にターゲットは中小企業となるた

め、上記③で述べたように、利益率という点で同様の考察となる。 

 次に、⑥専門的な技術確立（特定の技術への特化）についての事例では、

JAVA や Linux 等新技術への特化があげられている。ただし、IT 業界は非常に

技術の変化が激しいことに注意が必要である。山本が 2006 年に有効な事例と

して JAVA 事例を取り上げている。確かに当時は JAVA に対応することは新技術

の確立として有効であったと考えられるが、今ではもっとも一般的な言語とな
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っており、現在では、AI でも使用される Python、iPhone や iPad のアプリ作

成に使用される swift などに人気が移っている。逆に、今では基本的に 50 代

以上のエンジニアで占められる COBOL エンジニアの希少性が増加する現象も発

生している。技術の変化が速く差別化できる期間が短くなっている現在では、

如何に技術に対して先見性を持つか、また技術の変化に迅速にキャッチアップ

し、自社の技術・ソリューションを変化させ続けて行けるかが重要となる。 

 以上のように、多重下請構造において、元請けを獲得する対応策として③中

小企業を顧客とすること、より上位の階層へステップアップする対応策（元請

けの顧客は大企業）として⑥専門的な技術確立（特定の技術への特化）、②中

小ソフトウェア業同士がネットワークを構築し、疑似的に大手ソフトウェア業

のように活動することが有効であることが分かった。 

 表 2-2 で示したように、従業者数規模別の事業者数では大企業は 2018 年で

わずか 1%（表 2-2a）であるが、売上高では 51％を占める（表 2-2d）。さら

に、フライフィッシングカーブでの検討を合わせると、中小ソフトウェア業に

とって、従来の SoR 市場での成長戦略としては、年間 IT 経費の大きい大企業

を顧客とし、⑥専門的な技術・サービスを確立することで、ニッチな領域へ特

化し、多重下請構造の下位に留まるのではなく、より上位の階層へステップア

ップを図り、元請けの割合を増やしていくアプローチも、有効な取るべき施策

であると考えられる。 

 

６．事例研究 

 

 以下では、SoR から SoE への変化の中、年間 IT 経費の大きい大企業を顧客

とする従来の SoR 市場における事例を通じ、中小ソフトウェア業がビジネスを

拡大するための成長戦略について考察を加える。 

 

６．１ ERP 導入と Global の組合せ：Multibook 社 

 Multibook 社（社員数:70 名、資本金:6,400 万円（2019 年 5 月 31 日現

在））は、最も代表的な ERP である SAP の Global 案件に特化し、コンサルテ

ィング、導入支援、保守業務までの一貫したサービスを手がけている。 

 2000 年の創業から数年は、日本企業への SAP 導入案件を下請として手掛け

ていた。2005 年に、Global 案件を手掛けていないにも関わらず、社長のアメ

リカで開催される SAP 社のイベントに出展しようという一言が Global 特化戦

略の転機になった。イベントで SAP 関連ツールの日本代理店を探していた
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Winshuttle 社から代理店の打診があり、そのツールの引き合いから、日本の

某 Global 企業との取引がスタートし、ドイツ拠点に SAP を導入するプロジェ

クトを受注した。その後、その導入実績から Global 案件が拡大すると予想

し、Global に特化する戦略に絞った。その実現のため、英語力を持つ日本人

に加え、日本に留学経験があり英語が堪能なバイリンガルの外国人の戦力化に

注力した結果、現在では日本人 20 名、外国人 50 名という体制にまで成長し

た。更に、2000 年代という日本のソフトウェア業が日本語で対応するための

中国のオフショア拠点構築に注力している段階で、よりコストが安く、英語ネ

イティブなフィリピンに拠点を構えたことも今では大きな強みとなっている。 

 また、英語という壁があることと、アドオン開発が多くなり規模が大きくな

る国内プロジェクトに比べて海外拠点への展開案件はアドオン開発が少なく規

模が小さいことから（すなわち、ソフトウェア業にとって売上が小さい）、SAP

の大規模導入プロジェクトを狙う大手ソフトウェア業は乗り出し難い領域に早

くから特化し、Global 市場に参入したことが成長の重要なファクターとなった

と推察される。加えて、オフショア人材で日本語によるシステム開発・保守の

領域に対応する場合は、単価が低くなる傾向にあるが、Global 案件に絞ってお

り、英語ができる SAP エンジニアという強みから、Global での価格体系が適用

され、一定の単価を確保できるという契約上の工夫も凝らしている。 

 DX レポートで、SoR 領域では、従来のように一からスクラッチ開発するので

はなく、ERP 活用によるコスト削減が指摘されているように、ERP 領域は今後、

更に成長が期待される市場である。また、同レポートで指摘されている 2025 年

問題のひとつとして、SAP ERP のサポート終了による Upgrade 市場の需要もあ

表 2-4 Multibook 社へのインタビュー内容のまとめ 

出所：著者作成 
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り、今後もビジネス拡大が期待できる市場に特化した企業となっている。 

 

６．２ システムリフォーム事業と中国オフショア：ソフトロード社 

 ソフトロード社（社員数:70 名（中国子会社は約 350 名）、資本金:7,000 万円

（2019 年 6 月 5 日現在））は、ホストコンピュータで動く COBOL のシステムを 

クラウド上で動かすために JAVA に変換する等のシステムリフォーム事業を手

掛けている。 

 同社は、2001 年に創業し、多重下請けの 4 次から 5 次請けの位置づけからス

タートした。ただし、創業者 6 名の内、5 名が中国人であり、2001 年に内陸部

であるが優秀な理系学生が多い西安にオフショア拠点を構築したことを強みと

して、徐々に多下請重構造のより上位にステップアップして来た。2000年代は、

中国人にとって、日本で仕事をすることは憧れであり、成果を上げたオフショ

ア拠点の社員は、日本本社へ異動でき、給料も数倍に増加する仕組みを導入す

ることで、社員のモチベーション、スキルアップに繋げた。しかし、リーマン

ショックのため、売上が半分に激減し、赤字に陥ることとなった。そこで、当

時、いくつかの案件で実績のあったシステムリフォームに特化する戦略を社長

が決断した。 

 また、一般的な人月単価と稼働時間での見積、精算ではなく、リフォームす

る言語とシステムの規模で見積、精算する一括請負方式（生産性を向上すれば

その分利益が増加するサービス設計）にサービス体系を変え、しかもオフショ

アを活用した低価格も実現し、言語の自動変換ツール、自動テストツール等を

強みであるオフショア拠点で開発することで効率化・生産性向上を図り、現在

では、一部上場 top200 社の内、50 社以上が顧客となるまでになった。 

 大手ソフトウェア業も、システムリフォーム事業で成功することができたと

は思われるが、要件定義からテストまで全てを手掛ける既存事業と比べると、

2010 年前半はまだ市場も小さく、その領域に特化することは売上減少を伴い既

存事業とのカリバニゼーションとなるため、特化する決断ができず、結果とし

てソフトロード社がこの市場を開拓できたと推察される。 

 SoR 領域では、DX レポートに指摘されているように、既存システムのクラウ

ドへの移行がより進むと考えられるため、本リフォーム事業は今後も大きなビ

ジネス拡大が期待される。 
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６．３ テストと非エンジニアの組合せ：Shift 社 

 Shift 社（社員数:約 2,500 名（パートナ、有期雇用含む）、資本金:585 百

万円（2018 年 8 月時点））は、システム開発プロジェクトにおけるプログラ

ミング（コーディング）と単体テストフェーズの後工程となる統合テスト、シ

ステムテスト領域に特化した事業を手掛けている。 

 Shift 社は、もともと、金型の業務コンサルティング会社として有名であっ

たインクス出身メンバーによる業務コンサルティング会社として創業した。

2000 年代後半、業務コンサルティングとして手掛けた、ある大手企業の IT シ

ステム部門の見える化案件がテスト事業特化のきっかけとなった。業務を分解

し、見える化を進めると、テスト業務が金型と似ており、プロフェッショナル

としてのスキルが必要な領域は全体の 20％程度であり、残りの大部分は、業

務を標準化することで熟練工でなくとも対応できる（プロセス・イノベーショ

ン）ということに気付き、自分たちの業務の分解、見える化、標準化というコ

アスキルが全く異なるソフトウェア業の領域でも適用可能であることに気付い

た。そこで、2009 年に業務コンサルティングからテスト専業へと社長が舵を

切った。論理思考のあるアルバイトの適正を見極め、そのための検定試験を開

発し、アルバイトとテスト業務を良く知るエンジニアの組合せで対応できるよ

うにテスト業務を再定義し、結果として非エンジニアでも活躍可能な市場を創

造し、低価格を武器に 2014 年に IPO を実施した。また、アルバイト主体でプ

ロジェクト体制が構築できるため、要員調達が比較的容易で、案件の声がかか

ってから体制構築までのスピードも強みとなっている。 

表 2-5 ソフトロード社へのインタビュー内容のまとめ 

出所：著者作成 
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 また、稼働時間と単価の精算ではなく、可能な限りテストボリューム等から

一括請負で受託するように契約上からも利益向上の工夫を取り入れている。 

 IPO 以降、知名度向上による優秀な人材の採用もあり、現在では年間売上

200 億円弱にまで急成長している。彼らは、まさに良い意味で、よそ者・若

者・ばか者がイノベーションを起こしたと企業と捉えられる。テスト領域に特

化すること、アルバイトを主担当者として戦力化することは、IT 業界ではよ

そ者であったが故に発想できたと考えられる。大手ソフトウェア業もテスト事

業を成長させることができたとは思われるが、要件定義からテストまで全てを

手掛ける既存事業と比べると、テスト領域に特化することは売上減少を伴い、

既存事業とのカリバニゼーションとなり、絞り込む決断はできなかったと推察

される。結果として、図 2-9 で示すようにイノベーションのジレンマで考える

と、当初はローエンドの品質であったかもしれないが、現在では経験値の積み

上げ、ナレッジの蓄積により、ハイエンドの品質を担えるまでになり、最も単

価の高い金融業の元請を引き受けるまでに事業を成長させることができたと考

えられる。 

 SoR 領域はコスト削減が必須の領域であり、低価格を武器とする本テスト事

業は更なるビジネス拡大が期待できると考えられる。 

   

表 2-6 Shift 社へのインタビュー内容のまとめ 

出所：著者作成 
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６．４ 中小ソフトウェア業の成長戦略 

 中小ソフトウェア業にとって、多重下請けの下層に留まることは、今後の SoR

領域から SoE 領域への市場の大きな変化を考慮すると、その存立はより厳しい

ものになると予想される。その中で、SoR 領域にとどまりながらもビジネスを

拡大する企業の事例から成長の方向性を見出すことができる。 

 まず①市場の特定である。それは、既存市場である基幹システム中心の SoR

領域で、(a)元請けの顧客として IT 経費が大きい大企業（基本的には IT システ

ム部門または IT 子会社が契約先となることが一般的）となる市場を対象とし、

市場全体としては縮小していくと予想される中でも、(b)細分化すると成長する

ミクロな市場に特化することがポイントで、更に(c)本来は強力なライバルとな

る大手ソフトウェア業にとっては、既存事業とのカリバニゼーションを起こし

一時的に売上を落とすため進出を躊躇するミクロな市場への特化がキーである

ことが分かる。そのような市場にフォーカスすることで、多重下請けの階層を

ステップアップするか、元請けの案件を増やすことが重要となる。 

 次に、事例に見られるように、単一技術への特化ではなく、②専門技術や、

Global 案件対応力、体制構築のスピード等の差別化要因を複数組合すこと（ク

ロス・ケーパビリティ）が重要であることが分かる。 

 更に、③契約上の工夫による利益向上の仕組みの組み込みも重要なファクタ

ーであり、これら①、②、③の 3 つの施策によって、成長軌道に乗せることが

可能となることが分かる。事例 3 社の強みを、図 2-10 に示す。 

図 2-10 Shift 社テスト領域におけるイノベーションのジレンマのイメージ 

出所：著者作成 
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 Multibook 社の Global ERP(SAP)事業特化は、①大手ソフトウェア業が事業を

絞り込み難いグローバル SAP 市場に特化し、②グローバル展開の戦略構築コン

サルティングから SAP導入、保守までの一気通貫の対応力（Global案件対応力）、

それを支える英語と言う語学力、フィリピン拠点のバイリンガル社員のブラン

ド化と価格競争力という各能力の組合せ、③英語の世界に特化したが故にオフ

ショアと見られる人材であっても一定の単価を維持する契約上の工夫という、

3つの施策を実施している。ソフトロード社のシステムリフォーム事業特化は、

①大手ソフトウェア業が事業を絞り込み難いクラウドへの移行事業に特化し、

②オフショア拠点の優秀な人材力とツール開発・活用による価格競争力という

各能力の組合せと、③一括請負による人月単価精算からの脱却という契約上の

工夫という、3 つの施策を実施している。また、Shift 社のテスト事業特化は、

①大手ソフトウェア業が事業を絞り込み難いテスト事業のみに特化（工程のサ

ービス化）し、②業務分解力・見える化・標準化の業務コンサルティング力、

ツール開発とそのツールを利用したアルバイト活用による価格競争力、アルバ

イトを活用する故の素早い要員調達力という各能力の組合せと、③請負契約に

よる人月単価精算からの脱却という契約上の工夫という、3 つの施策を実施し

ている。 

 

７．小結 

 

 本研究は、以下の 2 点を明らかにした。1 点目は、現在のソフトウェア業を

SoR 領域、SoE 領域でとらえなおし、従来の先行研究は SoR 領域についての研究

図 2-11 事例 3 社の強み 

出所：著者作成 
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であることを示したことである。2 点目は、中小ソフトウェア業にとって、市場

全体では縮小すると予想される SoR 領域での成長の方向性を示したことである。

まず①市場としては、(a)元請けの顧客を大企業とすることが IT 経費の面で合

理性があり、市場全体としては縮小していくと予想される中でも(b)細分化する

と成長するミクロな市場に特化することが重要で、更に(c)大手ソフトウェア業

にとって既存事業とのカリバニゼーションを起こすため進出に躊躇する市場を

選択することがキーであることを示した。その市場で、 ②クロス・ケーパビリ

ティという差別化要因を複数組み合わせ、更に③契約上の工夫も組み込み、①、

②、③の 3 つの施策を実施することによって、多重下請けの階層をステップア

ップし、元請けの案件を増やすことが可能となることを示したことである。 

本研究は、まず SoR 領域を対象としたが、今後は、SoR 領域の更なる検討に

加えて、新しい領域である SoE 領域についても研究を進めたい。SoE 領域は、

ビジネスモデルの創出といった領域となるため、顧客も IT システム部門よ

り、事業部門そのものが主導して進める場合が多い領域でもある。この領域

は、大手ソフトウェア業にとっても事業部門を新たな顧客としてリレーション

の構築が必要な領域で、更に一案毎の規模も小さくなるため、工夫次第では中

小ソフトウェア業にとって飛躍のきっかけとなるチャンスも大きい領域と考え

られる。今後、SoE、SoR 両領域について研究を深め、中小ソフトウェア業の

ビジネス拡大に向けて寄与していきたい。 
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第３章 中小ソフトウェア業の分業構造における 

     上流シフト 

 

１．はじめに 

 

 産業の中心はハードからソフトへ推移している。図 3-1に我が国における ICT

投資額の推移を示すが、ソフトウェアの比率が年々大きくなっていることから

も、ソフトウェアの重要性が年々増加していることが伺える。また、2019 年の

帝国データバンクの調査でも、トヨタの一次下請では“受託開発ソフトウェア”

が 267 社（構成比 4.4％）で初めてトップとなった32ことからも、その高まりが

理解できる。 

 本章では、まず受注ソフトウェア業における重要な分業構造であるオフショ

ア、ニアショアについて整理する。特に 2000 年代以降オフショアが非常に注目

されたため、興味深い研究が豊富に蓄積されている。その上で、近年起こって

いる分業構造の新しい動きに注目し、ニアショアの可能性について検討する。 

 

 

図 3-1 我が国における ICT 投資額の推移 

出所：令和元年版情報通信白書より 
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２．ソフトウェア業における分業構造 

 

２．１ ソフトウェア業の国内分布 

 地方中小ソフトウェア業ついて、加藤（2010）はその存立意義として以下の

3 点を挙げている。 

①首都圏の大手ソフトウェア会社を元請けとした分業生産体制に加わり、大企

業や中央官庁等の大規模システムなど、我が国のソフトウェア業を下支えして

来た。また、コスト削減を目的にニアショア開発が行われて来た。 

②地方自治体の比較的小規模なシステム開発など、地域ニーズを汲み取り、元

請けとしてシステムを提案・構築してきた。 

③ソフトウェア・パッケージ市場への対応は、極めて小規模な範囲にとどまっ

ている。 

次に、表 3-1 に今野・佐藤（1990,p51）による 1987 年の都道府県別の情報サ

ービス産業の従業者数と年間売上高とその構成比を示す。 

 これより、1988年の段階で全国に広く情報サービス産業が分布していること、

東京の受注ソフトウェア業の売上高は、約 53%と東京一極集中が見られること

が分かる。また、今野・佐藤（1990,p65-67）は、地方の独立系のソフトウェア

業も首都圏の需要を狙って、図 3-2 のような首都圏と地方の分業関係が見られ

るようになったこと、それは、受注の安定化、受注価格の改善に留まらず、技

術力向上の面からもメリットが大きく、地場市場に固執するより技術力を高め

られる“首都圏の下請化”戦略が取られた結果であることを述べている。した

がって、1980年代後半から 1990年代にニアショアが確立されたと考えられる。 
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図 3-2 首都圏と地方の分業関係 

出所：今野・佐藤（1990）p66 より 

 

人数
（人）

構成比
売上高

（百万円）
構成比

人数
（人）

構成比
売上高

（百万円）
構成比

計 241,187 100 2,299,305 100 三重 453 0.19% 3,623 0.16%

北海道 6,388 2.65% 46,783 2.03% 滋賀 749 0.31% 5,737 0.25%

青森 385 0.16% 2,315 0.10% 京都 2,179 0.90% 25,301 1.10%

岩手 634 0.26% 3,956 0.17% 大阪 32,196 13.35% 280,609 12.20%

宮城 2,749 1.14% 20,088 0.87% 兵庫 4,386 1.82% 32,655 1.42%

秋田 692 0.29% 4,525 0.20% 奈良 - - - -

山形 371 0.15% 2,038 0.09% 和歌山 - - - -

福島 1,187 0.49% 6,777 0.29% 鳥取 347 0.14% 2,458 0.11%

茨城 2,893 1.20% 17,889 0.78% 島根 255 0.11% 1,677 0.07%

栃木 1,322 0.55% 8,465 0.37% 岡山 2,268 0.94% 16,253 0.71%

群馬 2,042 0.85% 13,003 0.57% 広島 4,676 1.94% 31,450 1.37%

埼玉 2,427 1.01% 17,062 0.74% 山口 732 0.30% 5,327 0.23%

千葉 2,310 0.96% 13,515 0.59% 徳島 546 0.23% 4,501 0.20%

東京 109,848 45.54% 1,228,495 53.43% 香川 1,046 0.43% 8,677 0.38%

神奈川 24,163 10.02% 240,505 10.46% 愛媛 936 0.39% 6,086 0.26%

新潟 2,386 0.99% 16,480 0.72% 高知 444 0.18% 2,408 0.10%

富山 899 0.37% 6,880 0.30% 福岡 5,575 2.31% 41,996 1.83%

石川 741 0.31% 5,845 0.25% 佐賀 264 0.11% 1,251 0.05%

福井 695 0.29% 4,509 0.20% 長崎 454 0.19% 2,702 0.12%

山梨 507 0.21% 2,691 0.12% 熊本 853 0.35% 6,849 0.30%

長野 2,223 0.92% 15,027 0.65% 大分 744 0.31% 4,134 0.18%

岐阜 663 0.27% 7,288 0.32% 宮崎 651 0.27% 4,310 0.19%

静岡 4,327 1.79% 28,474 1.24% 鹿児島 463 0.19% 2,907 0.13%

愛知 10,241 4.25% 90,611 3.94% 沖縄 695 0.29% 4,104 0.18%

従業者 年間売上高 従業者 年間売上高

表 3-1 情報サービス業の都道府県別構成（1988 年） 

出所：今野・佐藤（1990）p51（通産省「特定サービス産業実態調査報告書 1988 年」）より 
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２．２ ソフトウェア業の分業構造 

第１章で示したように、受注ソフトウェア業は、大手 SIer（システムインテ

グレーション事業者）を頂点として、その下に中小ソフトウェア業が主体とな

る多重下請構造となっている。また、一般的に基幹システム開発時に採用され

るウォーターフォールモデルは、中盤の工程であるコーディング（プログラミ

ング）工程と単体テスト工程が最も付加価値が低いとされ、一方で、これらの

工程に対応する人数は最も多く、開発費用のボリュームゾーンとなっている。

それ故、コストダウンのために、これら付加価値が低く、開発費用の主要部分

を占める工程を、より単価の安い下請けを活用することで分業が進んで来た。 

 ウォーターフォールモデルと分業体制（首都圏元請、下請、ニアショア、オ

フショアを例として）の関係を図 3-3 に示す。首都圏の元請が、首都圏の下請

との分業を実施する場合、更なるコストダウンのために、先に示したように地

方の中小ソフトウェア業を下請として活用してきた。更に、2000 年代に入っ

て、中国等のより単価の安い海外のソフトウェア業を活用するようになり、国

際分業が進んだ。例えば、図 3-4 では、首都圏、ニアショア（北海道や沖縄を

例として）、オフショア（中国の大連、ベトナムを例として）、それぞれの位置

関係を示している。 

 近年では中国沿岸部の単価高騰により、中国内陸部やインド、フィリピンに

加えて、ベトナム、ミャンマー等も注目されるようになり、地方ソフトウェア

業にとっては、これら海外オフショアとの価格競争を強いられ、単価は下がる

ことはあっても上がることは難しい状況にさらされている。 

図 3-3 ウォーターフォールモデルと分業体制の関係 

出所：筆者作成 
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３．オフショアに関する先行研究 

 

３．１ アメリカと日本のオフショア 

 オフショア開発は、総務省（2007）によると、日米ともに 1980 年代に始め

られた。アメリカは 1970 年代にバローズ（Burroughts）がインドに子会社を

設立したことがアメリカ－インド間のオフショアの始まりで、そこでアメリカ

は、インドのエンジニアが優秀で英語を話し、安価な賃金で雇えることを知っ

たことがきっかけになった（夏目 2010,p35）。これにより、アメリカ－イン

ドのオフショアが拡大し、インドにはタタ、ウィプロ、インフォシス等の世界

的な IT 企業が産まれることとなった。これらは、アメリカのみならず、日本

等にも進出し、インドでの自社オフショア拠点の活用を強みとしてビジネスを

拡大している。 

 日本においては、図 3-5 に示すように、特に 2000 年代になって急速に拡大

し、2008 年には 1,000 億円規模になった。特に、日本では中国とのオフショ

アが拡大した。また、総務省（2007）は、アメリカ企業のオフショア開発には

存在しない、ブリッジ SE と呼ばれる特別な人材が日本企業のオフショア開発

に存在することが特徴であると指摘している。これは、インド人がアメリカの

母国語である英語をほぼネイティブのように話せるのに対し、中国人にとって

は、同じ漢字圏とはいえ、日本語は第二、第三外国語となり、ネイティブのよ

図 3-4 ニアショア、オフショアの地理的関係  

出所：筆者作成 

地図：https://www.freemap.jp/itemDownload/asia/kouiki_east/3.png 

2020 年 12 月 30 日アクセス 



62 

 

うに話せる訳ではないことが大きな原因と考えられる。日本では、現在に至る

までオフショア開発の相手国としては中国が中心となるため、ブリッジ SE で

の対応も含め先行研究として、中国オフショアを中心に研究が蓄積されて来

た。 

 図 3-6 に、野村総合研究所（2018,p185）によるオフショア開発を含むオフ

ショア市場の推移を示す。2010 年のオフショア市場は、オフショア開発約

1,000 億円の倍の約 2,000 億円で、2018 年には約 4,000 億円にまで倍増してお

り、ここからオフショア開発市場も大きく増加しているものと推測できる。 

 

 オフショア開発の活用理由についての日米比較では、日本企業では、“開発

コストの削減（93.8%）“、”国内人材不足の補完（80.2%）”が他よりも際だ

って多く、“海外の高い技術力の活用（20.8%）“、”ソフトウェア関連の売

図 3-5 オフショア開発総額の年次推移 

出所：IT 人材白書 2013,p235 より 

図 3-6 オフショア市場推移（単位億円） 

出所：野村総合研究所『新 SI ビジネス』2018 年,p185 より 
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上拡大（18.8%）”と続く。一方、米国企業では、“開発コストの削減

（92.5%）“が日本と同じで最も多くなっているが、日本企業では 10%弱であ

った”開発のスピードアップ“が 46.2%と続いており、日本企業の約 80%が挙

げた“国内人材不足の補完”は 35.8%に留まっているという違いが見られる。

これは、日本の場合は少子高齢化への対応（橋本 2010）という日本の人口構

成独特の理由が影響していると考えられる。加えて、アメリカではソフトウェ

アは経営にとって重要であると認識され、開発のスピードアップが経営への貢

献に欠かせないという認識が一般的であるためと考えられる。 

 

３．２ オフショア各国の特徴 

IT 人材白書（2013,p237）によると、2011 年/2012 年度のオフショア相手国

は、それぞれ中国 78.21/83.6%、ベトナム 23.3/19.2％、インド 13.7/19.2%、

フィリピン 5.5/1.4％となっている。関口(2013)は、それぞれの地域の特徴を

まとめており表 3-2 に示す。中国は、日本に対するコスト優位性に加えて、豊

富な日本語人材、勤勉な労働力を有し、また漢字圏であるため、ある程度、他

地域に比べると日本語・日本文化を理解しやすいこと、中国が国策・地方政府

の政策として取り組んだことなどが、中国オフショアが拡大した理由と考えら

れる。中国から遅れて、次にオフショアが拡大して来たのがベトナムである。

特に 2010 年以降、中国沿岸部の賃金上昇、中国の地政学的リスクもあり、チ

ャイナ・プラス・ワンとして、勤勉で文化的に日本人と親和性が高く、日本語

人材も中国に次いで、ある程度豊富で、かつ中国よりコストが安いことから注

目されたと考えられる。インドは先に述べたように安価で優秀な英語人材を豊

富に抱えることからアメリカ向けオフショアが拡大した。日本においても、英

語で対応する場合はインドオフショアを活用する場合もあるが、発注する我々

日本側が日本語で開発を進めることから拡大は難しい面もある。フィリピンも

アメリカ向けのコールセンターで発展してきた（吉田 2018）が、同様に日本

語の面で拡大には難しい点がある。詳しくは後述するが、日本でのオフショア

開発については、日本語が必須となるため、新たなオフショア拠点立ち上げは

難しい面がある。近藤（2014,p208）は、これを「中国からベトナムやタイへ

の期待が高まっているものの、同じ漢字圏である中国でのオフショア事業が

10 年以上かけて現在の水準に到達していることを考えると、代替ロケーショ

ンで早期に同じ効果を得られる可能性は低いと言える。インドを除く他のアジ

ア諸国については、労働コストの低さ、優秀かつ勤勉な人材、低い離職率など
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の強みがある一方で、インフラの未整備、日本語の能力の低さ、管理水準の低

さなどの弱点も存在する」と述べている。 

 

３．３ 中国におけるオフショア 

 中国におけるオフショアの特徴として、梅澤（2007）、高橋（2009）、夏目

（2010）、吉田（2014）、西中（2015）などの先行研究では主に、①中国の国

家政策、地方自治体の政策、②オフショア開発の難しさ33、③重要な役割を果

たしているブリッジ SE、④オフショア開発のコスト分析 

⑤オフショア開発の課題の 5 点で研究が蓄積されてきた。 

 

３．３．１ 中国のソフトウェア産業の発展戦略 

発展途上国におけるソフトウェア企業の発展戦略について、高橋 a（2009）

は Heeks のソフトウェア企業の戦略的ポジションから検討している。

Heeks(1999)は、図 3-7 のように、ソフトウェア企業の戦略的ポジションを、

ソフトウェアビジネスとしてサービス（ソフトウェア開発）とパッケージ（パ

ッケージ製品開発）、またマーケットを輸出と国内市場向けに分類し、発展途

上国のソフトウェア企業が取る戦略ポジションとして、A-E の 5 つを示した。 

表 3-2 オフショア各国の特徴 

出所：関口（2013）より 
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この 5 つについて、高橋 a（2009）は、以下のように述べている。まず、ポ

ジション A は、海外からの受注ソフトウェア開発で、すなわちオフショアのこ

とであり、多くのインド企業がこの A に相当する。ポジション B は、パッケー

ジソフトウェアの輸出で、いくつかのイスラエル企業が成功している。また、

ポジション C は国内市場向けにパッケージソフトウェアを開発・販売するもの

である。ここでは多くの強力な国際的なライバル製品との競争となること、ま

たパッケージソフトのコピーも発展途上国の市場には広く出回っていることか

ら、ほとんどの発展途上国のソフトウェア企業にとって、このポジションは実

行が容易ではない。ポジション D は、国内のソフトウェアサービス市場をター

ゲットとするもので、大半の発展途上国の企業がこの位置にあたると述べてい

る。それは、国際的企業もポジション C ほどのライバルとはなり得ていないか

らである。ポジション E は、ニッチ市場特化戦略であり、銀行、保険、医療、

行政関連など産業分野から見たニッチ市場、ユーティリティソフトウェア等ア

プリケーション分野から見たニッチ市場、言語分野から見たニッチ市場があ

り、ポジション E も、発展途上国のソフトウェア企業にとってポジション A と

並んで成功が顕著なポジションである。また、図 3-8 に示すように、中国ソフ

トウェア産業の発展戦略として、中国は国内市場そのものが急成長しているこ

とから国内市場をターゲットにすること、一方で、同様に先進国の技術・ノウ

ハウの吸収という点においても拡大するオフショア開発も重要であり、戦略ポ

ジションとしては A と D の両面作戦が中国企業の戦略であると指摘している。 

図 3-7 ソフトウェア企業の戦略的ポジション 

注：サービスは受託ソフトウェア開発を指す  

出所：Heeks(1999)/高橋 a（2009）より 
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３．３．２ 中国のソフトウェア産業育成施策 

（１）中国の国策 

 中国の国策としての施策は、関口（2013）に詳しい。関口（2013）による

と、中国政府の施策として、例えば、アウトソーシング産業の成長促進によっ

て輸出産業の構造を改善する戦略である“国民経済と社会発展第 11 次 5 ヵ年

計画“（2006～2010 年）や、商務部（日本の経済産業省に相当）による”千

百十工程”と呼ばれるアウトソーシング強化施策などが挙げられている。さら

に、アウトソーシング模範都市（モデル都市）として、北京・天津・上海・重

慶・大連・深セン・広州・武漢・ハルビン・成都・南京・西安・済南・杭州・

合肥・南昌・長沙・大慶・蘇州・無錫・厦門の 21 都市を指定し、2010 年 7 月

1 日から 2013 年 12 月 31 日まで、技術先進型として認定された企業に対する

所得税優遇政策を実施している。2011 年には、オフショア・アウトソーシン

グ拠点を支援するための優遇政策も改訂しており、補助金の支援策として、①

大学卒業生の訓練費用、②IT 機器の購入、ネットワーク・プラットフォーム

の運用・保守に関連した給付、③オフショア・アウトソーシング企業がグロー

バルに運用する認証を受けることが出来るための給付および④オフショア・ア

ウトソーシング企業が中国以外へビジネスを拡大する際のマーケティング・イ

ベントに対する給付が紹介されている。 

また、多くの都市でソフトウェアパーク（IT 産業園）の整備やアウトソー

シング産業に対する優遇策が実施されていることに加え、地方政府も地方産業

構造の改善を目的にアウトソーシング企業に対する積極的な優遇政策を打ち出

していると述べられている。 

図 3-8 中国ソフトウェア産業の発展戦略 

出所：高橋 a（2009）より 
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（２）大連の事例 

 次に、中国における日本向けオフショアの拠点の代表都市である大連を取り

上げる。 

 関口（2013）によると、1991 年に国家レベルとしては初のハイテク開発区

“大連ハイテクパーク“が設立され、新産業育成のモデルとなり、1998 年に

IT 分野の産業を集積させるためパーク内に”ソフトウェアパーク“が設立さ

れ誘致が進められて来たと述べられている。現在は、オフショア開発やアウト

ソーシングの拠点となっており、IBM、Accenture、Genpact、Oracle、DELL、

HP、SAP、NEC、富士通、NTT グループなどの外資系の他、ハイソフトやイダテ

ックなどの中国企業も含め IT 企業が数多く進出していると述べている。張

（2017）は、1998 年に市政府がソフトウェア産業を振興する姿勢を明確に

し、その支援によってソフトウェアパークが設立されたことが契機となったこ

と、それにより 1998 年の 2 億元が 2014 年には 1470.8 億元まで売上高が増加

し、企業数も 2,063 社（外資企業は 252 社）、24 万７千人が従事するまでに

成長したと述べている。 

 また、大連は、対日オフショア・サービスの拠点として成長し、2014 年大

連市ソフトウェア・ITES(Information Technology Enabled Services）産業の

輸出は、中国全体の第 2 位であり、日本向けは最高で 90％を占めていたと述

べている。大連のソフトウェア産業集積では、Nuesoft、DHC、Pactera を初め

とする地場企業とともに、先に示した外資系企業も存在感が大きく、2013 年

にはフォーチュン誌世界売上ランキング 500 社のうち 90 社が進出し、日系企

業、欧米企業含めて日本向け業務を中心に行っていたと述べられている。更

に、人材育成も日本との関係を活用しており、大連市は、中国における日本語

教育の拠点であって、日本語専攻の学生が多く、日本語能力試験 1 級受験者の

人口比率は主要都市でトップである。ソフトウェア・ITES 企業の創業者や経

営者の中には、日本への留学、日本企業での勤務経験を持つものが多く、大連

市も学子創業園区という名称のインキュベータを設けるなど帰国者の就業を支

援していると述べられている。 

 近年、リーマンショック、東日本大震災などから日本向けオフショア開発に

おけるコスト削減の要請は厳しく、さらに 2013 年以後の円安も重なり中国元

に換算した際の売上を 3-4 割目減りさせた。中国全体の物価高騰と人件費上昇

に加え、中国内陸部、ベトナムなど新たな低コストオフショア開発拠点が成長

し、大連の企業との競合を強めたこともあり、大連の企業でも、内陸部や北方

へ単純入力を移すことを考えている企業も出て来たと指摘されている。更に、
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中国のインターネット産業とモバイル通信が急激に発展し、EC 小売市場は

2014 年に米国を抜いて世界一となり、2015 年で約 75 兆 6,000 億円に達したこ

とから、人材面での競合をもたらし、2015 年に HUAWEI が大連市に進出して高

い給与水準を提示したことが、対日オフショア開発企業の賃金コストに影響を

与えている。大連はオフショア開発において、低賃金と労働力確保を優位性と

する条件を失いつつあり、事業の転換を迫られていると指摘されている。それ

らの影響もあり、大連のソフトウェア・ITES 産業の輸出比率における日本の

割合は 2009 年の 90.9％から 2014 年には 52.8％へ減少し、欧米が 5.6％から

30.2％まで増加、他の地域（他のアジア、ラテンアメリカなど）も 3.5％から

17.1％へ増加し、日本特化から市場を多様化していることも指摘されている。 

 

３．３．３ 中国ソフトウェア産業の技術の蓄積（技術移転） 

 次に、中国によるソフトウェア産業の国策としての狙いのひとつ IT 先進国

からの技術・スキルの習得について、高橋 b（2009）は技術移転の実態を明ら

かにしている。そのプロセスは、下流工程における開発技術向上と上流工程へ

の参画による技術向上であり、まず、下流工程における開発技術の向上につい

ては、①「中国ソフトウェア企業は、日本企業が送ってきた仕様書に記述され

た開発手順に従うことで、技術者のグループ分けや役割分担など効率的な開発

体制を取り入れた」、②「日本への中国人技術者の研修派遣や日本人技術者に

よる中国現地での指導など、さまざまなルートを通じて技術を学習する機会が

設けられた。開発経験を積んだ日本人システムエンジニアの指導のもとで、業

務ノウハウの理解や開発プロセスを経験する機会を得ることができた」、③

「海外で働いていた日本人や中国人のシステムエンジニアをスカウトする一

方、親会社である日本企業に日本人技術者の出向を依頼」、「他社に所属する

日本人技術者を顧問として雇うこともある」と述べている。また、この時期

は、日本の仕様書、海外技術者による指導や、海外からの人材獲得を通じ技術

やノウハウを吸収し、上流工程へ参画するための準備段階であったと指摘して

いる。 

 次に、上流工程への参画による技術向上については、「日本大手 IT ベンダ

ーは、A 社と共同で外部設計を行い、また内部設計に必要な資料を提供する。

中国人技術者の研修を実施することもある。中国人技術者が設計やコーディン

グなどを行う際に生じた間違いを後続工程に引きずらないように、日本人技術

者は開発工程ごとに必ず確認する。間違いが発見されると、修正を要求すると

ともに技術指導を行う。また、必要に応じて日本人技術者を中国現地に派遣す
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る。」と、日本大手 IT ベンダーと中国企業 A 社の開発プロセスを事例と挙げ

ている。 

 ここで、まず共同で外部設計を実施することにより、日本企業から各ユーザ

ーの業務に適したソフトウェアを開発するためのノウハウを吸収することが可

能になる。次に日本企業の指導の下で内部設計を実施することで、設計書を書

く技術を身に付けることができ、更に各テスト工程についても、日本企業から

テスト技術を習得できる。このような開発プロセスを通じて、中国への技術移

転がなされていると指摘している。 

 重要な点は、中国企業が日本企業と一緒に開発を実施することで、業務ノウ

ハウを吸収し、設計図・仕様書を書く技術、品質管理の方法を習得しながら上

流工程にシフトすることであると述べられている。 

 関口(2013)は、中国、ベトナムにおける IT 人材のすそ野の広さは、技術力

を向上させた要因の一つであり、情報工学系の大学卒業者数（2005）は、日本

2.2 万人に対し、インド 50.1 万人、中国 81.2 万人と、日本の 25-40 倍の人員

を毎年輩出していると述べている。中国の国策に加えて、日本とは比較になら

ない規模の技術者が毎年輩出され、そこから優秀な人材を採用することが可能

な状況は、中国企業の技術力を大きく発展させた一因であると考えられる。 

 

３．３．４ ハイコンテクスト文化とローコンテクスト文化 

海外プロジェクトに関して、西中（2015）は、プロジェクトの有期性、地理

的な分散、文化的な影響があるため、文化の異なる海外プロジェクトは管理が

難しいと述べている。 

 海外とのコミュニケーションに対して、Edward T.Hall による文化の類型化

要素として、文脈、時間、場所の考え方、感じ方の違いを取り上げている。中

でも、Edward T.Hall は、文脈に関して、個人のメッセージの伝達における文

脈依存に応じて、文化を“ハイコンテクスト”と“ローコンテクスト”に分類

する概念を提唱した。 
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 ハイコンテクスト文化では、話し手と聞き手の間に共有されている情報が多

く、暗黙的なコミュニケーションが成り立つ文化であり、ローコンテクスト文

化では、共有する情報や経験が少ないため、形式知によるコミュニケーション

を実施することになる。個人主義的な文化はローコンテクスト文化の場合が多

いとされている。図 3-9 に大谷（2007,p161）によるハイコンテクスト文化、

ローコンテクスト文化の国を示すが、日本はハイコンテクスト文化の典型と受

け止められている。 

西中（2015）は、知識創造の新しい概念として、“知識経営スタイル”を定

義している。これは、「形式知、暗黙知は”どのような方法”で、“どのよう

な存在論的レベル”で“どのような場”で創造されるかの方法に関する概念」

のこととしている。ここで、“どのような方法”とは、コード化によるものか

（コード化戦略）、人による伝達か（個人化戦略）などのナレッジマネジメン

ト戦略のことである。元請けの日本企業、オフショアの中国企業の PM への調

査結果から、明確化に関しては、日本人は、リアルな会議（組織的）の場で明

確化し、中国はバーチャルな個人間のインスタントメッセージを活用する傾向

があることを指摘している。この点について、日本は、内容があいまいな違い

を明確にするため対面での明確化が必要で、中国人は面子を重視するため、そ

もそも人に不明な点を聞かない傾向にあり、聞く場合はインスタントメッセー

ジを使って個人的に問い合わせを行うと主張している。すなわち、存在論的に

図 3-9 ハイコンテクスト文化とローコンテクスト文化の国 

出所：大谷（2007,p161）より 
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は、日本人は、リアルで組織的な会議で明確化し、中国はバーチャルな個人間

のインスタントメッセージを活用することになるとしている。 

次に、日本は会議での共有が圧倒的に多い。これは口頭によるもの、暗黙知

の共有が含まれるため、文書化しにくいことと、伝達する内容が多いため、文

書化するのに労力がかかるためとしている。一方で、中国は、プロジェクト/

部門のデータベースでの共有が多く、文書化している。この点は、日本側から

の教育・指導によるところが大きく、転職率の高さをカバーするためとしてい

る。すなわち、共有については、日本はリアルな方法、個人化戦略（口頭）に

よる共有であり、中国はバーチャルなコード化戦略による組織的共有（文書を

データベースで共有）となる。このように、知識経営スタイルがコンテクスト

の違う文化間では異なり、知識創造に影響を及ぼすため、ハイコンテクスト文

化、ローコンテクスト文化において、違いを理解した上で適切な知識創造のや

り方を選択し、それぞれの文化にあった必要な環境を準備することでより一体

感を醸成した対応が可能になると述べている。 

ここから、日本は、ハイコンテクストで、行間を読む文化のため、如何に同

じハイコンテクスト文化の中国であっても、母国語が異なる国のメンバーが第

二、第三外国語である日本語で業務を進める場合は、確実に仕様等をドキュメ

ントに文書化して（本来当たり前のことであるが）、組織的に共有を図ってい

くことが非常に重要であることが分かる。 

 

３．４ 日本企業のソフトウェア開発における問題点とブリッジ SE 

３．４．１ 日本企業のソフトウェア開発における問題点 

 IT プロジェクトの成功率はそれほど高くないと木下（2015）は述べてい

る。日経コンピュータ（2014）34でも、プロジェクト成功率は 75％であり、失

敗の最大の要因は対話不足と指摘されている。 

日本企業のソフトウェア開発においては、日本に特有の仕事の進め方にも問

題があり、吉田（2014）は、問題が発生する経緯を以下のように整理してい

る。それは、「①日本のソフトウェア業の売り上げ構成から見ると受注ソフト

ウェアが主である、②委託企業の要求仕様の曖昧さ、多様性、頻繁な仕様変更

などの理由で、委託企業から正確で詳細な要求仕様や資料が提示されることは

稀であり、そのため委託先企業には、取引特殊的な委託企業・当該業界に関す

る知識を持つことが必要になる。③委託企業による頻繁な仕様変更が行われる

一方、製品の高機能化や短納期開発、開発費の削減などが求められるため、市

場取引でなく、継続的取引の形態で委託企業・当該業界に関する知識を委託先



72 

 

企業に蓄積することが図られる。④そして短納期開発に対応するために、委託

企業・当該業界に関する知識を蓄積した技術者が新たな開発も継続的に担当す

ることになりがちになる。⑤このことにより、開発途中で発生した問題や改善

内容を資料に逐次、記載する、もしくは開発後に修正や追加すると言った作業

は無駄であると考える社内文化が委託企業内部に生まれている。⑥この社内文

化のために、開発途中で発生した問題や改善内容を資料に修正や追加し、形式

知化する作業は疎かになり、資料の記載ミス、不明瞭や記載漏れなどが十分な

修正や追加がされないまま放置される。⑦開発途中で発生した問題や改善内容

などのうち、形式知として表出できる経験知を結果として形式知化しなかった

内容は、開発に携わった一部の担当者達の間では共有されても、開発に参加し

なかった者にとってはソフトウェア開発における暗黙知となる。」というもの

である。 

すなわち、日本企業のソフトウェア開発においては、このような暗黙知が存

在するが、これは上記で述べたハイコンテクスト文化による仕事の進め方とも

考えられる。日本企業同士であれば、業務もある程度理解した上で、日本語ネ

イティブ同士でのコミュニケーションとなるため、ある程度は“行間を読んだ”

コミュニケーションが可能になるが、オフショア開発を実施する場合は、委託

企業の開発手法や業務知識を委託先海外企業に伝達すると共に、委託企業のソ

フトウェア開発における暗黙知を含めて委託先海外企業に伝えることが重要と

なる。そのため、日本企業のオフショア開発には、特有の取り組みが必要とな

り、ブリッジ SE が生み出された。このことを、吉田（2014）は、取引特殊的（人

的資源の特殊性）と言えるブリッジ SE が必要で、つまりブリッジ SE の機能は

この特有の取り組みを担うことにあるとその意義、重要性を指摘している。 

 

３．４．２ ブリッジ SE の役割 

 ブリッジ SE について、羽淵・細川（2008）は、仕様確定作業への関与と中

国側へ伝達することにブリッジ SE の意義があると述べ、夏目（2010,p22）

は、ブリッジ SE は日本に特有であり、欧米系企業とは異なり、日系企業は日

本語という言語、日本のビジネス習慣、特に設計仕様の変更が ICT サービスの

契約以降にも行われる日本的なビジネス慣行のためと述べている。オフショア

開発で品質問題が生じる原因として、総務省（2007）は、「コミュニケーショ

ン面の理由により確実に仕様を伝えることが困難という点もあるが、最も大き

いと考えられるのは、仕様の変更と品質レベルについての考え方の相違であ

る。仕様変更については、日本では受託ソフトの開発が中心であるため、多く
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の仕様変更が発生すると言われるが、海外では契約締結後に仕様変更を行うこ

とは一般的ではないため、仕様変更を巡って日本ベンダーと委託先企業との間

でトラブル等が起こりやすいとされる。また品質レベルについては、どこまで

品質を確保するのかについての考え方の差が大きい」と述べている。すなわ

ち、ブリッジ SE の役割として、先に述べたように、あいまいな仕様変更等日

本の商習慣に対応することと、品質レベル等について、日本-中国間のコミュ

ニケーションを円滑にし、意識を合わせることにあると言える。 

吉田（2014）によるブリッジ SE の役割を図 3-10 に示す。ここで、ブリッジ

SE はプロジェクトによって、また後述するそのステージにおいて、日本オン

サイトに居る場合もある。また、海外ソフトウェア企業内のコミュニケーショ

ン言語は外国語となっているが、オフショア企業としては資料作成、コミュニ

ケーションともに日本語で対応できることは大きな強みとなる。 

 

３．４．３ ブリッジ SE における 3 段階の発展段階 

 日本と中国のソフトウェア開発の国際分業、国際的なアウトソーシングか

ら、梅澤（2007）は、ブリッジ SE における 3 段階の発展段階を示して、以下

のように述べている。 

第 1 段階は、プログラミング部分をオンサイトの中国人ソフトウェア・エン

ジニアによる開発に任せていた段階である。1990 年代後半は、プログラマ・

クラスの中国人ソフトウェア・エンジニアが来日して、プログラミング部分を

図 3-10 ブリッジ SE の役割  

出所：吉田(2014)より 
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日本国内でオンサイト開発を行っていた。そのため、オフサイトでのオフショ

ア開発に比べてコストは高いものであった。 

 第 2 段階は、2000 年の初期にプログラミング部分を切り出して、中国国内

で開発するオフショア開発が行われるようになった段階である。ここでは、言

語、文化などの障壁に関して、日本側設計部隊と中国側製造部隊のインターフ

ェース役となる“技術が分かる通訳”としての“ブリッジ SE”が必要とされ

た。この“ブリッジ SE”は、まず初期は日本駐在であった。ただし、この場

合“ブリッジ SE”はオンサイトのため、この部分のコストは高くなり、ま

た、まだ役割としては設計段階に関与していなかったため、十分な情報を中国

側開発部隊に伝えることは難しかった。 

第 3 段階は、中国側がプログラミング部分を担当するのは第 2 段階と同様で

あるが、“ブリッジ SE”が設計まで参加するようになった段階である。これ

によって、日本顧客のニーズを的確に把握し、中国開発部隊に正確に伝えるこ

とができるようになった。つまり、オフショア開発にオンサイト開発が組み合

わされたソフトウェア開発方法が生み出されたと述べている。これをオン・オ

フサイト（On・Off-site）開発と呼んでいる。日本のソフトウェア企業におけ

る、中国ローカル・ソフトウェア企業ならびにそのソフトウェア・エンジニア

の活用の過程で、オンサイト開発とオフショア開発の間をスパイラル的に発展

させ、ウォーターフォールモデルの新たな修正モデルであるオン・オフサイト

開発を生み出したと指摘している。 

 

３．４．４ 現在の一般的なブリッジ SE 

現在では、図 3-10 のように経験を積んだ“ブリッジ SE”が、オフショアに

て開発を担うことが一般的になっており、この“ブリッジ SE”がオフショア

企業の競争力を左右する。吉田・加藤（2013）は、日本企業がブリッジ SE に

求めるスキル・知識は、①SE としての技術力、②PM としての管理能力、③委

託企業・当該業界に関する知識、④日本語運用能力並びに日本文化・慣習の理

解であると述べている。更に、③と④は日本以外の仕事では価値が減じるとい

う点で取引特殊的であり、一方で、この無形資産であるスキル・知識を備えた

人材（ブリッジ SE）を多く抱えておくことが競争優位の源泉であると述べて

いる。 
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３．５ オフショアのコスト分析 

 オフショア開発は、単純に単価の差分がそのままコスト削減に繋がる訳では

ない。加藤（2013）は、情報処理推進機構（2012）の調査から、2010 年の時

点で、オフショア外注費は国内企業への外注に比べ 3−6 割の削減効果があるも

のの、日本の費用が 1−4 割程度増加するため、平均的なコスト削減効果は 2−3

割となると指摘している。日本側の費用とは、①暗黙の了解が通じないための

仕様説明の強化や仕様書詳細化、②品質管理・進捗管理、③品質トラブル対応

などと述べている。また、情報処理機構（2012）によると、中国の生産性は日

本の 7−8 割であり、生産性を下げる大きな要因は、各種品質トラブルの発生

で、①仕様書の詳細化・明確化、②オフショアベンダーとの長期的連携、③情

報共有基盤の整備、④オフショア開発プロセスの標準化、⑤自社によるオフシ

ョア専任担当者の確保・育成等を通じトラブル発生を避けるべきと述べてい

る。加藤（2013）は、そのために、ブリッジ SE や開発チームリーダーには、

プロジェクト管理能力やシステム開発力などの一般人的資産や日本語運用の能

力、日本の商習慣の理解、業界や顧客特有の業務知識などの取引特殊的な人的

資産の確保が必要になると指摘している。 

 このように、オフショア開発の費用効果は、単純に日本の技術者とオフショ

ア技術者の単価差と総工数で決まるわけではなく、加えて取引コストが発生す

ることが分かる。 

林・比嘉（2011）によると、オフショア開発の全コストは下記式（１）とな

る。 

 

式（１）：オフショア開発の全コスト＝生産コスト＊）＋取引コスト 

    *)生産コスト：単純にプロジェクトメンバーの単価と工数の積の和に 

           ツール費用等開発に必要になるコストの合計 

 

 次に、取引コストについてであるが、林・比嘉（2011）は Jerome 

Barthelemy のアメリカを対象とした“The hidden cost of IT outsourcing”

の論文に定義されている 4 つの見えないコスト（①ベンダー探索・契約コス

ト、②ベンダーへの移行コスト、③ベンダー成果管理コスト、④アウトソーシ

ング後の移行コスト）を参考に、以下の 6 つのコストが日本のオフショアにお

いて考えられると述べている。 

①ベンダー選定コスト 
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 ベンダーを選定、契約するためのコストであり、要件の文書化、社内の意思

決定、契約交渉、事務処理、法務等の処理費用（必要に応じて弁護士費用やオ

フショア・コンサルタント費用等）、出張費等が相当する。特に、現地で企業

をしっかりと視察をすることが重要である。 

②移行コスト 

 アウトソーシングの場合には、まず現行業務をアウトソーサーに移行（引き

継ぐ）する費用が発生する。それと同様に、オフショア企業の技術者を日本に

呼んで仕様を伝える、または逆に現地に出張して説明するような費用が発生す

る。特に、初めての場合、日本の開発ノウハウを移転し、開発プロセスの違い

を理解してもらうための種々のコストが必要になり、この時期は日本企業の技

術者、オフショア企業の技術者ともに重複して業務にあたるため 2 倍のコスト

が必要になることに注意が必要である。 

③成果管理コスト 

 日本企業側もオフショア企業の進捗チェック、成果物（設計仕様書、単体テ

スト結果等）レビュー、品質管理等に多くの負荷がかかる。日本企業とオフシ

ョア企業の橋渡し役となるブリッジ SE 費用も必要不可欠である。このプロセ

スは非常に重要でソフトウェア開発プロセスを明確に定義し、社内に定着させ

ることも、オフショア開発を効率的に進めるための鍵となると指摘している。 

④納入コスト 

 上記②の移行コストと同様に、今度はオフショア企業からの日本企業への移

行となる。日本にオフショア企業の技術者が来てソフトウェアを納入するな

ど、②と同様に技術者重複のコストがかかる点に注意が必要である。 

⑤文化コスト 

 Jerome Barthelemy の 4 つの見えないコストは、アメリカ国内でのアウトソ

ーシングコストの検討であったが、オフショアは国の壁を超えての取引となる

ため、国と文化の違いによる取引コストが発生する。海外のプログラマーは、

例え顧客の要望に辻褄が合わなくとも、顧客が望んでいることだからと受け入

れる考え方をすることで知られているとし、そのために日本よりも、より工数

が必要となる、オフショア企業の技術者の定着率が低いまたは言語も含めコミ

ュニケーションを円滑にするために現地への出張（逆に日本への出張）等のコ

ストが発生すると指摘している。 

⑥その他コスト 

 オフショア開発には、実際には多くのリスクが潜んでいるとし、地政学的リ

スクなども考慮が必要としている。 
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３．６ ベトナムにおけるオフショア 

３．６．１ ベトナムにおけるオフショアの概要 

近年、LIU・DUYEN（2016）によると、人件費高騰や反日感情の高まり、チャ

イナ・プラス・ワン戦略によりベトナムが注目され、“中国の補完”から“中

国の代替”への変化が見られるようになったと述べている。また、高橋

（2017）は、製造業の場合、日本企業が、中国の工場を賃金上昇に伴い、タイ

やベトナムなど東南アジアへ移転するといった事例がしばしば起きているが、

ソフトウェア開発の場合、発注を請ける側の企業には高い技術や日本のビジネ

ス慣習への理解などが求められるため、日本企業にとって、発注先を中国から

他国へ変えることが、製造業に比べて容易ではなく、技術的に比較的難しい業

務は中国、比較的容易な業務はベトナムに依頼するようになっていると述べて

いる。更に、近年初めてオフショア開発を行う企業は、中国でなくベトナムを

選択することが少なくないと述べており、ソフトウェア開発の世界も中国（沿

岸部）からベトナムへのシフトが進行していることが伺える。 

同一定義で統計が取れる日本への留学生の推移を表 3-3 に示す。これより、

2014 年から 2019 年において、留学生の多い上位 5 カ国はいずれも増加してい

るが、ベトナムは、2014年から 2019年の 6年間で約 23,000人からから約 73,000

人と約 3 倍も増加させており、中国とは差があるものの、大きく留学生数を伸

ばしており、日本語人材、日本文化への理解という点でも中国の次のオフショ

ア拠点として注目されることが伺える。 

 

３．６．２ ベトナムにおけるオフショアの特徴 

 ベトナムのオフショアについて、LIU・DUYEN（2016）は、以下のように述べ

ている。 

①日本の IT 企業のベトナム進出は 2001 年に遡り、三谷産業株式会社がソフト

表 3-3 留学生数推移（2014-2019 年） 

注）高等教育機関及び日本語教育機関における総数 

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

中国 94,399 94,111 98,483 107,260 114,950 124,436

ベトナム 26,439 38,882 53,807 61,671 72,354 73,389

ネパール 10,448 16,250 19,471 21,500 24,331 26,308

韓国 15,777 15,279 15,457 15740 17,012 18,338

台湾 6,231 7,314 8,330 8947 9,524 9,584

合計 184,155 208,379 239,287 267,042 298,980 312,214

出所：JSSSO 外国人留学生在籍調査結果より筆者作成 
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ウェア開発拠点（AIT）をホーチミンに設立し、2004 年にベトナム企業とソフ

トウェア開発のアウトソーシング合弁会社（Vietnam-Japan Software Gate）を

設立した。これを契機に、富士通ソーシアル、NEC ソフト、日本ユニシス、東

芝、日立情報システムズ、NTT データなどの大手ソフトウェア企業が人材確保

やコスト削減のために相次いでベトナムに進出した。 

②ベトナムのソフトウェア輸出はそのソフトウェア企業の売上高の 85％を占

めおり、主な輸出先は日本である。 

③ソフトウェアパークのような ICT 関連施設の整備によって、ベトナムに参入

する外資系 ICT 関連会社の数を増大させている。 

④ベトナムの特徴は、中国と同様に 100 人以下の企業がほとんどである中、

FPT ソフトウェア、TMA ソリューションズ、CSC ベトナム、GCS のベトナム大手

IT 企業大手 4 社が突出して規模が大きい。よって、ベトナム国内の大型シス

テム開発案件の受注はこのトップ 4 社によって独占されているのが現状であ

る。 

⑤最大手の FPT ソフトウェア経営者は、チャイナ・プラス・ワンの戦略シフト

の動向を先取りし、日本語人材育成に力を入れるなど迅速な対応力、行動力を

発揮しており 2005 年の段階で、FPT ジャパンを東京に設立した。FPT ジャパン

は、2014 年 12 月末で 279 人の社員（6 割以上がブリッジ SE）にまで成長して

いる。 

 吉田・加藤（2013）によると、2005 年に日立ソフトウェアエンジニアリング

が FPT ソフトウェア内にオフショア開発センターを開設したことが、日本企業

が次々とベトナムでのオフショア開発に乗り出す契機となったと述べている。

また、FPT コーポレーション会長がベトナムソフトウェア協会会長として、業

界の先頭に立って日本との交流に取り組んで来たことから、日本企業のベトナ

ム発注分の多くを FTP が占めていると述べている。更に、彼らは、オフショア

のタイプを、日本企業がベトナムに進出して関連企業を立ち上げるインハウス

型と、ベトナム企業がオフショアを受けるアウトソース型に分類し、検討を加

えている。インハウス型は日本の技術者が赴任してブリッジ SE とコーディネ

ーターの役割を担うが、更なる発展のためには、現地エンジニアのブリッジ SE

としての育成が重要であり、またアウトソース型はまだまだブリッジ SE の育

成・拡大の必要があると述べており、ベトナムに限らず、今後期待される新興

国でのオフショア拠点においても、ブリッジ SE になり得る人材の養成が重要

であると指摘している。 
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３．７ オフショアの課題 

 コンテクスト文化である日本の仕事の進め方にも原因があり、オフショア開

発はエンジニアの単価差から単純に期待される効果が必ずしも出ないことは既

に述べたが、日本とは文化が大きく異なることにも注意が必要である。例えば、

李（2016,p13）は、中国の雇用文化の特徴を挙げ、a.契約期間は 3-5 年が一般

的、b.長期間残業が続くと辞める傾向にある、また c.転職は積極的な意味と認

識されているため 2-3 年勤務して転職すると給料が倍増することが多い、と述

べている。このように、キーパーソン含めてメンバーが辞めるリスクがあり、

高橋（2013）も、中国オフショアは開発リーダーが退社すると、その会社での

開発の品質が大きく低下するという事例も起こると指摘している。 

 日経コンピュータ（2018）35の“崩壊するオフショア開発:コスト削減だけで

は「行き止まり」”との記事が注目を集めた。アジア各国の賃金は上昇が続く一

方、日本からの発注単価は 20 年間横ばいであり、賃金の差異だけに頼ったオフ

ショア開発の事業モデルは崩壊しつつあると指摘している。また、日本の大手

SIer も中国のオフショア要員を他の国にシフトさせるか、中国沿岸部からより

内陸部へシフトしているとも指摘している。ユーザー企業のコメントとして、

ベトナムの賃金上昇率が中国よりも大きいため、ベトナムも中国のレベルにそ

のうち追いつくであろうこと、他のミャンマーやバングラディッシュ等へシフ

トしても、軌道に乗る数年後には賃金上昇のためコスト競争力を失っていると

考えられるとも指摘している。そのため、あるユーザーは、ベトナムの次はな

いともコメントしている。 

更に、賃金上昇と並ぶ、もう一つの大きな問題が日本向けオフショアの不人

気と指摘されている。この点は、李（2016,p6）も、中国の IT 業界では、エリ

ートは BAT（バイドゥ、アリババ、テンセント）に就職し、残りは外資系企業の

管理職研修生となるか、または国の公務員になることが一般的であると述べて

いる。また、優秀な人材はオフショアをやりたがらないとも述べている。その

理由として、①新しい技術の習得が出来ないこと。②残業が多いこと（a.日本

からの依頼が午後から夜になる。b.自分のタスクが終わっても帰れない日本文

化が影響している。c.オフショア企業の管理職は日本で長年勤務した人が多い

ため、部下の評価は結果主義でなくどれだけ頑張ったか（残業したか）で評価

しがちである。d.オフショア側のマネジメントスタイルも問題で、すなわちタ

スクの遅延対策として、問題を分析せず残業でカバーすることが多い。e.日本

側も遅延理由をはっきりさせないまま暗黙で残業させている）等を挙げ、日本

向けオフショアの仕事の魅力が低下している事を指摘している。 
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また、加藤（2013）は、中国のソフトウェア輸出に占める日本市場の割合は、

2004 年の 60％から 2011 年では 20％弱にまで低下したと示しており、数字の上

でも地盤沈下していることが分かる。 

 

３．８ オフショアの今後の方向性 

３．８．１ 上流工程、DX 領域への拡大/シフト 

 このような状況で、オフショアの今後の方向性を検討する。 

 図 3-11 は、経産省(2007)における日米のオフショア開発の対象としている業

務比較であるが、これより日本は下流工程のみであることに対し、アメリカは

上流からオフショアに業務を任せていることが分かる。今後、日本企業が、ア

メリカのようにオフショアを活用するのであれば、詳細設計/コーディング/単

体テスト/結合テストの下流領域から対象範囲をより上流に対象を広げること

は一つの方向性であろう。ただし、橋本（2010）は、日本では詳細設計以降の

プログラム作成、単体テスト、結合テストまでをオフショアに出すことが一般

的であり、これは「業務ノウハウが開発会社にあるから基本設計までを日本で」、

「顧客企業のあいまいな業務要件を我慢して聞いていくことが日本人メンバー

でしかできない」と述べている。一方、「アメリカの場合は、組織、役割、業務

分担がはっきりしているため、要件定義書に落とすことが日本に比べて容易で

あるのでオフショアをこの段階から活用できる」と述べている。このことから、

日本の顧客企業が要件を明確化できるかが上流でのオフショア活用の重要なポ

イントになると考えられる。 

図 3-11 オフショア開発の対象業務範囲 

出所：総務省情報通信政策局情報通信経済室 p10 より 
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 また、今後、基幹システムなどの既存システム（SoR:システム・オブ・レコ

ード）ではなく、AI や IoT といったデジタル・トランスフォーメーション（DX）

の領域（SoE:システム・オブ・エンゲージメント）が拡大するが、その領域へ

のシフトも一つの方向性となるであろう。上述した日経コンピュータの記事 6)

でもベトナムの FPT ソフトウェアも自動運転、AI、IoT,デジタル、モバイル等

の次世代オフショアに注力していると述べられている。ただし、この領域は、

富士通、NTT-Date などの日本企業や IBM、アクセンチュア等のグローバル IT 企

業も含めた競争となり、また SoR 領域でのシステム開発や運用保守のようなそ

れなりに大規模な案件ではなく、アジャイル開発でクイックに、業務ユーザー

と一緒に作り上げる（現場で、小さなチームで対応する方が向いている）案件

でもあり、どこまで拡大できるかは、今後の動向次第と推測される。 

 

３．８．２ IT 人材不足の領域でのオフショア活用 

次に考えられるのは、オフショアに IT 人材を求めるというものである。日本

は少子高齢化が避けられず、IT 要員は人手不足の状況にあり、経済産業省（2018）

も 2025 年の崖に関する DX レポートで、IT 人材は不足しており、2015 年で 17

万人から 2025 年には 43 万人の不足になると述べている。 

また、そのために極力 SoR 領域の負荷を最小化し、DX である SoE へヒト、モ

ノ、カネを投資しなければ経済損失が大きくなると述べている。 

こうした状況に対応するため、コスト削減よりも、IT 人材不足への対応と

して、オフショアを活用するということが考えられる。例えば、日経 SYSTEMS

（2019 年）36の“COBOL の最新開発環境と若手主体の現場”という記事で、生

命保険会社の COBOL システムを 20-30 代の中国大連のオフショアメンバーが対

応していると紹介された。日本では、若手には AI や Web service の言語（例

えば Python、Java Script）が人気で、COBOL は敬遠されている。そのため

2019 年からは基本情報技術者試験から Python が採用され、COBOL は廃止され

るに至っている。結果、COBOL が分かるエンジニアは、50 代以上という状況

で、まさに人材不足の状況にあるが、大連では、記事によると「保険業界はこ

れから中国でも成長が見込まれており、人気があるプロジェクトだ。業務ロジ

ックを理解しやすい COBOL はむしろ業務経験を積む上でとても勉強になる」と

若手が担当していると紹介されている。これは、中国では、保険業界はこれか

ら伸びる業界と位置づけられ、また COBOL は業務ロジックでプログラムされる

ため業務知識の習得に繋がり、中国の若手が積極的に担当しているものと考え

られる。このことを高橋（2018,p40-41）も、汎用系システムの管理ができる
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エンジニアが日本で不足しているため中国オフショアが活用されると述べてい

る。このように、IT 人材を求めたオフショア活用も継続されるであろう。た

だし、保険業界も明日のライバルを育成していることを忘れてはならない。高

橋（2017）も、アジア諸国の技術力向上が、長期的には現地企業に対する日本

企業の優位性を失わせる可能性もあると指摘している。 

 

４．ニアショアの可能性 

 

４．1 ニアショアへの回帰 

 2016 年の日刊工業新聞では、中国だけでなくベトナムでも人件費上昇が進

み、コストメリットが出にくくなっている（大手ソフトウェア業である

SCSK）ため、北海道、沖縄などで開発拠点の集積化が進んでいることが紹介さ

れた37。SCSK ニアショアシステムズ株式会社の Web ページ からも、2015 年か

ら 2019 年の 5 年間で、従業員数、売上高ともに大きく拡大していることが分

かる（従業員数および売上高は、2015 年でそれぞれ 207 名、21.3 億円、2019

年でそれぞれ 305 名、43.06 億円と、それぞれ約 1.6 倍、約 2.0 倍拡大）。ま

た、海外の人件費が上昇する中、ニアショアは東京都内よりも安価で、オフシ

ョアより品質担保が可能であり、しかも短納期の要望に対応可能（大手ソフト

ウェア業である伊藤忠テクノソリューションズ）との記事が掲載された38。こ

のように、（顧客企業から）ニアショア開発の要望が高まってもおり、中国沿

岸部からベトナム等他の国や中国内陸部へのオフショアの流れとは別に、再度

ニアショアに注目が集まりつつあると言える状況にある。もちろん、ニアショ

アでは、オフショアで見られた仕事の進め方、言語、文化の相違による課題も

大きな問題とならず、それらの相違を吸収するブリッジ SE も必要とはならな

い。 

 

４．２ ニアショアとオフショアのコスト分析 

 ニアショアとオフショアについては、コストの関係から、丹沢（2011,p64-

66）がモデルを示している。縦軸に費用（生産費用・取引費用）を、横軸に地

理的・文化的な距離を取り、地理的に遠距離になると生産費用は低下し、逆に

文化的に遠くなるため取引費用が増加するという相関から、総費用を図式化し

た。例えば、中国沿岸部から生産費用低減のため内陸部へ委託を移すと、文化

的に遠くなり、そのため取引費用の増加を招くという関係である。これより、

ニアショアとオフショアの関係を図 3-12a としてモデルを定めた。この場合
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は、ニアショアがオフショアよりも有利になるというモデルである。しかしな

がら、人材供給力を考慮すると（例えば、2009 年において沖縄の理系学生は

4,205 名に対し、中国の西安だけでも IT 関係の卒業生が毎年 4～5 万人占める

という人材の層に着目している）、人材確保の費用が総費用に加えられ、オフ

ショアがニアショアよりも有利となるというものである(図 3-12b)。 

 

 

４．３ 国内ソフトウェア業に関する先行研究 

 国内ソフトウェア業については、ニアショアに関して①沖縄での IT 産業集

積（津梁パーク）に関する報告や②ニアショアとオフショアを活用するマルチ

サイト・デリバリ・モデルが提案されている。その他ソフトウェア業について

は、③産業集積、④密度依存性、⑤地域活性化、⑥分業体制などの観点から研

究がなされている。 

①沖縄の IT 産業集積に関して、税所（2019）は、ニアショアとオフショアの

比較と、沖縄 IT 津梁パークにおける大企業ニアショア子会社の事例を基に、

そのシステム開発工程における役割分担をビジネスモデルとして提唱してい

る。 

②マルチサイト・デリバリ・モデルに関して、西部ほかは（2011）は、IBM 社

グループで、オンサイトとニアショアにて実施している保守業務にオフショア

を活用した長期契約事例を報告している。その際、コストダウンを目的に、オ

ンサイト業務をニアショアに、ニアショア業務をオフショアに移行すること

で、オンサイト、ニアショア、オフショアからなるマルチサイト・デリバリ・

モデルの事例を提唱している。 

図 3-12a ニアショアに優位性が 

 あるモデル 

図 3-12b 人材確保が困難なため 

ニアショアが優位性を失うモデル 

図 3-12 ニアショア、オフショアの関係モデル 

出所：丹沢（2011 より） 
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 ③産業集積の観点からは、(i)長山（2009）による札幌地域におけるスピン

オフ連鎖の研究や、(ⅱ)林・田辺（2010）によるサッポロバレーにおけるヒュ

ーマンネットワークの果たした役割の研究、(ⅲ)近畿経済産業局（2018,p120-

134）の大企業、集積内企業、行政による主導のタイプ分け等が見られる。 

 (i)長山（2009）は、札幌地域のソフトウェア集積におけるスピンオフ連鎖

の実態を a.地域の社会文化、支援制度、b.産業構造（市場・技術）、c.母体

組織、d.スピンオフ企業家（学習者）の 4 つの視点から分析してしる。まず、

企業内に相互に学習する環境（実践共同体）が生まれ、次にリストラ等の何ら

かのショックで実践共同体が消滅し、それをきっかけにスピンオフ企業家が誕

生した後、スピンオフ企業家の学習と支援の連鎖を通じて、地域における“実

践共同体”が再構築される。以上のメカニズムが働くと、地域においてスピン

オフ企業家が連鎖的に生まれるという考え方である。 

 (ⅱ)林・田辺（2010）におけるサッポロバレーの IT 産業集積発展のプロセ

スにおけるヒューマンネットワークの果たした役割の研究では、サッポロバレ

ーにおいて、自然発生的な組織を超えたニューマンネットワーク内の知や経験

が、継続的なイノベーション創出を促進していることを示した。新たな IT 産

業集積に必要なヒューマンネットワークには、時代に応じて“学ぶ場”、“課

題解決の場”、“ビジネスマッチングの場”、“広告”等の役割が必要で、そ

のネットワークには、情報の発信・集積・継承のハブとなるキーパーソン集団

が存在し、彼らが技術面等の課題解決機能、人と人をつなぐ機能、企業間橋渡

し機能、インキュベーション機能、プロジェクトメイキング及び調整機能、他

社応援機能、政策提言機能等を備えていることが必要であることを示した。 

 (ⅲ)近畿経済産業局（2018）の大企業、集積内企業、行政による主導のタイ

プの研究では、大企業主導型は東京の五反田、集積内企業型は大阪の西中島、

行政主導型として福岡が挙げられている。五反田では、従来 IT 関連サービス

企業は渋谷、恵比寿に立地していたが、Free（株）が旗振り役となることで五

反田に比較的設立年度の若い IT ベンチャー企業の集積が見られる。集積内企

業型では、西中島において、企業同士がふれあい、お互いに刺激を受けるこ

と、また西中島をスタートアップの街とすることを目的に、行政や支援機関主

体ではなく、起業家同士が自発的に、“一般社団法人にしなかバレー”を設立

し活動している。一方で、福岡は、行政主導型として、2010 年頃により、支

援機関、ベンチャーキャピタル、教育機関が連携し、スタートアップ企業を支

援する輪が広がって来ていることが述べられている。 
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 ④密度依存性という観点では、高瀬（2010）が、ソフトウェア産業の企業数

と倒産の関係から、倒産率に対する競争の効果として、東京都、大阪府のよう

なくくり方における中程度の密度の場合が最も顕著であり、企業数の少ない県

のような密度の薄い場合や逆に東京都心部のような密度が濃い場合（競争より

も集積のメリットが働く）は競争の効果が低下することを示している。 

 ⑤地域活性化という観点では、田中（2012）による松江市、島根県による

Ruby39を活用したソフトウェア産業活性化、およびそれよって地域活性化に繋

げた事例が見られる。産業振興策の成功要因として、a.スーパーエンジニアの

存在、b.地方自治体の積極果敢な支援、c.産官連携における結集力、d.地方公

務員のベンチャー精神の 4 つを挙げている。 

 ⑥分業体制という観点では、藤本（2009a）がソフトウェア業の下請け取引

を分類している。藤本は、a.ゼネコン型（一次請けが上流工程のみを実施）、

b.コンサル型（一次請けが要件定義と相当するテストのみ担当）、c.丸投げ型

（一次請けは営業と受注のみ担当）、d.名義貸し（二次請けの企業が営業から

実作業まですべてを行うが契約書や金の流れは一次請けが実施（与信が通らな

い場合等））、e.メーカ直接型（a.の一次請けの部分を発注元が担当）、f.ユ

ーザー直接型（b.の一次請けの部分を発注元が担当）の 6 つに類型化してい

る。 

 本研究では、再度注目されつつあるニアショアとその際の分業構造の変化に

着目し論考する。 

 

４．４ 日本のソフトウェア業の分布：東京一極集中の緩和 

 表 3-4 に、特定サービス産業実態調査による 2010 年代のソフトウェア事業

従業者数と年間売上高のシェアの推移を主要なソフトウェア業の都道府県別に

示す。これより、東京の従業者数、売上高ともに減少し、逆にそれ以外の都道

府県は増加傾向にあり、東京一極集中の緩和と全国への分散化が分かる。 

 次に、図 3-13 に都道府県別の同業者売上高と同業者売上高比率を示す。社

団法人電子情報技術産業協会（2010,p7）はニアショアのタイプを以下の 3 つ

に分類している。1 つ目は、沖縄、大分等で同業者からの受託額が一定規模あ

り、受託率が高く、国内のアウトソース先（ニアショア）となっている地域で

ある。２つ目は、福岡、北海道、広島といった中核的な地方都市圏であり、同

業者からの受託率が 50％以下で、ある程度ソフトウェア業として自立してい

る地域である。3 つ目は、京都、千葉などで受託率は低いが一定の産業規模が

あり、ソフトウェア産業として自立している地域であるとしている。 
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４．５ ニアショア事例と考察 

 

４．５．１ ニアショア・ネットワーキングサービスの活用 

 地方ソフトウェア業と首都圏ユーザー企業とをマッチングするサービスを提

供するニアショアのネットワーキングサービスも拡大を見せている。 

 

図 3-13 ソフトウェア業の都道府県別の同業者売上高と同業者売上高比率 

出所：社団法人電子情報技術産業協会ソフトウェア事業委員会,p7 より 

表 3-4 ソフトウェエア業の従業者数、売上高の推移 
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（１）日本ニアショア開発推進機構の事業 

日本ニアショア開発推進機構は、2012 年に設立された社団法人である。そ

の目的は、オフショア開発に対して、日本の地方都市でのニアショア開発を推

進することにより、地方のソフトウェア業の成長を通じて地域活性化を実現す

ることである。また、地方のソフトウェア業がユーザー企業から直接案件を受

注し（元請け）、多重下請構造の問題の解消にも貢献することである。ニアシ

ョアが見直されるとともに、確実に会員も増加し、地方ソフトウェア業は

2015 年の登録企業 40 社、登録エンジニア数 6,300 名が、2020 年 7 月の時点

で、175 社、17,300 名にまで増加し、発注企業側も 1,200 社以上のユーザー企

業（コンタクト先として 2,500 名）が登録されている。コロナ禍までは、人材

不足が続いており、好景気から単価よりも調達優先という状況下、引き合いも

多く、これはユーザー企業側のリモート開発への理解の深まりによるものであ

るとのことであった。地方ソフトウェア業にとっては、地方の銀行等企業や自

治体の案件は減少傾向にあったそうであるが、より単価の高い首都圏の案件で

減少分を埋めることが可能となった。首都圏での常駐開発の場合は、人件費格

差に加えて、スペース費格差(1 席あたり、10-20 万円/月かかるとのこと)もあ

り、相応分を考慮すると、ニアショアの地方ソフトウェア業にとっては、首都

圏案件への対応は、地方の案件より単価が高く受注出来る。ニアショア機構の

役割は、単価の高い首都圏案件の受注により、地方ソフトウェア業のポートフ

ォリオを変更することにもある40。 

 このポートフォリオ変更の分析は、地方 IT 企業の成長と多重下請構造解消

に有効な手段を提供することになるため、引き続き研究を深め検証していく対

象と捉えている。 

 

（２）ユーザー企業のリモート変革支援 

 地方ソフトウェア業にとって、首都圏案件対応は魅力的である。登録企業の

中から選択されるには、どのような特徴を持つ必要があるかを検討する。小林

代表理事によると、①開発言語や業務等に特定の強みを持っていること、②リ

モート開発に長けていることの二点が挙げられると思うとのことであった。特

にコロナ禍にあたって、②が重要な点になると考えられる。同機構は、発注企

業のリモート活用について、次のように 3 段階で発展すると提唱している（図

3-14a）。第一段階は強制的にリモート開発を実施している段階、第二段階は

ツールを駆使して効率的な開発を実施している段階、第三段階は社員だけでな

くニアショア等外注を戦略的に活用し、更に首都圏のみに依存せず IT リソー
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スを複数地域に分散させる BCP（事業継続計画）41としても機能させている段

階としている。発注企業は、現時点では大部分が第一段階である。そのため、

地方ソフトウェア業は、図 3-14b に示すように、開発プロジェクトの種類に応

じて、各種ツールを利活用し、ユーザー企業の第一段階から第二、第三段階へ

の進化をサポートできる能力を強みにすることが重要となる42。 

 ユーザー企業にとって、ニアショア活用によりリモート化に対応した企業へ

の変革が達成できることは、ニアショア企業の大きな強みになると考えらえ

る。 

 

４．５．２ 地方中小ソフトウェア業の事例 

 ニアショア・ネットワーキングサービスを活用している中小ソフトウェア業

におけるニアショア開発事業をとりあげる。 

 

（１）イーストライズ株式会社の事業 

 イーストライズ株式会社は、2013 年に大手ソフトウェア業出身者により創

業された岩手県盛岡市に本社を置く従業員 150 名のソフトウェア企業である。

事業内容は、地元のソフトウェア開発、首都圏のニアショア開発および組込み

ソフトウェアであるエンベデッド開発等である。受託開発ソフトウェア業が、

組込みソフトウェア業まで事業を広げていることはユニークである。元々東北

地方には電機系等製造業が多く進出しており、リーマンショック以降撤退する

企業もあったものの、フリーランスとなり地元に残ったエンジニアが多くお

図 3-14a テレワーク活用の 3 段階 図 3-14b ツールの活用 

図 3-14 テレワーク、ツールの活用 

出所：日本ニアショア開発推進機構からの提供資料より 
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り、それらの人材を採用することで事業を拡大した。創業当時、地元岩手の自

治体や介護保険企業の案件を元請として担うことで企業としての基盤を構築し

た後、現在はその経験をベースに拠点を拡大している。その特徴は、優秀なエ

ンジニアが居れば、全国的に採用を心掛けている点であり、また U ターン、I

ターンで入社する社員も増加している。地元岩手の案件で蓄積した自治体や介

護保険業務等に関するノウハウやナレッジを強みに、①優秀なエンジニアの採

用と②採用するエンジニアの地元自治体や企業案件および首都圏ニアショア案

件で両立が見込める場合に、新規拠点として全国の各都市に進出しており、既

に仙台、福岡、大分、京都等へ進出している。本事例は、ニアショア・ネット

ワーキングサービスである日本ニアショア開発推進機構を活用することで、直

接ニアショアへの発注を希望している首都圏のユーザー企業へリーチし、元請

けとして仕事を受けている。現在、一時的にコロナ禍で需要は少し厳しい環境

にはあるが、トレンドとしてはニアショアが拡大していると感じており、日本

の IT エンジニアの底上げ、日本の地方活性化を目指しているとのことである

43。 

 

（２）エンジニアの現地採用による拠点展開 

同社は、本社所在地に拘らず優秀なエンジニアを全国で現地採用することに

特徴がある。これは、ニアショア事業が、本来的にリモートの性質を持つため

可能な拠点展開戦略であり、人材が主体の新しい形と考えられる。慢性的な

IT 人材不足の中、ライフスタイルを強制することなくエンジニアを確保する

一つの有効な手段となりうる。エンジニアにとっては、本社岩手案件で蓄積し

たナレッジを活用、横展開する地元自治体および企業の案件や、より単価の高

い首都圏ニアショア案件に選択的に参画できる点でも長期雇用が期待できる。

ユーザー企業にとっても担当エンジニアが、オフショアのように頻繁に替わる

リスクはストレスとなるため、長期担当が可能な点は大きなメリットとなる。

また、長期に担当することで、ユーザー企業の日々変化する業務状況やシステ

ム全体を理解した上での逆提案も可能となるだけでなく、リモートでは難しい

点でもある信頼関係の構築も期待できる。 

 

４．５．３ 大企業ニアショア事業の事例 

 I 社が新規事業として札幌拠点で立ち上げたニアショア事業の拡大は、大企

業子会社の新規事業においても、ニアショアの需要が増えている一例を示して

いると考えられる。 
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（１）I 社のニアショア事業 

I 社は、日本における大手外資系 IT 企業のデリバリー子会社で、案件規模は

比較的大きい。同社は北海道、北陸地域等の地元金融機関向けに IT サービス

を提供することで成長して来た。親会社はオフショア開発を 2000 年代から手

掛けているが、I 社はニアショア需要の高まりを受け、札幌拠点にて 2014 年

から中途採用者を数十名確保することで新規事業としてニアショア事業を立ち

上げた。翌年にはニアショア人材としての新卒採用も始め、2017 年度には採

用数は約 10 倍で新卒採用数が中途採用数を逆転するまでに事業を拡大してい

る。更に、地場のパートナー企業とも連携し、需要変動による要員不足を補っ

ているとのことである。また、親会社グループの研修受講等で教育・研修を体

系化し、計画的、段階的なスキル向上を図っている。同社が、ニアショア拠点

を新潟等その他の拠点の地域ではなく、札幌に選択した理由としては、各拠点

を比較する際に、①IT 人材市場の規模（IT 関連人口数・学生数、就労者の地

元志向性）、②町の魅力度、③相対的なサラリーから評価した。また、オフシ

ョアとの比較という点では、中国オフショアと比べて、同社ニアショアの特徴

として、弱みは①要員供給力、②リモート開発実績であるが、①金融領域の業

務スキルに加えて、②日本語で行間伝達が可能なコミュニケーション、③お客

様サイトとのスムーズな連携、④セキュリティ（お客様のセキュリティポリシ

ーへの対応、カントリーリスク）を強みとして拡大できた44。 

 

（２）逆提案力の強化 

 ニアショアの強みである“行間伝達が可能な”点について考える。平井（

2018）は、システム開発では、要件定義後に仕様変更を要求されるなど変更が

多くなる設計工程に問題の原因となることが多いと述べ、それ故、設計工程に

おいて問題を発見する能力、それを解決する能力に加え、設計改善の提案力、

設計変更による混乱の収集力等の能力が重要となると指摘している。即ち、ニ

アショアでは、業務スキルに加えて、日本文化で起こりがちな開発プロセスで

の問題点を意識してユーザーに逆提案できる能力を強化することが、更なる付

加価値となり顧客満足度を向上し、オフショアとの差別化に繋がると考えられ

る。 

 また、システム運用保守の場合、業務およびシステムへの影響、関連システ

ム全体を深く把握して対応する能力が必要となって来る。すなわち、決められ

た業務を確実にこなす、逆に言えば決められた（ドキュメントに書かれた）業

務以外はやらなくても良い文化であるオフショアよりも、行間を読む文化であ
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るニアショアに適していると考えらえる。開発後、サービス・インしたアプリ

ケーションをユーザーが日々業務に使用する中で、ユーザーからの問合せ対応

やリクエストに対するレポート等の作成、アプリケーションの改修、改善、障

害対応等を担当する運用保守業務でも、ユーザーと密にコミュニケーションを

取り、システムの利便性を高め、ユーザーの利用率向上や予防保全に繋がるよ

うな逆提案を実施する中で、ユーザーの顧客満足度を上げ、カスタマーエクス

ペリエンスを向上することが、次の開発プロジェクトの受注など長期的な取引

継続、売上最大化に繋がる強みになると考えられる。 

 

（３）立地戦略 

 I 社の立地戦略について考える。その際、立地条件と立地因子の把握が重要

になる。松原（2002）によると、立地条件とは、”ある場所の持つ性質あるい

は状態”のことで、市場、原材料、労働力やインフラの整備状況、自然環境な

どの多種の項目からなる。立地因子は立地を決定する際に”評価を構成する要

素”である。立地因子は経済的因子と非経済因子に分けられる。 

 I 社の場合、立地条件としては IT 人材の確保のため①IT 人材市場の規模を

、経済因子としては首都圏と比較した場合の③相対的なサラリーを、非経済因

子としては③町の魅力を評価したと考えられる。また、町の魅力や北海道大学

や室蘭工業大学等の北海道における理工系大学の存在や地元志向性という点は

、転職することなく長期間活躍してくれる IT 人材を確保するということに繋

がるものと考えられる。 

また、鈴木（2013）は、工場の立地を決めるウェーバーの立地論から、輸送費

用要員と生産費用要因（労働費用、集積の利益）の費用が最小となる所が最適

立地となると述べているが、ニアショアはリモートであるため輸送費は基本的

には考慮点にはならず、生産費用要因を検討することになると考えられる。I

社にとっては、パートナー企業との連携により要員不足を補う（この点は集積

の利益と考えられる）ことが出来る点、金融機関向け既存事業で蓄積した方法

論やスキル、ツール活用等ナレッジの横展開という点でも札幌を選択すること

が合理的となると考えられる。 

 

４．６ 分業構造における上流シフト 

 イーストライズ社、I 社の事例における分業構造を図 3-15 に示す。 

イーストライズ社の事例は、地方中小の独立系ソフトウェア業であり、首都

圏案件を元請として獲得するためには、自ら首都圏の案件を受注する必要があ
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る。この点を、日本ニアショア開発推進機構のようなニアショア・ネットワー

キングサービスを活用することで、首都圏案件を元請として獲得し、全ての開

発工程を自社で請け負っている事例となる。 

 一方、I 社は大手 IT 企業の子会社の事例であり、この場合営業機能および

デリバリーの全体をマネッジする PM は親会社の担当となる。I 社は、ニアシ

ョア事業立上げ当初は、コーディングと単体テスト工程を請け負っていた。そ

の後、教育研修制度の充実や行間伝達が可能なコミュニケーション等を強みと

して、現在では PM と要件定義は親会社であるが、基本設計以降の工程を請け

負うまでに業務範囲を広げた事例である。 

 なお、I 社とイーストライズ社の分業構造における担当範囲の違いは、親会

社の存在の有無に起因している。 

５．小結 

 

５．１ まとめ 

 コロナ禍により、半ば強制的にリモートワーク対応となり、そのメリット、

デメリットも理解されつつあるが、リモートに比較的適したソフトウェア開発

では、リモートへの抵抗が大きく和らいだことは、ニアショア開発の追い風に

なると考えられる。 

 

 オフショアに対して、ニアショアの可能性をまとめると以下が挙げられる。 

①首都圏よりは安価であり、オフショアと比較しても生産性、品質面を含めた

トータルコスト（ブリッジ SE も不要）が年々縮まる傾向にある。 

図 3-15 分業構造（イーストライズ社、I 社）の変化 

出所：筆者作成 

親会社 I社

首都圏ユーザー

企業へのリーチ
●

ニアショア・ネットワー

キングサービス利用
●

PM ● ● ●

要件定義 ● ● ● (●)

基本設計 ● ● ●

詳細設計 ● （●） （●） （●） ● ●

コーディング ● ● ● ● ●

単体テスト ● ● ● ● ●

結合テスト ● （●） （●） （●） ● ●

システムテスト ● ● （●） ●

I社事例
首都圏元請 首都圏下請

地方

ニアショア
オフショア イーストライズ社事例

リモートオンサイト リモートオンサイトリモート

従来の一般的な分業構造
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②行間を読んだ逆提案が可能であり、また顧客との共創などお客様サイトとの

スムーズな連携にも優位に働く。 

③言語、文化が同じで、業務の共通理解が容易なため品質担保が可能である。 

④離職率の高いオフショアと比較して、中長期でメンバーの変動が少ない。 

⑤地政学等含めリスクが低い。 

 また、日本経済にとって下記の点で効果があると考えられる。 

①地域の活性化と国内で経済を回すことから日本経済そのものに貢献する。 

②技術の国内保持となり、将来のライバルを育てることの防止となる。 

③セキュリティ、BCP に効果がある。 

④多重下請構造の解消が進む。 

 

５．２ インプリケーション 

 次に若干のインプリケーションを示したい。 

 地方中小の独立系ソフトウェア業のイーストライズ社の事例では、ニアショ

ア・ネットワーキングサービスを活用することで、首都圏案件を元請けとして

受注している。従来、地方ソフトウェア業の場合、首都圏のユーザー企業への

チャネルがないため、首都圏案件の場合は、首都圏大手ソフトウェア業の下請

けとして案件を受注することが一般的であった。しかしながら、日本ニアショ

ア開発推進機構のようなニアショア・ネットワーキングサービスを活用するこ

とで、地方の中小ソフトウェア業であっても、首都圏ユーザー企業に直接リー

チすることが可能となった。この場合、案件獲得のためには、同サービスを活

用する企業の中から自社が選択される必要がある。そのためには、地元地方案

件を元請として請け負う中で、技術等何らかの領域で自社の強みを確立するこ

とに加えて、効率的なリモート対応力を持ち、ユーザー企業のリモート変革を

支援できることが必要となる。 

 I 社事例では、大手 IT 企業の子会社の場合、親会社との関係上、PM や要件

定義は親会社の対応となるものの基本設計以降の広い範囲まで請け負う領域を

拡大している。大手 IT 企業子会社は、親会社からオフショアではなくニアシ

ョアである自社が選択される必要がある。そのためには、営業およびデリバリ

ー全体をマネッジする PM 領域以外の開発工程における業務範囲のほとんどの

領域を請け負えるスキルに加えて、オフショアと比較した際の強み（I 社事例

では、行間の伝達が可能なコミュニケーションからの逆提案力）などが必要と

なる。 
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 このように、ニアショアへの回帰によって、地方中小ソフトウェア業の場合

は、元請として案件を担う事例が見られ、また大手 IT 企業の子会社の場合

は、より上流工程へ請け負う範囲の拡大が見られる。これらは、多重下請構造

がより解消される方向へ分業構造が変化していることを示しているものと考え

られる。 

 コロナ禍により、半ば強制的にリモートワーク対応となった。このことは、

ニューノーマルの時代には、リモートワークに対するユーザー企業のハードル

が下がり、首都圏におけるオンサイトではなく、より地方のニアショアを活用

する可能性が高くなると考えられる。 

 ただし、オフショアについて、高橋（2017）は、中国は、ベトナムに比べて

価格で劣るが、品質や仕事の進め方などのそれを上回る優位性を持っており、

日本側の手直しを含めた開発にかかるコストを考慮した場合や、仕事の進めや

すさという観点から、中国が依然として選ばれることも多く、よって中国の賃

金が上昇し続けても、日本からのオフショア開発が中国に大きく依存する状況

は当面続くと思われると指摘している。また、税所（2019）は、オフショア開

発のメリットとニアショア開発のメリットを組み合わせたベストショア開発を

提案する外資系の情報システム開発会社も見られると述べている。 

 これらを考慮すると、今後はニアショアが見直される中で、案件の種類によ

って、オフショアも引き続き選択肢として検討されると考えられる。例えば、

案件の規模が、小規模の場合や、品質、短納期が重視される場合にはニアショ

アが、コスト重視の場合はベトナムや他のオフショアが、多くの人数を集める

必要のある大規模案件の場合や COBOL のような特定の領域で人材が必要な場合

は中国オフショアまたはベストショアとしてのオフショアとニアショアの組合

せが検討されるといった棲み分けがなされると考えられる。 
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第４章 IT 人材の働き方改革と地域活性化 

 

１．はじめに 

 

 2020 年は、コロナ禍によりテレワークが一気に進んだ年となった。 

 テレワークは、1990 年代から日本でも話題になりはじめたものの、なかな

か進展しなかった（市川,2020）。2011 年の東日本大震災によって事業継続計

画（BCP）として一時的に利用率が向上したが、数年経過する中で徐々に低下

し、その後 2015 年に政府が少子高齢化による労働力不足に対して、”一億総

活躍社会”、“働き方改革”を政策の柱に掲げて、テレワークの普及事業を

大々的に開始したことで、再び利用率が上昇しつつある状況であった（田宮, 

2000）。それが、今回のコロナ禍で大きく進展することになった。 

 これまで、働き方改革、ワークライフバランスや地方創生・地域活性化など

で、サテライトオフィスやワーケーションが徐々に注目を集めていたが、これ

らのテレワークは、”何に役立つのか”から”必要不可欠なもの”となり、緊

急事態宣言下においては、BCP のための必須な対応となったのである。 

 ソフトウェア業などの IT 企業は、第 3 章で述べたニアショア、オフショア

も含め、リモートワークには適合性が高い業界であり、働き方も多様な対応が

取りやすい。 

 本章では、人材確保（採用）面での新しい動きにも注目して、地域活性化の

観点から考察を加える。 

 

２．多様なテレワークを活用した働き方 

 

２．１ 従来の取組み 

 日本テレワーク協会では、テレワークを「”tele:離れたところ”と”

work：働く”を組み合わせた造語であり、ICT を活用した、時間や場所にとら

われない柔軟な働き方」（田宮 2020）としている。総務省（2017）は、同様

の定義に加えて、実施形態に応じて、”在宅勤務”、“モバイルワーク”、 

“サテライトオフィス勤務（施設利用型勤務）”に分類されるとしている。 
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また、田宮（2020）は、テレワーク導入の効果として以下の 6 点を挙げてい

る。 

①女性や高齢者などの多様な人材の労働市場への参入を進め、労働力不足を補

う力になること 

②経営者の視点からは、長時間労働の是正、生産性の向上が期待されること 

③BCP（事業継続計画対策）としても有効であること 

④従業員の視点からは、ワークライフバランスの向上となること 

⑤また兼業・副業の実現も可能となること 

 これらは、経営者と従業員からの視点であるが、ここに地方創生、地域活性

化という点を加えた取り組みとして、これまで徳島県神山町のサテライトオフ

ィスや和歌山県、和歌山県白浜町のサテライトオフィス、ワーケーションが注

目されて来た。サテライトオフィスは、総務省（2017）では、（オフィスの管

理主体や活用形態を問わず）都市部の企業等が本拠から離れたところに設置す

る遠隔勤務のためのオフィスの総称のことと定義している。ワーケーション

は、Work（仕事）と Vacation（休暇）の造語であり、リゾート地などの旅行

先で休暇を楽しみながらテレワークするもの（佐久間 2020）で、可児

（2020）は、「事業場、自宅や自宅に準ずる場所、都市部のサテライトオフィ

ス以外の場所でのリモートワーク」としている。一方、三菱地所はワーケーシ

ョンを「Work の質を高め、様々な ation を生み出す働き方」と定義し45、イノ

ベーションを起こすための新しいワークスタイルとして提案している。 

 

２．１．１ 神山町の取組み 

 徳島県神山町のサテライトオフィスは、NPO 法人グリーンバレーの存在と

2008 年に始まった空き家再生、2010 年の名刺管理サービス大手の Sansan

（株）の進出、（株）プラットイーズが 2013 年に古民家をリノベーションし

たガラス張りの”えんがわオフィス”を開設したことなどで注目を集めるよう

になった。これらによって、現在は IT 企業の集積とそれらを支えるサービス

業（カフェ、ビストロなど）も開店し、山間部の町に賑わいをもたらしてい

る。ここでのサテライトオフィスは、①神山町での雇用創出、②東京と神山町

のどちらに居住しても、同じ給与体系、評価を受けることから、住居の選択の

自由があること（働き方の選択肢の創造）、また③東京の社員も短期出張する

ことも日常として見られることが特徴である。神山町のサテライトオフィス

は、グリーンバレーによると“地方創生×働き方改革”に先鞭をつけたモデル
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であり、新しい働き方、企業のサテライトオフィスのあり方、ソーシャルワー

クなどを考えるモデルになった（梅村 2020）。 

 

２．１．２ 和歌山県の取組み 

 和歌山県は、全国に先駆けて 2017 年から”ワーケーション”という言葉を

使って、それに取り組む意義をアピールしている（中川内 2019）。また、和

歌山県、和歌山県白浜町のサテライトオフィス、ワーケーションは、令和元年

版情報通信白書（p206-209）において、「デジタル経済の特質－従来の枠組み

や時間・空間を超え新たな組合せと価値を創造する－を活かそうとする萌芽的

事例であるとともに、企業・個人にとっての”働き方改革”や地域の持続的成

長にも貢献しうる取組の例と考えられる」と紹介されている。同白書による

と、2015 年に白浜町 IT ビジネスオフィスに、株式会社セールスフォース・ド

ットコムが、2016 年に NEC ソリューションイノベータ株式会社が入居したこ

とがきっかけとなった。サテライトオフィスへの進出企業は、単に事業活動を

行うだけでなく、地域と積極的に関係を深め、地域への貢献活動を行っている

点に特徴があると述べられている。このことによって、サテライトオフィスで

勤務する者は、必ずしも定住するわけではないが、観光客や出張者と比較する

と地域とのつながりが深く、地域活性化への貢献が大きいと述べている。この

ような人々を”関係人口”と呼んでおり、サテライトオフィスは、長期的な”

定住人口”と短期的な”交流人口”の間にある”関係人口”を創出すること

で、イノベーションの着火点となることが期待されていると述べられている。

また、企業、個人、地域にとってのメリットは下記として述べられている。 

①企業：社会的貢献、従業員がリフレッシュすることでの業務のアウトプット 

 が向上する可能性、地域との交流によって生まれる新たなつながりや地域資 

 源を活用した”ローカル・イノベーション”の創出可能性 

②個人：ワークライフバランスの改善 

③地域（行政含む）：都市部の技術や人脈の地域への還元や”関係人口”増加 

 の可能性 

 

２．２ コロナ禍で注目を集めるワーケーション 

 コロナ禍により落ち込んだ観光需要回復としての新しい旅行のスタイルと働

き方の新しいスタイルとしてワーケーションを支援することを政府は、2020

年 7 月の観光戦略実行推進会議で宣言した46。また、官公庁は、2020 年 11 月

から、ワーケーションの実証事業を実施47するとしており、東京都では多摩地
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域で 11 月 20 日から既に東京都ワーケーション普及促進等モデル実証事業を開

始48している。 

 田中（2020）は、ワーケーションが注目を集める背景を下記の 4 点にまとめ

ている。 

１．企業が労働者の休暇取得に対して積極的に取り組まざるを得なくなったた 

 め（”ニッポン一億総活躍プラン”の実現に向け、長時間労働の是正が重 

 視され、10 日/年以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、5 日/年 

 の有給取得が使用者に義務付けされたことも影響している）。 

２．多様で柔軟な働き方の確保が労使ともに非常に大きな課題となっているた 

 め（ワークライフバランスの重視など働く価値観が変化しており、人材不 

 足、離職率が高まる中、人材戦略上重要さが増している）。 

３．ワーケーションを行うための環境として重要なテレワークの普及・浸透が 

 コロナ禍の前からある程度進んで来ていたため（テレワークは「ワークライ 

 フバランスの実現、人口減少時代における労働力人口の確保、地域の活性化 

 などへ寄与する働き方改革実現の切り札」とも言われ（総務省 2017）、コ 

 ロナ禍前の調査で、300 人以上の規模の企業では、テレワーク導入率が 

 31.7％に達していた）。 

４．地域における関係人口の創出・拡大に対する期待感が大きいため（地域へ 

 の思いと定住志向性が強まり、将来の 2 地域居住や移住を視野に入れた関係 

 人口増、地域活性化へ繋がる）。 

 これに加えて、2019 年 11 月に、和歌山県、長野県が発起人となり、ワーケ

ーション自治体協議会（ワーケーション・アライアンス・ジャパン（WAJ））

が設立され、2021 年 1 月 6 日時点で、会員自治体が 158（1 道 17 県 140 市町

村）にまで拡大49していることも背景にあると考えられる。 

 このワーケーションは、在宅勤務、郊外や地方等に設置されたサテライトオ

フィス以外の場所での勤務としてとらえることが出来、休暇中に仕事をするだ

けでなく、出張時に業務の前後に観光や帰省などの私的行為を組み合わせたビ

ジネスとレジャーの造語であるブリ―ジャーや、チームでの新しいアイデア創

出やチームビルディングなどを目的としたオフサイトミーティングなども含め 

いくつかのパターンが考えらえる。図 4-1 と図 4-2 に、田中（2020）および佐

久間（2020）が定義したワーケーションの類型をそれぞれ示す。 
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 最近では、従来からのカフェやコワーキングスペースでのテレワークだけで

なく、スーパー銭湯などの施設も温泉と仕事を組み合わせた働き方を提案して

おり50、多種多様な仕事と適度なリフレッシュの組合せの新しい働き方の形が

見られるようになって来ている。ただし、もちろんセキュリティに十分注意す

ることは必須である。 

 

２．３ ワーケーションの導入効果 

ワーケーションには、①ワーケーション制度を導入する企業、②働き手とな

り制度を利用する従業員、③利用者を受け入れる地域と行政、④ワーケーショ

ンに関連した関連事業者の 4 つがステークホルダーとして考えられるが、田中

（2020）は、図 4-3 のようにこれらを整理している。また、③地域と行政およ 

図 4-1 日本型ワーケーションのスタイルと詳細 

出所：田中 b（2020）より 

分類形態 スタイル 概要 勤務の取り扱い、必要な環境等

Ⅰ.休暇活用型
JALで導入されているワーケーション制度の
ように、休暇中の特定の日に限って仕事をす
る。有給休暇の取得促進などに効果。

年次有給休暇等（業務を行って
いる時間は勤務扱い）＋テレ
ワーク環境

Ⅱ.日常埋込型

WAA（いつでも、どこでも自由に働くことが
できる働き方）的なワーケーション。長期間
の日常とは異なる地域への滞在や2拠点居住
なども可能となる。また地域コミュニティへ
の参加も容易になり、地方での複業/副業や
逆参勤交代的な働き方への可能性も広がるな
ど、自由度が高い。

勤務と休暇・就労時間外との混
合（時間単位年休・フレックス
タイム制）＋テレワーク環境。
就業時間外期間は有給

ブリ―
ジャー
（Bleisure
）

Ⅲ.出張（非日常Work）
＋遊び型
（仕事としての出張に遊
びを加える）

business（仕事）とleisure（余暇）を合体
させた造語で、普段の出張に余暇をプラス
し、出張業務にプラスして、前後にバケー
ションや地域との交流等を可能にするもの。
利用者は移動費用、時間をセーブでき非日常
を過ごすことができる。

業務出張（勤務・有給）＋休暇
（無給）

オフサイト
ミーティン
グ

Ⅳ.企業内グループ型
業務（会議・研修）
　x非日常

ツーリズム用語の「MICE」の「M」に相当す
る、部署単位などで従来の研修施行的に行わ
れるもの。チームビルディングや新規アイ
ディア創出などに活用される。

勤務（有給）
会議・研修前後の休暇や滞在期
間中の休日のBleisureとしての
遊び（無給）は可能

ワーケー
ション

大分類 小分類 具体例

休暇活用型 休暇中に一定の業務遂行を伴う旅行

休暇日活用型
働きながら旅行する新しい働き方・

旅行のスタイル

集中型
文豪型逗留、ビルゲイツ型Think Week

開発合宿

交流型

オフサイトミーティング、チームビルディング

研修、ブリージャー（出張＋休暇）

地域住民との交流、ボランティアなどのCSR活動

文化体験などのアクティビティ

仕事目的型

旅行目的型

図 4-2 日本型ワーケーションの類型 

出所：佐久間（2020）より 
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び④関連事業者の期待が高く、①企業および②従業員と温度差があることを指

摘している。①企業では、2020 年 8 月に（株）日本旅行が行ったテレワーク

導入企業 323 名の経営者へのアンケートから、ワーケーションに非常に興味が

ある、少し興味があるとの回答は、それぞれ 20.4％、30.0％と半数以上の経

営者が制度導入に興味を持っているが、実際に導入している企業は 2％に留ま

っている。これは、前向きではあるものの、労務管理に懸念を持ち、導入に二

の足を踏んでいると指摘している。また、②従業員も、オンオフの切り替えや

結局は仕事になることへの課題感を持つものも存在することを指摘している。 

 

 一方、JAL、JTB、NTT データ経営研究所などのワーケーションの効果検証実

験結果51によると、ワーケーションが以下のような生産性・心身の健康にポジ

ティブな効果があることが報告されている。 

（1）ワーケーションを経験することで、仕事とプライベートの切り分けが促 

 進される 

（2）情動的な組織コミットメント（所属意識）を向上させる 

（3）実施中に仕事のパフォーマンスが参加前と比べて 20%程度上がるだけで 

 なく、終了後も 5 日間は効果が持続する 

（4）心身のストレス反応の低減（参加前と比べて 37%程度）と持続に効果が 

 ある 

（5）活動量（運動量）の増加に効果がある（歩数が参加前と比べて 2 倍程度 

 増加） 

 これは、沖縄のカヌチャイリゾートを利用し、研究参加企業の所属メンバー

男女 18 名により、2020 年 6 月 19 日～25 日（プレワーケーション期間）、6

図 4-3 ワーケーションの４つのステークホルダーと期待 

出所：田中（2020）より 
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月 6 日～28 日（ワーケーション期間）、6 月 29 日～7 月 3 日（ポストワーケ

ーション期間）としてワーケーションの効果を調査したものである。 

 また、梅村（2020）も、神山町でのサテライトオフィスにおいて、在宅勤務

では 3 割程度効率が落ちるが、サテライトオフィスの場合は、東京オフィスと

生産性に変化はなく、むしろ気分が変わることで効率向上にも効果があると述

べている。 

 このように、ワーケーションやサテライトオフィスのようなリフレッシュし

た中で業務を遂行することで効果があることが分かる。コロナ禍においては、

密を避ける点でも、マイクロツーリズムや 2 拠点居住も含め、地方でのワーケ

ーションやサテライトオフィスは特に有効な働き方に繋がる施策になると考え

られる。本章では、新しい採用、働き方の事例から更に検討を加える。 

 

３．新しい採用からの働き方事例 

 

３．１ イーストライズ社事例 

 第３章で述べたように、ニアショアでは、リモートが前提となるため、採用

に関しては、ニアショアと地方ビジネスとがバランスが取れる場合、良い人が

居れば場所に拘らず採用し、むしろ、その場所を新たな拠点として拡大を目指

すような、非常にフレキシブルな考え方を持っている。採用は、自治体の UIJ

ターンの支援とも連携して実施しているとのことである。このような動きが広

がると、エンジニアにとっては、IT 企業のオフィスがある場所への引っ越し

は不要で、まさに自身の住みたい街で興味ある仕事ができ、企業にとっては、

拠点のある地元のみならず、違った形で他地域へ貢献することが可能になると

考えられる。 

 

３．２ Shift 社事例 

 第２章でとりあげた Shift 社は、昨年のコロナ禍において迅速に種々の施策

を打ち出した。例えば、コロナ感染が本格化しだした 2020 年 4 月に、顧客先

での常駐作業により在宅勤務が困難な社員への危険手当の支給52や、全国を対

象とした在宅専用人材の採用の募集53などであり、走りながらこれらの施策を

対応しているとのことであった。この全国どこでも採用施策によって、優秀な

フルスタックエンジニア54が採用できたとのことであった55。本事例も、イー

ストライズ社事例のように、エンジニアにとって、自身の住みたい街で興味あ

る仕事に就くことが可能となる。 
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３．３ OSINTech 社事例 

 更に、新しい働き方として、OSINTech の事例を取り上げる。 

株式会社 OSINTech（https://www.osintech.net/）は、Rule Watcher という

AI によるルールエンジンを活用し、議事録、プレスリリース、マスメディア

による報道などの公開情報を集積・解析し、海外の法律や制度構築の兆しとな

る情報を提供するサービスを展開している企業である。そのため、受託開発ソ

フトウェア業ではなく、情報提供サービス業の位置づけになる企業であるが、

IT 企業の働き方として、一つの方向性を示していると考えられる。 

 小田社長によると、目指す姿はティール組織56であり、理念の基に集まった

メンバーが力を発揮する形態を志向しているそうである57。理念に賛同したメ

ンバーの構成であるため、現メンバー8 名（2020 年 6 月 10 日時点）は、起業

家や個人事業主/フリーランス等複業（パラレルワーク）を生業としており、

それぞれと契約するという形態を取り入れている。各メンバーの自主性を尊重

し、他の仕事とのバランスを考慮して働く時間、場所、休みの取得も個人の裁

量により決定し、働いた時間をチャージするユニークな働き方を取り入れてい

る。全てリモートワークのため、メンバー8 名は、関西、関東、シンガポール

と住む場所（仕事をする場所）も多様で、社長も直接会ったことがないメンバ

ーも所属しているとのことである。IT 業界は、個人事業主やフリーランスも

多く、リモートワークに適した業界である。特にエンジニアの場合は、チャッ

トツール等を利活用し効率的に作業可能な側面もあり、今後のニューノーマル

の世界では、場所に拘らない働き方が進むと考えられる。このイメ―ジを図示

したものが図 4-4 である。例えば、メンバーA は、OSHINTech 社以外の他社の

業務も複業または副業として請け負い、シビックテック活動やボランティア活

動にも参加することで、マルチワークとして多様に活動するような働き方であ

る。 
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４．考察 

 富士通が、2020 年 7 月 6 日に、Work Life Shift という概念を発表した58。 

リモートワークの活用により、従業員が働く場所をそれぞれの業務目的に最も

適した形で自由に選択可能とし、コアタイムのないスーパーフレックス制の製

造拠点や顧客先常駐者などを除いて約 8 万人の国内グループ全従業員への適用

導入、オフィス全席のフリーアドレス化、ジョブ型人事制度などにより、2022

年度末までに、オフィスの規模を現状の 50％程度に最適化するというもので

ある。また、これによりテレワークと出張によって業務に対応できる単身赴任

者を自宅勤務に切り替え、介護や配偶者の転勤などの個人的な事情によって転

居を余儀なくされたりする場合でもテレワークや出張を活用して遠隔地から勤

務できる制度なども整備する。 

 この施策は、従業員が 8 人と 8 万人の違いはあるが、富士通が OSHINTech 社

のティール組織的な働き方に近づいて行く施策であると考えらえる。もちろ

ん、両社のビジネスモデルは異なるため一概に比較することは難しい。富士通

は、顧客の課題やあるべき姿に対して、コンサルティング/ソリューション営

業によって案件を受注し、顧客と要件を詰め、擦り合わせながら業務を進めて

いくシステムインテグレーションやソフトウェア業が主力事業であり、この場

合は、顧客の都合、要望に合わせて柔軟に対応することが必要になるビジネス

モデルである。一方、OSHINTech は、情報提供サービス業のソリューション提

供型で、顧客の都合に合わせることが少ないビジネスモデルとなる。 

図 4-4 OSHINTech 社の各メンバーの業務イメージ 

出所：筆者作成 
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 次に、富士通が考えるリアルなオフィスにある程度必要となる機能を図 4-5

に示す。これより、高セキュリティの特殊な例を除いて、顧客との共創、ブレ

インストーミング、他部門間連携、チームビルディング、OJT、研究・開発な

どクリエイティブとチームでの協業が求められる業務になることが分かる。

OSHINTech 社も規模が大きくなり、顧客との共創やチームでの協業がより求め

られるようになる場合や、また、現在は中途としてプロフェッショナル同士の

協業であるが、特に今後新卒採用により育成が必要になる場合は、ある程度の

対面での社員同士の協業が必要になることも考えられる。 

 

 また、株式会社クロスマーケティングが、全国 47 都道府県に在住する 20 歳

～69 歳の就業者（指定職業・職種を除く）4342 人を対象に”ワーケーション

に関する調査”を 2020 年 8 月 24 日、25 日に実施した結果59を次に示す（図 4-

6）。テレワーク、ワーケーションの認知状況（過去の実施経験＋現在実施）

でそれぞれ、94.8％、72.4%、導入状況（導入中＋導入予定）でそれぞれ、

35.8%、10.2%であった。ここから、ワーケーションについては、認知はされて

いるが、まだ導入はこれからの状況にあると言える。しかしながら、導入中＋

導入予定に検討中を加えると、14.1%となる。 

 

 

 

図 4-5 富士通が考える「これからもリアルのオフィスに、ある程度必要

になる機能」（資料：富士通） 

出所：https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01344/101600033/ 

（2020 年 10 月 18 日アクセス） 



105 

 

 

 

 次に、キャズム理論60を図 4-7 に示す。ワーケーションの普及は、導入中、

導入予定、検討中の合計で 14.1%であることを考えると、本調査は、幅広い業

種が対象であり、ワーケーションやリモートワークに親和性の高い IT サービ

ス業の場合は、より普及率が高いと考えられる。キャズムはハイテク市場にお

けるマーケティング理論であるが、ハイテク市場と比較的近い IT サービス産

業での働き方であるため、同じような割合にキャズムの深い溝があると仮定す

ると、キャズムの深い溝（15.0%）まで近づいていることが分かる。キャズム

図 4-7 キャズム理論 

出所：ITmedia エンタープライズ 情報システム用語辞典

https://www.itmedia.co.jp/im/articles/0706/01/news142.html 

2020 年 10 月 18 日アクセス 

図 4-6 テレワーク、ワーケーションの浸透度調査結果 

出所：株式会社クロスマーケティングによる調査結果 

https://www.cross-m.co.jp/report/workstyle/20200904workation/ 

(2020 年 12 月 30 日アクセス) 
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の深い溝を超えるには、初期市場の新規性からメインストリーム市場への安心

感、安定感への訴求が重要と言われる。①富士通のような業界最大手がワーケ

ーションも含めた最大限のリモートワークの活用を打ち出したこと、②コロナ

禍により半ば強制的にでもリモートに対応するためのインフラが整えられたこ

と、③国による政策としての後押しもあり、特に IT サービス業、IT に関連す

る業務については、キャズムを超える状況になりつつあると言えるとも考えら

れるのではないだろうか。 

更に、図 4-8 にニューズウィーク日本版から 2016 年～2020 年の 10 月におけ

る 47 都道府県の転入超過数を示すが、これまで転入が多かった東京が、2020

年に大幅な転出に陥っていることも、移住を決断した人が多いことを示してお

り、この人々の意識の変化も、キャズムを超えるための 1 つの要素に挙げられ

るであろう。 

 以上から、今後は、スキルを身に着けたプロフェッショナルな IT 人材は、

自身の住みたい街で興味ある仕事に就く可能性が、ますます大きくなってくる

と考えられる。 

 

図 4-8 10 月の 47 都道府県の転入超過数 

出所：ニューズウィーク日本版 web「コロナ禍で加速する地方移住」,2020 年 12 月 2 日 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/12/post-95110_3.php 

2020 年 10 月 18 日アクセス 
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５．小結 

 今後の新しい働き方は、図 4-9 のようなイメージと考えられる。つまり、リ

モートワークを最大限活用するようになり、在宅勤務、最寄り駅、ターミナル

駅等でのカフェ、コワーキングスペース、郊外サテライトオフィス等でのリモ

ーワークや郊外サテライトオフィスでのチームとの協業、本社オフィスでのリ

アル業務、近場のマイクロツーリズムとしてのワーケーション、地方における

地方のサテライトオフィスでのチームでの協業や地方でのワーケーション、場

合によっては、どこか好きな地域での二拠点居住や移住という選択も可能とな

る。 

 このような時代においては、好きな街、好きな地方で興味ある仕事をするこ

とは、個人の働き方としても、今後の新しい可能性を秘めた事例となると考え

られる。政府が、ワーケーションを推奨しており、リモートワークがニューノ

ーマルとして当たり前になると、オフィスという概念が小さくなる。そうなる

と、イーストライズ社や Shift 社の事例で示したように、企業は、良い人が居

れば、自社の拠点が存在する場所に制限されず、柔軟に採用することが可能に

なり、個人からすると、住みたい街に住むことが可能となる。このようになる

と、自治体の施策も、工場誘致や、産業集積を図る、ワーケーション用の施設

を充実させる等いわゆる従来型のハコモノ主体、ハード先行型の施策ではな

く、住むための魅力に溢れた街づくり、ハードに加えて、ソフトを重視した施

策にシフトして行くものと考えられる。 

図 4-9 これからのリモートワークを活用した働き方のイメージ 

出所：筆者作成 
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 一方で、リレーションを深めたり、ディスカッションを実施したり、研修等

も含めリアルでお互いが会うことも重要なため、工夫によってできるだけリモ

ートワークを活用しつつ、リアルな対応が適している業務についてはリアルで

実施するような、リアルとリモートの融合が重視されるのはもちろんである。 

 人生 100 年時代として、20-70 歳まで 50 年も仕事をするようになるこれか

らの時代は、何社かで仕事をすることが当たり前となると考えられる。今後は

雇用はより、流動化すると考えられるし、また東京商工リサーチの 2017 年の

倒産企業の平均寿命は 23.5 歳61であり、50 年も同じ会社に勤務しようとして

も、より変化の速い時代においては、そもそも会社の存続からして、難しい時

代になると考えらえる。また、AI による既存の業務の代替も考えられ、個人

も企業も、時代の変化に柔軟に対応/追随可能なレジリエンス性が重視され

る。すなわち、個人では新しい技術に直ちにキャッチアップしスキルを柔軟に

高められる人材、企業であれば柔軟にビジネスモデルを変化させられる企業が

生き残って行くと考えられる。そのような時代こそ、人材が財産であり、その

ような人材を雇用するためには、新しい働き方を提示することが、非常に重要

な強みとなるものと考えられる。 
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第５章 IT 人材の創造的活用と 

市民活動（シビックテック） 

 

 

１．はじめに 

 

 近年、AI、クラウド、4G/5G 等 ICT 技術が急速に発展する中、これまで十分

にこれらのテクノロジが活用されていない分野にテクノロジを活用する X-

Tech(クロステック)が注目されている。また、X-Tech 等によって全体最適化

された社会のことを政府は Society5.0 と呼んでいる（図 5-1）。令和元年版

同白書（位置 No.11）では、Society5.0 が真価を発揮するためには、あらゆる

産業は「ICT を事業のコアと位置づけ、ICT と一体化することでビジネスモデ

ル自体を変革する”デジタル・トランスフォーメーション（DX）”が必要」

で、Society5.0 を実現することで、単なる経済発展にとどまらず、SDGs への

貢献等社会的課題解決の実現も可能になると述べられている。X-Tech の一つ

に、シビックテック（市民(Civic)とテクノロジ(Technology)の造語）があ

り、市民がテクノロジを活用して自ら地域課題を解決する活動のことを指す。

このシビックテックは、日本では、2011 年の東日本大震災以降全国に広がっ

てきている。本稿では、代表的なシビックテック・コミュニティのひとつであ

る Code for Japan/Brigade の活動を対象として、文献研究とインタビューを

通して、シビックテック活動を通じた地域活性化について検討を加えることを

目的とする。 

 2020 年の 2 月、3 月頃からの COVID-19 によって、日本のデジタル化の遅れが

浮き彫りとなった。新型コロナ対策での IT 活用を担う”テックチーム”事務局

長の内閣府副大臣は”日本のデジタルガバメントは 10 年遅れている”と指摘し

ている62。これを受けて、デジタル庁が 2021 年に設立される見込みとなった63。

特に、X-Tech(クロステック)の中で、電子政府などのガバメントテックのみな

らず、オンライン授業などのエドテック、遠隔医療等のヘルステック等、多く

の分野でまだまだテクノロジが活用されていないことが認識された格好になっ

た。 
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２ 先行研究 

 

２．１ シビックテックとは 

 シビックテックは、欧米を中心に 2010 年以降広がりを見せ、日本でも近年

多くのシビックテック・コミュニティが活動を開始している。特に、東京都が

素早く公開した新型コロナ感染症対策サイトについて、Code for Japan によ

るシステム構築が注目を集めている64。しかし、その歴史は浅いため、まだ定

義は確立されていない。先行研究では、例えば、松崎（2017,位置 No.598）は

「IT 関連の技術と知見を有し、自らの意思で市民とコミュニケーションおよ

出所：内閣府 Society 5.0「科学技術イノベーションが拓く新たな社会」 

https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html（20191215 アクセス） 

図 5-1 Society 5.0 のイメージ 
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びネットワーキングしながら公益となる解決方法を模索し、共創する人々」、

野村(2017)は「市民や企業家等が技術（主に IT）を活用して、行政や地域社

会が抱える課題を解決しようとする取り組み、あるいは考え」、稲継編

(2018,pⅱ)は「市民主体で自らの望む社会を創りあげるための活動とそのため

のテクノロジのこと」、関（2018）は「地域コミュニティがテクノロジーを活

用して、行政とも連携しながら課題解決をしていく活動」、福島(2019)は「社

会や地域の課題を ICT 等のテクノロジで解決していこうという活動そのものと

その技術」、榎並（2018）は「市民が IT を活用して公共のために活動する動

き」、米国のナイト財団は「Government Data、Collaborative Consumption、

Crowd Funding、Social Networks、Community Organizing の集合」65とそれぞ

れ定義している。表現は違えども、市民、コミュニティが地域課題（地域や行

政が抱える課題）に対して技術（主に IT 技術）を活用して、自ら主体的に解

決する取り組みのことを示していると定義できると考えらえる。 

 

２．２ 先行研究 

 シビックテックはまだ 10 年未満と歴史の浅い概念であるが、日本でも事例

紹介を中心に研究が蓄積されつつある。それらの中で、一定の視点から分析を

行った先行研究としては、シビックテック・コミュニティの効果的な活動に注

目した研究や日本のシビックテックの課題について考察を加えた研究があげら

れる。 

 前者は、大西、小林、橋本（2019）の研究があげられる。大西達は、技術者

と非技術者の協働が地域課題を解決する上で重要であり、非技術者の比率が高

い組織が成果物の数が多いこと等から、「非技術者人材が活躍できる環境づく

り、解決すべき課題を持つ外部団体との協力関係の構築、コミュニティ内で活

躍する人材を称賛する風土づくりといった取り組みが重要であること」を指摘

している。 

 一方後者では、野村（2017）と榎並（2018）の研究があげられる。野村は、

米国を参考に、日本へシビックテック活動を取り入れる際に取り組むべき課題

として、①オープンデータ66の拡充、②オープン・イノベーションの推進、③

市民の巻き込みと人材の流動化の 3 点を指摘している。榎並（2018）は、日本

における市民と行政の関係がシビックテックによってどのように変容するかに

着目し、シビックテック活動の持続可能性の課題は①IT 人材不足と②資金の

確保であり、これらの対応として後述する Code for と CoderDojo との連携を

提案している。また、日米では労働市場や活動資金、ボランティアや民主主義
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に対するメンタリティ等の面で大きく事情が異なるため、米国を参考に日本に

導入施策を検討するのは難しく、日本的な有り方を検討する必要があると指摘

している。 

 

３ シビックテックの歴史 

 

３．１ 米国におけるシビックテックの取組み：Code for America 

 シビックテックという言葉は、榎並(2018)によると、2012 年から米国で使

われ始め、2014 年頃から日米において普及し始め、同様に 2014 年頃からシビ

ックテックに関係があるとされるオープンデータ、ハッカソン67も普及し始め

たと述べられている。 

 このきっかけは、2009 年に発足したオバマ政権の”オープンガバメント”

イニシアティブおよびデータの公開・共有の推進である（野村 2017）。オバマ

大統領は就任初日に、”透明性”、”参加”、”協働”の三原則を示した（宇野 

2017）。奥村(2017a)によると、これは行政自身の変革のためで、「透明に関し

ては米国の情報公開法の運用の改善とともにオープンデータの開始につなが

り」、「参加については行政側で考える政策提案以外にも積極的に市民の意見を

聞いていこうという考えであり」、「協働は実際に政策を実行する場合に、行政

だけでやるのではなく、市民の力を巻き込んで政策の実行の一端を担ってもら

おう」というものであった。この公的分野における IT の活用は、ガバメント 

テック68と呼ばれ、シビックテックと共に注目を集めるようになっている。 

 2013 年の大統領令や 2014 年のデータ法のようなオープンデータの公開を義

務付ける法整備等の連邦政府の取り組みと並行して、各州、各都市でも、先進

的な取り組みで知られるサンフランシスコ、シカゴ、ボストン等では、市レベ

ルで IT 政策の責任者である CIO(Chief Information Officer)、CTO(Chief 

Technology Officer)、CDO(Chief Data Office)といった役職を設置し、オー

プンデータを活用したビジネス創出に取り組んでいる。加えて、このような政

府の動きとは別に、シビックテック・コミュニティが登場し、特に代表的な

Code for America が“21 世紀における政府は、市民のために働き、市民によ

って運営されるべき”との理念の基、IT の専門家によりサンフランシスコで

設立された。Code for America は、デジタル・IT を中心に社会に貢献するこ

とを目指し、①デジタルスキルに秀でていること、②市民のニーズを中心に考

え、政策とその実装を整合性のとれたものにすること、③市民が行政に関与

し、参加するためのプラットフォームとなることの三つの原則を掲げて活動し
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ている。その主な活動は、①地域課題解決のためにエンジニアを自治体へ派遣

するフェローシッププログラム、②Brigade(全米各地で上記と同じ目的で設立

された各地域のシビックテック・コミュニティ（Code for Boston 等）)支

援、③スタートアップ支援、④行政機関リーダーへのトレーニングセッション

開催、⑤受託開発、⑥欧州、日本、台湾等世界のコミュニティを結ぶ Code 

for All 運営、⑦Code for America Summit 開催等である（野村 2017）。 

 Code for America は、事業規模が財団からの助成金、企業からの寄付等含

め 2014 年で約 1,160 万ドル（約 13 億円）と非常に大きいことも特徴である。

加えて、これらの活動から、優れたエンジニアの公共セクターへの人材プール

となり、自治体情報部門の幹部へのキャリアパスや起業家等も生まれる等、エ

ンジニアの憧れの職場ともなっていることも大きな特徴である（榎並 2018、

白川 2018）。ただし、最近は寄付企業の撤退等、予算面で厳しい状況にあると

いう（榎並 2018）。 

 

３．２ 日本におけるシビックテック 1：Code for Japan 

 

 1995 年の阪神・淡路大震災時、未曽有の被災にあえぐ現地の救援ニーズに

臨機応変に多くのボランティア団体が対応した。“ボランティア元年”と呼ば

れ、大震災における“ボランティア革命”ともいうべき経験は、市民活動の基

盤整備を図る潮流を一気に加速させた（本間、初谷 1998）。その後 2011 年の

東日本大震災が、日本の IT 技術者によるテクノロジを活用したボランタリー

活動の契機となった（白川 2018）。東日本大震災でボランティアが集い、多く

の人に利用された経験と Code for America の活動に啓蒙を受け（菊池 

2017）、2013 年 6 月に「情報技術者と市民の協働により社会の具体的な課題解

決を実現する情報技術・プログラムを開発・実装することにより、公共サービ

スを市民参加型のプロセスを通じて社会に貢献することを目的として」Code 

for Japan の設立会合が開催され、10 月に一般社団法人として設立された（白

川 2018）。 

 Code for Japan は、“ともに考え、ともにつくる”を掲げ、その主な活動

は、①地域フィールドラボ、②Brigade 連携支援、③フェローシップ、④デー

タアカデミー、⑤省庁・自治体からの受託開発である。以下に、これら①から

⑤の活動について説明する69。 

 ①地域フィールドラボ（旧称コーポレートフェローシップ）：自治体から連

絡を受けたテーマをテーマ毎に企業とマッチングし、企業が選抜した IT リー
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ダー人材を自治体に派遣（期間は約 3 ヶ月）して、各テーマについて自治体職

員との協働により解決することを目指すものである。2014 年 10 月から始ま

り、2019 年 10 月時点で派遣中を含めて計 58 名（28 の企業が 22 の自治体へ派

遣）の実績となっている（表 5-1）。それらのテーマは、ICT 活用、データ利活

用による行政サービス向上、防災、労働力不足解消、働き方改革等が多い。人

材を受け入れる自治体は、神戸市が 11 名で最も多く、鯖江市と鎌倉市が 6 名

と続いている（表 5-2）。 

 

 

 

 

表 5-1 コーポレートフェローシップと派遣企業、自治体、業務目標 
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出所：Code for Japan 事務局長 J 氏へのインタビューより 

出所：Code for Japan 事務局長 J 氏提供資料より 

表 5-2 コーポレートフェローシップの自治体別人数 
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 ②Brigade 連携支援：Code for Summit 等の開催と Brigade 活動支援を実施

している。Code for Summit は、毎年 1 回開催される全国のシビックテック団

体、思いのある個人等が 1,000 名規模で一同に会する場である。2015 年に東

京開催からスタートし、2016 年横浜、2017 年神戸、2018 年新潟、2019 年は千

葉で開催され（表 5-3）、2020 年はコロナ禍のためリモートで開催された。 

また、Brigade 活動支援では、Brigade が活用できるソフトウェア無償枠を企

業に依頼して確保する等の支援作業を行っている。 

 ③フェローシップ：地域フィールドラボとは異なり、技術者が期限付きで自

治体と雇用契約を結ぶ任期付職員としての活動である。自治体の内部に入り込

んでコンサルティングを行い課題解決を図る活動であり、2019 年 10 月時点で

計 6 名の実績がある。しかし、地域フィールドラボとは異なり、企業人には転

職となるためハードルが高く、人材確保が難しい。 

 ④データアカデミー：データ利活用の研修提供のことで、自治体のデータ活

用力向上に貢献している。 

 ⑤省庁・自治体からの受託開発：2018 年から開始し、2018 年は中小企業庁

のアジャイル開発70を受託している。これは行政機関としてはほとんど前例の

なかったアジャイル開発の貴重な実績となっている（陣内 2019）。 

 Code for Japan は、Code for America の 10 億円を超える年間予算に比べ、

予算規模は年間約 6、000 万円規模であり、専属メンバーは 2.5 名である。ま

た、受託事業のため一般社団法人化しているとのことである71。 

 

３．３ 日本におけるシビックテック 2：Code for Japan/Brigade 

 Code for Japan と同様に Code for America の活動に啓蒙されたメンバーに

よって、Code for Japan 設立よりも若干早い 2013 年 5 月に Code for 

Kanazawa が設立された。Code for Kanazawa は、ゴミをいつ捨てれば良いか、

どのゴミが、どういう種類のゴミであるかが分かるアプリケーション 5374

表 5-3 Code for Summit 開催都市と参加人数  

出所：Code for Japan 事務局長 J 氏提供資料より 
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（ゴミナシ）を開発し（図 5-2）、今では実に全国約 120 の都市にまで展開さ

れている(福島 2019)。 

 Code for Kanazawa 設立以降、各地で Code for Kobe、Code for Ikoma 等の

Brigade が立ち上がり、2019 年 10 月時点で、約 80 以上の Brigade が全国に設

立されている（図 5-3）。Code for Japan と各 Brigade の組織形態（図 5-4）

は、Code for Japan の下に各 Brigade が位置するガバナンス型ではなく、並

列な関係（各地域の事は各地域の市民である Brigade が対応）となっているこ

とが特徴である（稲次編 鈴木、福島 著 2018）。また、猫や雪に特化した Code 

for CAT や Code for 雪等も含め、4 年ほど早く立ち上がったアメリカと同等

数の Brigade が活動している裾野の広さも日本の特徴である72。 

これらの Brigade は、コミュニティメンバー間でのゆるいつながりを重視

し、事務コストがかかるため法人化は不要だと考えている（榎並 2018）。ま

た、各 Brigade の代表は、IT 企業の経営者、IT 企業社員、公務員、その他社

会人に分類でき、比率はそれぞれ約 20～25％である73。 

図 5-2 5374（ゴミナシ）アプリ 

出所:5374 アプリ web ページより http://5374.jp/（20191214 アクセス） 
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３．４ 日本におけるシビックテック 3：その他のコミュニティ 

 Code for Japan/Brigade 以外にも、日本には数多くのシビックテック・コ

ミュニティが存在することが特徴である。例えば、千葉県では、シビックテッ

クゼン千葉74という複数のシビックテック・コミュニティのアライアンスが見

られる。 

また、Code for コミュニティと同様、グローバルに広く活動しているシビ

ックテック・コミュニティに CoderDojo がある。CoderDojo は、2011 年にアイ

ルランドにて設立された 7-17 歳の子供たちを対象にプログラミングの場を提

供する非営利のプログラミングクラブである。日本は 2012 年からスタートし

図 5-3 日本に広がる Brigade(ブリゲイド) 

出所：Code for Brigade web ページより https://www.code4japan.org/ 

（20191214 アクセス） 

図 5-4 Brigade（ブリゲイド）と Code for Japan の関係 

出所：筆者作成 
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ており、2019 年 11 月時点では、世界で約 110 カ国 2,000 の Dojo、日本では

192 の Dojo が活動している。CoderDojo は、一般的な授業形式の教室とは異な

り、子供たちが各自興味のあること、やってみたいことを開発し、分からない

所、困った点等を大人にアドバイスしてもらう（大人が寄り添う）という自主

性に任せた形式が特徴である75 。 

CoderDojo もまた、図 5-5 のように Code for Japan/Brigade と同様に全国

の Dojo の活動を支援する Coder Dojo Japan が組織されており、CoderDojo 

Japan と各 Dojo の関係も同様に並列な組織形態をとっている76。 

 CoderDojo では、憲章で”道場に参加する子供たちや、その保護者から料金

を徴収しません”（参加費の非強制）と規定している。ただし、会場の運営

費、プログラミング関連書籍購入費等のために必要となる費用は、広く寄付を

つのって賄っている。負担を少なくすることで大人が無理なく参加できるよう

に工夫し、活動の継続を重視した運営となっていることが特徴である。（石原 

2017）。また、子供たちも大人も参加の義務はなく、開催頻度もおおよそ月に

1 回程度とすること、大人が誰も参加できないときはあえて開催しない等、ゆ

るい関係にすることが活動継続の秘訣となっている77。 

 

４ 考察 

 

４．１ 地域活性化の要請 

 

 日本はポスト成長の時代を迎え地域再生（地域活性化、地方創生）が注目さ

れている。梅村(2019,p10)は、産業政策も国から地方へ移っており、「これま

で国が行ってきたマクロ的な産業政策ではなく、地域に視点を置いた市民の

図 5-5 各 Dojo、CoderDojo Japan、CoderDojo Foundation との関係 

出所：CoderDojo Japan 理事兼 Kashiwa 運営者 M 氏へのインタビューより 

（2019 年 11 月 10 日） 
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“生活・経済”を創造する産業政策が必要である」と述べている。橋本(2016)

は、「地方創生は、“住み・働き・憩う”（あるいは“居・食・住”）という

地域生活の 3 要素のうち、生活の基本である“働く”とほぼ同義の経済活性化

を中心的な目標にしつつも、過疎衰退が進んだ地方の実態に合致させるため

に、残りの“住み”“憩う”という２つの要素を考慮して、“生活の質”

（QOL）追及の比重を高めるもの、あるいは高めたものにならざるを得な

い。」と述べている。つまり、現在は地方/地域、自治体およびそこに暮らす

市民とその生活へと主体が変化しており、特に、経済だけでなく、生活の

“質”に注目が集まってきていると言える。また、内閣府経済社会総合研究所

(2016)は、地域活性化のためには NPO 等を活用し、その活動の中から人材を発

掘・育成することが重要であるとしている。廣田（2016）は、近年全国的に地

域コミュニティが弱体化していく傾向がみられており、自治体が抱える重要な

課題のひとつとなっており、地域コミュニティの活性化には、適切なソーシャ

ル・キャピタルを蓄積し育てていくことが重要であると述べている。一方、奥

村（2017b）は、オバマ政権から始まったオープンガバメントを進めて、“市

民参加型社会”によるオープンガバナンスを築くことの重要性を述べている。

さらに、「“市民も変わる”、“行政も変わる”の旗印のもと、行政は“透明”に

なり市民は“参加”をめざし両者が“協働”する。この三つがオープンガバナ

ンスの原則で、デジタル時代を背景に実現可能となった“新しいデモクラシ

ー”といえるだろう」と述べている。このように、地域活性化のため、生活の

質（QOL）を向上するには、コミュニティ活動が活性化することが重要で、市

民参加型社会に繋がるシビックテック・コミュニティの全国での広がりはまさ

に時代が求める活動と言えるものと考えられる。 

 

４．２ 地域活性エコシステム（Code for Japan/Brigade、自治体、企業に

よる協働） 

 

 日本のシビックテックの課題について、松崎(2018,位置 No.2357-2814)は

Code for Japan 代表の関のコメントとして、①資金とマーケット創出、②翻

訳者（トランスレーター）の不在（すなわち自治体のシビックテックへの認知

度向上）、③（自治体の）横展開意識の欠落、④オープンデータの課題、⑤地

域フィールドラボ、フェローシップ後のキャリアアップの機会が乏しい点を指

摘している。以下では、Code for Japan/Brigade、自治体、企業の協働に着目

し、その効果が及ぼす作用について検討を加えることとする（図 5-6）。 
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 まず、自治体が Code for Japan による地域フィールドラボやフェローシッ

プの IT 人材（DX 人材）を受け入れたり、データアカデミー研修を意識的に受

けることで、自治体にハッカソンやアジャイル開発といった DX の最新スキル

が導入される。そこでは、自治体職員と外部 DX 人材との協働により、局所的

なオープンイノベーションが発生すると考えられる。一方で、多くの自治体職

員も個人として Brigade 活動に参加しており、そこで多様性を持つメンバー

（市民）と協働を進める中で、地域課題そのものを市民の目線で再発見するこ 

とが可能となると考えられる。このように、DX 人材との協働を経験し、シビ

ックテックへの認識/理解が大きく向上した職員が増加することで、②翻訳者

不在は解決に向かう。また、自治体によるオープンデータ化の促進や利活用も

進み、④オープンデータの課題も解決に向かう。さらに、このようなオープン

な自治体同士が連携することで、個々の自治体が個別に独自システムを構築す

るのではなく、オープンソースを活用したり、自治体のシステムを横展開する

ことで業務効率化や IT コスト削減等に繋がるものと考えられる（③横展開意

識の欠落の解決）。また、企業にとっては、地域フィールドラボ、フェローシ

ップに人材を送り出すことで、社員が外部（地域社会の課題）から刺激を受け

ることとなり、社員の成長・モチベーション向上や、さらには新規事業開発・

本業強化への効果が期待できると考えられる。また、企業にとっては、この活

図 5-6 Code for Japan/Brigade の活動による行政への化学反応 

出所：筆者作成 
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動への協力は社会貢献に加えて事業への効果も期待できるため、副業・兼業等

とともに、働き方改革の施策として、より需要が増えるのではないかと推測さ

れる。このような企業の理解が更に進むと地域フィールドラボやフェローシッ

プ経験者のブランド価値向上（⑤の解決）にも繋がるものと考えられる。今

後、Code for Japan/Brigade、自治体と企業の三者が共通の目的意識のもと

で、各地域における協働事例を検証し、経験・スキルのナレッジ化、シェアす

る仕組みを構築することができれば、普及がより促進されると考えられる。 

 上記３．２で前述したように、地域フィールドラボを多く受け入れている神

戸市は、初期に生活協同組合が産まれ、早くから Code for Kobe が立ち上が

り、またオープンガバメントも積極的に推進している78。鯖江市はデータシテ

ィとして早くからオープンガバメントに取り組んでおり79、鎌倉市は鎌倉バレ

ーと呼ばれる IT 企業集積が見られる80。このような IT に関するソーシャルキ

ャピタルの蓄積がなされている自治体から地域活性化が進んでいくと考えられ

る。加えて、地域におけるこのような協働によるエコシステムが構築されれ

ば、自治体の IT 調達も地元の中小・ベンチャーIT 企業活用が増加すると期待

できる。これは①マーケット創出の解決にも繋がり、そうなると、それらの企

業から Brigade で活動する IT 技術者の増加や、地域フィールドラボへの候補

が産まれる正の循環になるであろう。 

 日本では、実に IT 人材の 70％以上が IT 業界に所属しており、事業会社、

自治体などに所属し、所属する組織内部において IT 活用、DX を担うべき IT

人材は 30％にも満たない。これは、アメリカと比べると逆の結果であること

を序章で述べた。すなわち、アメリカでは、IT 活用や DX に関して、基本は企

業自身で対応できるのに対し、日本企業は、IT 活用、DX に関して IT サービス

産業に大きく依存する構造になっている。 

 図 5-7 に、IT 人材が従事する IT 産業以外の産業内訳（日米比較）を示す。

これより、特に日本において、アメリカと比較すると圧倒的に公務（行政）に

従事する IT 人材が少ない（約 1/10）ことが分かる。本年 9 月に 500 人規模で

設置されるデジタル庁81には、日本行政のガバメントテック、デジタル・トラ

ンスフォーメーションの推進を大いに期待したい所であるが、日米の IT 人材

の所属の比較を鑑みると IT サービス産業に加えて、Code for Japan/Brigade

等によるシビックテック活動が官公庁のみならず、地方自治体のガバメントテ

ックへの貢献も非常に重要になるであろう。 
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４．３ 持続可能なシビックテックへ  

４．３．１ 社会活動と経済的余裕の相関 

 次に IT 人材不足と資金面から、シビックテックの持続可能性（地域の活性

化促進）について検討を加える。内閣府「令和 2 年 社会意識に関する世論調

査”82によると、1991 年～2020 年まで、何か社会の役に立ちたいと思っている

18 歳以上の割合は、58.9％～69.3％の範囲で推移している。しかしながら、

実際のボランティア経験という点では、内閣府「平成 28 年度 市民の社会貢献

に対する実態調査”83によると 17.4％と少ない。坂本（2019）は、この点につ

いて、本来は NPO、市民活動等の経験者がもっと増えてもおかしくないが、現

状そうなっていないのは、共助活動の組織的基盤となる市民社会組織に対する

全般的な不信感の強さが影響していると指摘している。この点で、市民自らの

課題を市民自らが解決する活動であるシビックテックは、参加への不信 

感も弱く、参加者増の大きなポテンシャルを秘めているものと考えられる。ま

た、上記実態調査から、ボランティア経験は、職業別では公務員（27.1%）が

最も高く、自営業(24.1%)、医師・弁護士等（22.6％）と続き、会社員が最も

図 5-7 IT 人材が従事する IT 産業以外の産業内訳（日米比較） 

出所：令和 3 年版経済財政白書 



124 

 

低く(12.9%)なっている。年収との関係では、トレンドとしては年収が多くな

るほど増加する傾向が見られる。さらに、内閣府“平成元年度「満足度・生活

の質に関する調査」に関する第１次報告“84では、年収が増加すると総合主観

満足度が向上することが示されている。以上のことから、社会活動とある程度

の経済的な余裕には相関があると考えられ、シビックテックへの参加者も経済

的な余裕が増すと増加するものと考えられる。 

 

４．３．２ マネタイズのための組織形態 

 首相を議長とする働き方改革実現会議では、副業・兼業の普及促進を図って

おり、近年ソフトバンク、コニカミノルタといった大企業も解禁となり注目を

集めている85。内閣府「第２回働き方の多様化に資するルール整備に関するタ

スクフォース議事次第”86によると、副業目的の調査（複数回答）では、転

職・独立準備、人脈、スキル獲得等のキャリア目的も見られるが、生計維持

（約 50％）、貯蓄や自由に使えるお金の確保（約 37%）と収入補填が主な理由

である。また、有償ボランティアの先行研究においても、例えば、川嶋、北

原、蓮見(2014)は、女子学生への調査で無償から有償とすることで、アルバイ

トではなく有償ボランティアを選択する学生が倍増することを示している。こ

のように、様々な考え方を持つ人々による多様性ある現代社会においては、ま

た年金 2,000 万円問題のように将来への不透明感が漂う現在においては、ある

程度の収入補填に繋がる仕組みは重要と考えられる。シビックテックにおいて

も、ある程度マネタイズを考慮した活動の手段を持っておくことが、人材の確

保、活動継続にも有効であると考えられる。 

 副業を認めている企業は、リクルートキャリアの調査(2019)では、まだ

30.9%に留まる87。よって、各 Brigade メンバーが所属企業の就業規定に抵触し

ないような、マネタイズのための組織形態の検討が必要となる。この仕組みを

検討しているのが Code for Kobe である。代表へのインタビューによると、

Code for 活動の課題は、法人格がなく自治体や企業との契約が困難であるこ

と、法人格を得ると副業禁止規定に抵触する場合があること、金銭的な負担が

あると頑張れば頑張るほど疲弊すること等である。これを解決するスキームと

して、「コミュニティとしてのゆるいボランタリーな繋がりだけでなく、事業

として資金を確保することを両立するため、法人格を備え、報酬を得ることも

可能で、コミット度が少し高い“企業組合(Code for Co-op)”設立を検討」し

ている。図 5-8 に設立趣意書を示す。このスキームは、「雇用関係を結ぶので

はなく組合員として活動可能で、かつ副業禁止規定を回避しつつ、出資配当金
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の分配受取が可能なスキームで、兵庫県中小企業団体中央会にも相談しながら

2020 年 6 月の設立総会へ向けて準備中」である。また、「Kobe に限らず各

Brigade も活用できるプラットフォームとして構築を予定」している88。 

 

 また、竹下（2019）は、IT 業界の中でも代表的な受託ソフトウェア業につ

いて、97－99％が中小企業であり、多重下請け構造が形成され、新 3K 職場89 

と呼ばれていることを指摘している。Code for Co-op による、ある程度の収

入補填のスキームが可能となれば、ソフトウェア業に所属し、もともとはオー

プンな文化を持つ多くの IT 技術者のシビックテックへの参画によって、更に

活動が活発化することに繋がると考えられる。 

 

５ 小結 

 

 前述したように COVID-19 への対応で、日本の IT 化の遅れが浮き彫りになっ

た。また、企業等が取り扱うデータは個人情報保護法が一括して扱うのに対

し、都道府県や市区町村が持つデータについては各自治体が条例や運用ルール 

図 5-8 Code for Co-op の設立趣意書 

出所：Code for Japan web 「Social Hack Day」

https://hackday.code4japan.org/（2019 年 12 月 14 日アクセス） 
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を独自に定めており、全国の約 2,000 の自治体ごとにルールが異なることか

ら”個人情報保護法制 2000 個問題”も問題となった90。一方で、東京都がヤフ

ーから副知事を招き、Code for Japan が素早く受託開発した新型コロナサイ

トが全国の注目を集めている。自治体における急速な IT 化の必要性、また、

オープンデータを国、自治体、市民、企業が統合的に使えるルールや仕組みの

整備の必要性が認識された。自治体のみでは、これら全てに対応することは困

難で、ガバメントテックに対する Code for Japan/Brigade などシビックテッ

クの役割は、今後ますます大きくなると考えられる。 

 また、ニューズウィーク日本版の記事91より図 5-9 に、15 歳生徒のノートパ

ソコン使用率を、表 5-4 に 15 歳生徒のノートパソコン使用率の 2009-2018 年

の変化を示す。現在の子供たちは、スマートフォンなど情報機器に産まれた時

から囲まれて育ち、デジタルネイティブ世代と言われる。しかしながら、世界

の同じ世代と比較すると、図 5-9 から、日本はノートパソコンの使用率におい

て、いわゆる開発途上国と同じ最下位グループであることが分かる。表 5-4 か

らは、他の国・地域では、2009 年から 2018 年にかけてノートパソコンの使用

率が大幅に上昇（マカオは実に 19％→71％まで 52％も上昇）しているのにも

関わらず、日本だけが 2009 年から 2018 年にかけて使用率が減少しており、し

かも 2018 年は 35%で、調査した国と地域の中では最下位になっている。スマ

ートフォンではなく、プログラミングなど情報に関する創造的な作業にはパソ

コンが必要であることを考えると、日本はデジタルガバメントが 10 年遅れて

いるだけでなく、子供たちも、世界各国から圧倒的に情報リテラシーという点

で、遅れを取っていることが分かる。これは、図 5-7 で示したように、行政と

並んで、教育・学習支援の分野もアメリカと比較して、IT 人材の所属が非常

に少ない分野であることも関連していると考えられる。ようやく、2020 年か

ら小学校、2021 年から中学校でプログラミング教育が必須化されるため、少

しづつ改善されていくとは思われるが、行政の領域に、Code for 

Japan/Brigade のようなシビックテック活動が非常に良い影響を与えると述べ

たことと同じように、CoderDojo のような子供たちがプログラミングを学ぶた

めのシビックテック活動も、非常に良い影響を及ぼすと考えられる。これら日

本のシビックテック活動は、草の根的に、全国に散らばっており、このことが

逆に全国の情報リテラシー向上に大きく寄与するのではないかと考えられる。 

 また、橋本（2013）は“コミュニティが生まれたり、情報の交換が頻繁に行

われるようになると地域は活性化したということができるのではないか”と主
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張しており、これらのシビックテック・コミュニティの発展は、まさに地域活

性化に有効であり、今後も継続して研究の蓄積を図っていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-9 15 歳生徒のノートパソコン使用率 

出所：ニューズウィーク日本版  

「世界で唯一、日本の子どものパソコン使用率が低下している」2021 年 1 月 8 日

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/01/post-92085_3.php 

（2021 年 1 月 10 日アクセス） 
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表 5-4 15 歳生徒のノートパソコン使用率の変化 

 

出所：ニューズウィーク日本版  

「世界で唯一、日本の子どものパソコン使用率が低下している」2021 年 1 月 8 日

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/01/post-92085_3.php より 

（2021 年 1 月 10 日アクセス） 
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終章  

 

１．はじめに 

 日本が、これまでのように先進国として一定の競争力を維持していくために

は、どのように対応する必要があるだろうか。今後は、アナログではなく、テ

クノジーがビジネスを牽引するデジタルの領域での世界との大競争時代とな

る。デジタルの世界では、新興国もリープフロッグ型発展92で一気に先進国に

キャッチアップすることも可能な世界である。このような時代では、ソフトウ

ェア業は、エッセンシャル・ファシリティーを提供する産業となると考えられ

る。産業界では、ダイキン工業が全社員 SE（システムエンジニア）化93を掲げ

たり、半導体製造装置のディスコ社が「ソフトウェアの勉強をちょっとするだ

けで、自身でできることの幅は大きく広がる。情報システム部門といったプロ

の部署に頼まなくても済むので、プロの部署の負担を減らせる。プロの部署に

頼む必要がある場合でもソフトウェアを勉強しておけば、開発の頼み方も上手

になる」（最高情報責任者（CIO）も兼務する関家一馬社長）として全社員プ

ログラマー化を掲げ94ていることも、産業界においてソフトウェアの重要性の

認識が高まっているからと考えられる。 

 そのような状況において、ソフトウェア業は中小企業が 99％を占める産業

であり、種々の課題が存在する。また、コロナ禍において、特に行政、教育の

分野で ICT 後進国であることが露呈する格好となった。日本が先進国として競

争力を維持するためには、中小ソフトウェア業と地方における IT 活用が非常

に重要となる。 

 そこで、本研究では、まず、中小ソフトウェア業の成長戦略とニアショアの

可能性として地方のソフトウェア業の成長戦略を検討した。 

 次に、地方における IT 人材の存在、彼らがシビックテック活動等で草の根

的に活動することによる地方自治体の IT 化（ガバメントテック）などへの貢

献を検討した。地方が活性化するには、地方自治体の IT 化（ガバメントテッ

ク）は不可欠である。しかしながら、地方自治体は、IT 人材の存在も他産業

と比べても最も少ない領域であり、自治体だけの対応にはおのずと限界があ

る。また、ICT は産業や地域社会と一体化し、融合することで真価を発揮す

る。そのため、ICT を活用する側にもある程度のリテラシーが必要になってく

る。そこで、ガバメントテックへの好影響や、プログラミング教育等も含め、
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活動の中で触れ合う市民への ICT 活用能力向上などのシビックテックの草の根

活動に大きく期待するものである。 

 

２．各章の結論 

２．１ 序章 

 序章では、アナログからデジタルへのパラダイムシフト、地方創生として、

ソフトウェア業と IT 人材の重要性、特に地方における中小ソフトウェア業の

重要性を示した。続いて、研究の目的、論文の構成を示した。 

 

２．２ 第１章：ソフトウェア業の成り立ちおよび現状と課題 

 本章では、ソフトウェア業の中でも中心となる受託ソフトウェア業について

現状と課題を整理した。特に、受託ソフトウェア業の課題について、先行研究

を通じて、コンピュータメーカがソフトウェア業を育成して来た成り立ち、ウ

ォーターフォールモデルと多重下請構造の整合性やソフトウェアの無形の財、

変化の財という特性から体系立てて整理した。 

 ソフトウェア業は、従業者規模別の事業所数では、大部分が社員数 300 名以

下の中小企業で占められた産業である。日本において、1990 年頃までのホス

トコンピュータが主流の時代では、ソフトウェアはハードウェア（高額なホス

トコンピュータなど）を購入すれば、コンピュータメーカがサービスとして構

築するものとの位置づけであった。コンピュータメーカが全国の顧客に対応す

るために、全国でソフトウェアメーカを育成したことから、ソフトウェア業が

構築された。そのような歴史もあり、ソフトウェア業では、ホストコンピュー

タのメーカである富士通、日立、NEC、日本アイ・ビー・エムに NTT データを

加えた超大手と、野村総研、IT ホールディングス、TIS、SCSK やアクセンチュ

アなどの大手企業を元請けとし、中小ソフトウェア業が下請けとなる建設業と

同様の多重下請構造が形成されている。この多重下請構造は、ソフトウェアの

開発プロジェクトで一般的に適用されるウォーターフォール・モデルと整合で

あることも、その形成の大きな一因となっている。ウォーターフォールモデル

は、基本的に、前のフェーズに戻ることなく、水が滝を流れるように次のフェ

ーズに進めていく開発方法論であり、コーディングと単体テストフェーズを谷

とした V 字モデルであらわされる。一般的にその部分の付加価値が低いとさ

れ、作業工数も多くなるため、コストダウンのために、より単価の安い、首都

圏下請けから地方ソフトウェア業が活用されるニアショアが形成されて来た。 



131 

 

 また、ソフトウェアは、無形の財と変化の財という二つの特殊性を持ってい

る。無形の財とは、建築構造物のように製造過程含め作成物が目に見えないこ

とである。ソフトウェアは、無形の財であるため最終形をイメージすることが

困難であり、要件を正確にユーザーとベンダー間で共有することが難しく、そ

れ故、開発プロジェクトの途中で仕様が変化してしまう変化の財となる。ウォ

ーターフォールモデルは、基本的に、前のフェーズに戻ることなく、水が滝を

流れるように次のフェーズに進めていく開発方法論でありながら、ユーザーに

とっては、無形の財ゆえに、柔軟に変化できると認識してしまう側面もあり、

変化の財として仕様変更により前のフェーズに戻らざるを得ないことが発生し

てしまう。そのため、そのリカバリーには、必然的に多重下請構造の下位にし

わ寄せがくることになる。 

 ソフトウェア業は、きつい、厳しい、帰れない（または給料が安い）と言う

新 3K 職場と言われるようになっている。厚生労働省も、IT 産業が他産業より

も長時間労働であり、これは多重下請構造と開発プロセスの業務特性とにその

原因があると指摘している。多重下請構造の下位にとっては、長時間労働、給

与面だけでなく、エンジニア、営業ともにスキルの習得面でも課題がある。 

 さらに、2000 年代に入って、更なるコストダウンのために、ニアショアか

ら海外のソフトウェア業、特に中国を活用するオフショアが大きく拡大した。 

（中国は、自国のソフトウェア業の技術獲得、育成のためオフショアを国策と

して支援し、今では IT の技術力、その利活用力は逆転したと言わざるを得な

い）。このため、中小ソフトウェア業にとっては、価格面でもオフショアとの

厳しい競争を強いられている。 

 

２．３ 第２章：デジタル変革時代における中小ソフトウェア業の成長戦略 

 本章では、中小ソフトウェア業の成長戦略に関する先行研究から、その存立

条件を整理し、多重下請構造の下位に位置する中小ソフトウェア業にとって

は、より上位の階層にステップアップするか、元請けとなる（元請け比率を向

上する）ことで下請けからの脱却を図ることが重要であることを示した。ま

た、成長戦略に関する先行研究を顧客軸とサービス・製品軸で整理し、先行研

究を、①組込みソフトウェア業への進出、②中小ソフトウェア業同士がネット

ワークを構築し、疑似的に大手ソフトウェア業のように活動すること、③中小

企業を顧客とすること、そのために④専門特化した自社製品開発、⑤新しい自

社製品やサービスの開発・創造、⑥専門的な技術確立（特定技術への特化）の

６つに分類できることを示した。次に、フライフィッシングカーブに関する先
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行研究から、中小ソフトウェア業にとっては、ニッチ戦略が有効であることを

示した。更に、これら①～⑥とフライフィッシングカーブを合わせて考察を加

え、中小ソフトウェア業にとって、従来の SoR 市場での成長戦略としては、年

間 IT 経費の大きい大企業を顧客とし、⑥専門的な技術・サービスを確立する

ことで、ニッチな領域へ特化し、多重下請構造の下位に留まるのではなく、よ

り上位の階層へステップアップを図り、元請けの割合を増やしていくアプロー

チも、有効な取るべき施策であると考えられることを示した。更に Multibook

社、ソフトロード社、Shift 社の 3 つの事例研究から、SoR から SoE ヘの変化

の中、SoR である既存システム領域において、技術変化の激しい現在において

は、a.市場の選択（細分化すると成長するミクロ市場に特化すること、その中

でも大手ソフトウェア業にとって既存事業とのカリバニゼーションを起こすた

め進出に躊躇する市場を選択することが重要）、b.クロス・ケーパビリティ

（差別化要因の複数の組み合わせ）と、c.契約上の工夫の組合せによって、上

位階層へのステップアップ、元請化への成長戦略となることを導いた。 

 

２．４ 第 3 章：中小ソフトウェア業の分業構造における上流シフト 

 本章では、2000 年代に入って、コスト削減を目的に、海外の IT 企業を活用

したオフショアが急激に拡大したことを示した。特に、日本と同じ漢字圏で留

学生も多い中国がオフショア先の中心であり、そのため中国を中心に先行研究

が多く蓄積されていることを示した。それらは、中国のオフショアを活用した

国家戦略的な技術力向上施策、言語、文化や日本特有の仕事の進め方などの相

違に起因する品質確保の問題、アメリカのオフショアには見られないブリッジ

SE の存在について等である。 

 次に、これらオフショアを活用した国際分業構造が構築されたものの、2010

年代に入って、アジア諸国の経済成長による人件費上昇もあり、再度ニアショ

アの競争力が向上して来たことを示した。更に、ニアショアマッチングサービ

スを提供する日本ニアショア開発推進機構を活用したイーストライズ社の元請

け化事例や札幌の大手 IT 企業のニアショア子会社の多重下請構造におけるス

テップアップ（分業構造における上位への担当業務範囲の拡大）事例から、ニ

アショアにおいて多重下請構造が解消される方向への分業構造における上流シ

フトというニアショアの新たな可能性を示した。ニアショアとして選択される

ためには、首都圏ソフトウェア業との価格優位性に加えて、オフショアと比較

した際の強みとなる行間伝達が可能なコミュニケーションからの逆提案力や、
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プロジェクトを通してユーザー企業のリモート改革を支援できる効率的なリモ

ート対応力を強みとすることが一つの成長戦略となることを導いた。 

 

２．５ 第 4 章：IT 人材の働き方改革と地域活性化 

 本章では、コロナ禍で半ば強制的に実施することになったリモートワーク

と、観光業の支援と新しい働き方のために政府が強く施策として推進している

ワーケーションについて整理した。また、リモートワーク、オンサイトに適し

た業務についても検討を加えた。次に、全国からエンジニアを在宅専用人材と

して採用する新しい採用方法を適用しているソフトウェア業（Shift 社）の事

例や、情報提供サービス業に位置づけられるがティール組織を目指し、基本的

にすべてをリモートで対応している IT ベンチャー（OSHINTech 社）の事例か

ら、IT 人材の新しい働き方と地域活性化の可能性を示した。企業において

は、優秀な人材を確保するための人事戦略上、個人においては働き方改革とし

て、好きな街で興味ある仕事に就く働き方が選択されるようになり、リモート

ワークの活用は必須となることを示した。その場合、自治体は、従来のワーケ

ーション施設の拡充などのハコモノではなく、街の魅力を向上させるソフト面

での充実がより重要となる。 

 

２．６ 第 5 章：IT 人材の創造的活用と市民活動（シビックテック） 

 これまであまり IT が活用されて来なかった領域に、IT 技術を活用するクロ

ステックが注目されている。本章では、クロステックのひとつである市民が

IT を活用して自ら地域課題を解決するシビックテックに注目し、シビックテ

ック・コミュニティのひとつである Code for Japan/Brigade の活動を対象と

して、文献調査と Code for Japan、Code for Kobe へのインタビューを通し

て、また、同様にグローバルな活動である子供たちがプログラミングを学ぶこ

とをサポートする CoderDojo の活動も併せて、シビックテック活動を通じた地

域活性化やガバメントテックへの大きな貢献の可能性等について示した。更

に、活動を継続するための企業組合を活用した新たな施策についての可能性も

示した。 

 

３．ソフトウェア業と IT 人材による地域活性化 

 

 一億総活躍社会の実現に向けて、新 3 本の矢において、働き方改革が掲げら

れた。これは、地方において、安定した雇用を創出し、働き方改革を実施する
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ことなどによって、東京一極集中を是正し、地方の成長力を確保することを意

味している。すなわち、地方創生においては、地方での雇用を創出するため、

その担い手となる中小企業の役割がより一層大きくなると考えられる。 

 クロステックなどによって全体最適化された社会のことを日本政府は

Society5.0 と呼んでいる。また、ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより

良い方向に変化させるデジタル・トランスフォーメーション（DX）が進みつつ

ある時代にあると指摘している。ICT が産業や社会と一体化し融合するために

は、IT 人材だけでなく、実際にデジタル化したデータ、ビジネスプロセスを含

め、それらをどのように利活用し、実社会、実生活にフィードバックするかが

重要であり、ビジネスから行政、生活とあらゆる領域で、全ての人にある一定

の ICT リテラシーが必要になってくる。言わば、日本全体での底上げが必要で、

そのためには、ソフトウェア業と IT 人材がエッセンシャル・ファシリティーの

ように全国に分布することが重要となる。即ち、DX 時代の担い手となる地域の

中小ソフトウェア業の成長と IT 人材の草の根活動による地域への貢献という、

“働く”ための経済活性化と、”住む“、“憩う”の要素を加えた生活の質向上

の両面を産業や社会と一体化した ICT で支えることが必要となる。 

 

３．１ “働く”ための経済活性化 

 今後は、経済産業省の 2025 年レポートが指摘しているように、SoR 領域か

ら、DX の SoE 領域へのシフトが必須となる。その場合は、アジャイル開発で

クイックにβ版をいち早くサービス・イン/リリースし、常に改善しながらシ

ステム/サービスを拡充させていくことが重要で、その領域では、ユーザーで

ある業務部門と IT 人材が密に共同、共創することになる。そのため、各地域

にソフトウェア業（フリーランスの IT 人材も含め）が分布することの社会的

意義もより重要性が増加する。また、企業に所属する IT 人材はリソースに限

りがあるため、企業にとっては貴重なデジタル人材として SoE 領域でのデジタ

ル化をリードするため、SoR 領域はより外部のソフトウェア業の役割が重要と

なると考えることもできる。よって、SoE、SoR 領域いずれにおいても、ソフ

トウェア業の存在意義はより重要性を増すであろう。 

 ソフトウェア業は、きつい、厳しい、帰れない（または給料が安い）の新

3K 職場と言われている。厚生労働省も、IT 産業が他産業よりも長時間労働で

あり、これは多重下請構造と開発プロセスの業務特性とにその原因があると指

摘している。加えて、2000 年代に入って、更なるコストダウンのために、ニ

アショアから海外のソフトウェア業、特に中国を活用するオフショアが大きく
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拡大した。このため、中小ソフトウェア業にとっては、価格面でもオフショア

との厳しい競争を強いられている。すなわち、中小ソフトウェア業にとって

は、多重下請構造のより上位へステップアップすること、元請の割合を増加さ

せることが必須となる。 

 そこで、中小ソフトウェア業が、SoR から SoE への変化の中で、SoR 市場に

留まりながらビジネスを拡大するための成長戦略に着目した。3 社の事例か

ら、技術変化の激しい現在においては、a.市場の選択（細分化すると成長する

ミクロ市場に特化すること、その中でも大手ソフトウェア業にとって既存事業

とのカリバニゼーションを起こすため進出に躊躇する市場を選択することが重

要）、b.クロス・ケーパビリティ（差別化要因の複数の組み合わせ）と、c.契

約上の工夫という 3 つを組合せ、高次元でのニッチ特化が多重下請構造におけ

る上流シフト、元請化への一つの取りうる成長戦略であることが分かった。 

 

 ソフトウェア業は全国に分散し、地方にも立地が進んでいるものの、東京が

売上シェアで 50％以上を占め、東京一極集中の産業でもある。しかしなが

ら、近年海外ソフトウェア業を活用するオフショアから地方ソフトウェア業を

活用したニアショアへの回帰が見られ、また、売上シェアも 2010 年から 2018

年で東京都は、60.6％から 51.5％と東京一極集中の緩和が見られ、地方ソフ

トウェア業の拡大が見られる。また、IT 人材の所属先の分布、地方の DX 化の

観点からも、特に地方におけるソフトウェア業の存在は重要である。 

 IT サービス産業では、2000 年代に入って、価格面でオフショアとの厳しい

競争を強いられている。しかし、2010 年代に入ると、アジア各国の経済成長

に伴う人件費上昇によるオフショアの価格競争力が低下したこともあり、文

化・言語・仕事の進め方の違いなどから品質確保が難しいオフショアから、ニ

アショアへの回帰が見られるようになった。そこで、ニアショアでの多重下請

構造の上流シフトに注目し、3 社の事例研究から、ニアショア・ネットワーキ

ングサービスの拡大とその活用による元請け化、大企業のニアショア事業での

より上流への担当領域の拡大（上流シフト）により、多重下請構造が解消され

る方向へ分業構造が変化していることが分かった。その際、オフショアと比較

した際の強みとなる行間伝達が可能なコミュニケーションからの逆提案力や、

プロジェクトを通してユーザー企業のリモート改革を支援できるリモート対応

力を強みとすることが打ち手として有効であることが分かった。これらは、開

発プロセスにおける顧客との協業において、付加価値を付与することで顧客満
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足度を向上させる施策である。さらに、ニアショア企業が、上記 a.～c.の組

合せた成長戦略を取り入れると更なる成長が期待できる。 

 

３．２ “住む”、“憩う”の要素を加えた生活の質向上 

 リモートワークが常態となるウィズコロナ、アフターコロナの時代では、働

き方改革が進み、大企業人材も含め、多くの IT 人材が首都圏から全国各地の

自身の住みたい街で、おそらく複数の仕事を持ち、リモートワークをフルに活

用して暮らす時代になると考えられる。 

 昨年のコロナでリモートの活用が一気に進み、ワーケーションも普及する所

まで拡大してきている。本稿では、全国で在宅勤務専用人材の採用事例や IT

ベンチャーのリモート完結のティール組織事例から、今後の働き方の方向性を

示した。 

 次に、シビックテック活動は、2010 年代になって始まり、日本においては

全国規模での広がりを見せていることが特徴である。シビックテックの地道な

草の根活動は、市民の暮らしを向上させるだけでなく、ガバメントテックや子

供たちの IT リテラシー向上など含め、生活の質向上へも大きな貢献を果たす

可能性を秘めている。このようなコミュニティの広がり、ソーシャルキャピタ

ルの蓄積が QOL をより向上させる。日本の IT 人材は、70％強もの多くの IT 人

材が IT サービス産業に所属していることを述べたが、特に、行政に所属する

IT 人材が極めて少ないため、日本の IT 化に欠かせないガバメントテックへ

の、シビックテック活動が効果的である点でもオープンソースのマインドセッ

トを持つ IT 人材（地方ソフトウェア業勤務、フリーランス、リモートで大都

市圏企業勤務の移住者など含む）の地域参加が重要となる。 

 それら効果的な繋がりを図示したのが、図終-1 である。自律した IT 人材

が、複数の役割を持ち仕事を実施する。その役割の 1 つがシビックテック活動

で、彼らが市民として、他の市民と交わることで地域の生活の質を向上し、行

政と交わることでガバメントテックを支援する。また、子供たちにプログラム

を教えることなどにより将来の IT 人材を育成する。ICT の浸透した社会で市

民それぞれが豊かに暮らしていくためには、多くの日本人がソフトウェアにな

じみ、ICT を利活用し、主体的に地域形成に関わることが要諦である。 
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４．今後の課題 

 本論文で解明出来なかった残された課題は、以下の 5 点である。 

 1 点目は、本論文において、まず SoR 領域での中小ソフトウェア業の成長戦

略にフォーカスしたため、SoE 領域の DX における成長戦略が今後の課題とな

る。一方で、この領域は、アジャイル開発によって、クイックに開発し、β版

を素早く市場に投入し、走りながら改善を加えて行く領域で、小回りが効く中

小ソフトウェア業の方が有利な領域でもあるとも考えらえる。よって、この領

域での事例研究を蓄積し、今後の示唆を得たい。特に、この対応は製造業のコ

ンカレントエンジニアリング95と同様なプロセスであり、筆者は日本の仕事の

進め方（ドキュメントに落とすことなく、阿吽の呼吸の中で仕事を進めていく

方法）がプラスに出る領域（オフショアの場合はマイナスに作用した）と考え

ている。 

 2 点目は、ニアショア企業とオフショア企業との更なる競争である。中国、

ベトナム、インド等の IT 企業は、日本に拠点を構え、日本において日本拠点

が元請けとなり、自身のオフショア拠点を活用したスキームを展開している。

一方で、日本のニアショア企業も、海外にオフショア拠点を構築する“日本の

ニアショアと海外のオフショアの最適な組み合わせであるベストショア”を検

討する動きも見られる（税所 2019）。案件の規模や種類によって、ニアショ

図終-1 地方における IT 人材による地域活性化 

出所：筆者作成 
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ア、オフショアでどのようなスキームが構築されて行くか、時系列的に研究を

継続したい。 

 3 点目は、中小ソフトウェア業だけでなく、大手も含め、IT サービス業界全

体に対象を広げ、上記の 1、2 の検討を加えたい。 

 4 点目は、アフターコロナにおける IT 業界、IT 人材がどのような働き方に

なるか、および日本のシビックテックの草の根活動が、今後どのように発展し

ていくかも継続的にウォッチする。 

 5 点目は、多くのユーザー企業がどのように IT を活用し、データ利活用、

DX を成し遂げるかについて、変革期のビジネス推移について検討を試みた

い。 
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【脚注】 
1 クラウド、IoT、AI 等のテクノロジを活用して、既存の業界秩序やビジネス  

 モデルを破壊する新興企業のことで、Airbnb、Uber などが有名。 
2 駐車場やあき部屋、自動車、自転車等の物品やスキル等を含め遊休資産を貸 

 し借りすることを仲介するサービスのこと。 
3 サービスや商品を一定期間提供することで、月額や年額などの利用料での契 

 約とするビジネスモデルのこと。モノの所有から、モノを利用できるコトに 

 シフトすることになる。 
4 ドイツが提唱するスマート工場を目指した考え方で、第 4 次産業革命とも呼 

 ばれる。 
5 あらゆるものをデジタル化することで価値を創出し、蓄積されるデータから 

 更に価値を拡大させて行く企業や社会の変革のこと。 
6 従来のシステムでは、記録や保管、解析などの処理を行うことが難しいほど 

 大量のデータのことで、その解析、利活用により新たな価値を産み出すと期 

 待されている。 
7 Internet of Things の略で、もののインターネットとも呼ばれ、ものがイン 

 ターネットで通信を行うことで、製造業では、製品、機械や設備などに取り 

 付けたセンサー情報から故障の予測などに活用している。 
8 Artificial Intelligence（人工知能）のことで、深層学習（ディープラー 

 ニング）の研究が進歩し、現在は、第三次 AI ブームと言われている。IBM 

 のワトソンなどが有名である。 
9 Robotic Process Automation の略で、データ入力などの定型作業を自動化す 

 るプログラムで、例えば銀行の事務処理業務などを大幅に削減できることで 

 注目されている。 
10 齋藤昌義, 2016 を参照されたい（2019 年 4 月 30 日アクセス） 

 https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1608/24/news025.html 
11 平成 30 年版情報通信白書によると、“「X-Tech」とは、「産業や業種を超 

 えて、テクノロジを活用したソリューションを提供することで、新しい価値 

 や仕組みを提供する動き」と捉えることができる。”と述べられている。 

 内閣府によると、“Society 5.0 で実現する社会は、IoT（Internet of  

 Things）で全ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、今ま 

 でにない新たな価値を生み出すことで、これらの課題や困難を克服します。 

 また、人工知能（AI）により、必要な情報が必要な時に提供されるようにな 

 り、ロボットや自動走行車などの技術で、少子高齢化、地方の過疎化、貧富 

 の格差などの課題が克服されます。社会の変革（イノベーション）を通じ 

 て、これまでの閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊 

 重し合あえる社会、一人一人が快適で活躍できる社会となります。”と述べ 

 られている。 https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html   

 (2019 年 5 月 1 日アクセス)。 
12 顧客の委託により，電子計算機のプログラムの作成及びその作成に関して， 

 調査，分析，助言など並びにこれらを一括して行う事業所をいう。 

 https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10?revision=03 

 （2020 年 12 月 30 日アクセス）。 

 

 

https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html
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13 情報通信機械器具，輸送用機械器具，家庭用電気製品等に組込まれ，機器の 

 機能を実現するためのソフトウェアを作成する事業所をいう。 

 https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10?revision=03 

 （2020 年 12 月 30 日アクセス）。 
14 電子計算機のパッケージプログラムの作成及びその作成に関して，調査，分 

 析，助言などを行う事業所をいう。 

 https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10?revision=03 

 （2020 年 12 月 30 日アクセス）。 
15 家庭用テレビゲーム機，携帯用電子ゲーム機，パーソナルコンピュータ等で 

 用いるゲームソフトウェア（ゲームソフトウェアの一部を構成するプログラ 

 ムを含む。）の作成及びその作成に関して，調査，分析，助言などを行う事 

 業所をいう。 

 https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10?revision=03 

 （2020 年 12 月 30 日アクセス） 
16 JEITA IT プラットフォーム事業委員会を参照されたい。 

 https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=1057&ca=1 

 （2019 年 5 月 1 日アクセス）。 
17 北川裕康,2015 を参照されたい 

 https://japan.zdnet.com/article/35071274/ 

（2019 年 5 月 1 日アクセス）。 
18 島田優子,2018 を参照されたい。 

 https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00471/101200005/ 

 （2019 年 5 月 1 日アクセス）。 
19 メールやスケジュール管理などのグループウェア、社内情報共有ポータル、 

 経営情報システム、店舗売上分析システムなど。 
20 NEC Learning web ページを参照されたい。 

 https://www.neclearning.jp/training/multicloud_term.html 

 （2019 年 5 月１日アクセス）。 
21 青柳行浩,2018 を参照されたい。 

 https://it.impressbm.co.jp/articles/-/15980?fcf 

 （2019 年 5 月 1 日アクセス） 
22 ジェフリー・ムーア著 川又政治訳『キャズム』2002。 
23 小野和俊,2018 を参照されたい。 

 https://www.sbbit.jp/article/cont1/34971 

 （2019 年 5 月 1 日アクセス） 
24 中尾晃政（ガートナー社）,2017 を参照されたい。 

 https://www.sbbit.jp/article/cont1/34213 

 （2019 年 5 月 1 日アクセス） 
25 富士通 web ページを Databook を参照されたい。 

 https://pr.fujitsu.com/jp/ir/library/databook/より 

 （2020 年 12 月 30 日アクセス） 
26 大久保逹真（ローランドベルガー）,2010 を参照されたい。 

https://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1005/11/news057

.html （2019 年 5 月 1 日アクセス） 
27 小椋（2013）によるとウォーターフォールモデルは、Bell/Thayer の 1976 

 年の論文が起源とされている。 
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28 厚生労働省,2017 を参照されたい。 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/

shigo to/it/pdf/29all.pdf （2019 年 5 月 1 日アクセス） 
29 英繁雄（2015）を参照されたい。 

https://tech.nikkeibp.co.jp/it/atclact/active/15/090100098/090100003/ 

 （2019 年 5 月 1 日アクセス）。 
30 日本ニアショア開発機構 web ページを参照されたい。 

 https://www.nearshore.or.jp/report-tokuteihaken/ 

 （2019 年 5 月 1 日アクセス）。 
31 Multibook 社には 2019 年 5 月 16 日、5 月 31 日に、ソフトロード社には  

 2019 年 5 月 15 日、6 月 5 日に、Shift 社には 2018 年 9 月 7 日、2019 年 6 月 

 4 日にインタビューさせて頂いた（各社 1-2 名の社長、役員クラスの方）。 

 あらためてお礼申し上げます。 
32 帝国データバンク、特別企画：「トヨタ自動車グループ」下請企業調査  

 （2019 年）。 

 https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p190301.pdf 

 （2020 年 7 月 4 日アクセス） 
33 吉田（2014）は、オフショア開発の問題として、a.日本側の要求仕様の曖昧 

 さや頻繁な仕様変更、b.納期や品質に対する中国側の意識の低さ、品質管 

 理・プロジェクト管理が出来る人材の不足、c.人材の流動性や知的財産保護 

 の問題を挙げている。 
34 日経コンピュータ（2014）「3069 人調査で迫る情報システムのリアル」。 

 日経 BP 社『日経コンピュータ』2014 年 10 月 16 日号,pp.24-36。 
35 日経コンピュータ（2018）「崩壊するオフショア開発：コスト削減だけでは 

 「行き止まり」」日経 BP 社『日経コンピュータ』2018 年 2 月 15 日 

 号,pp.24-39。 
36 日経 SYSTEMS(2019) 「COBOL の最新開発環境と若手主体の現場」日経 BP 社 

 『日経 SYSTEMS』2019 年 6 月号,pp.44-45。 
37日刊工業新聞(2016)「ＳＣＳＫ、ニアショア開発体制を強化−国内に２拠点 

 開設」2016 年 4 月 13 日。 
38日刊工業新聞(2016)「“オフショアからニアショアへの流れは続くか 

 -北海道、沖縄などで進む開発拠点の集積化-“」2016 年 9 月 25 日。 
39 松江市在住のまつもとゆきひろ氏が開発したオープンソースのプログラミン 

 グ言語で、web アプリケーション作成に適した言語である。 
402020 年 3 月 21 日、6 月 11 日、日本ニアショア開発推進機構小林代表理事へ 

 のインタビューに基づく。あらためてお礼もお礼申し上げます。 
41BCP：Business Contingency Plan（事業継続計画） 
42 2020 年 3 月 21 日、6 月 11 日、日本ニアショア開発推進機構小林代表理事へ 

 のインタビューに基づく。あらためてお礼も仕上げます。 
432020 年 11 月 16 日、イーストライズ株式会社花塚社長へのインタビューに基 

 づく。あらためてお礼申し上げます。 
442019 年 7 月 24 日、I 社経営企画執行役員 T 氏へのインタビューに基づく。 

 あらためてお礼申し上げます。 
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45 三菱地所 Web 「Workation」を参照されたい。 

 https://workxation.mec.co.jp/ (2020 年 12 月 30 日アクセス） 
46 NHK Web 「菅官房長官 「ワーケーション」普及で観光促進を」 

 2020 年 7 月 27 日をさんしょうされたい、。 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200727/k10012534331000.html 

 (2020 年 12 月 30 日アクセス） 
47 日経新聞 web 「ワーケーション普及へ、観光庁 11 月から実証事業」 

 2020 年 10 月 23 日を参照されたい。 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65411580T21C20A0EA4000 

 (2020 年 12 月 30 日アクセス） 
48 今多摩 web 「多摩地域で「ワーケーション」実証実験開始！」 

 2020 年 11 月 20 日を参照されたい、 

 https://imatama.jp/article/news/worktion2020 

 (2020 年 12 月 30 日アクセス） 
49 ワーケーション自治体協議会（Ｗorkation Alliance Japan）Facebook  

 を参照されたい。 

 https://www.facebook.com/WorkationAllianceJapan/ 

 (2021 年 1 月 10 日アクセス） 
50 Basepoint web 「最近人気の湯ワークに行ってみたい！」 

 2020 年 10 月 16 日を参照されたい。 

 https://basispoint.tokyo/20201016/ (2020 年 12 月 30 日アクセス） 
51 NTT データ経営研究所、JTB、JAL 実証実験結果を参照されたい。  

 https://release.nikkei.co.jp/attach_file/0538258_01.pdf 

 (2020 年 12 月 30 日アクセス） 
52 日経新聞 web 「在宅勤務できない従業員に「危険手当」 SHIFT」 

 2020 年 4 月 7 日を参照されたい。 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57768750X00C20A4TJ1000 

 (2020 年 9 月 23 日アクセス） 
53 Shift 社 web 「全国から在宅勤務エンジニア募集」を参照されたい。 

 https://topics.shiftinc.jp/recruit-remote/ 

 (2020 年 12 月 30 日アクセス） 
54 通常はそれぞれに専門の技術者がいて分業されるような複数の技術分野につ

いての知識や技能に精通し、一人でシステム開発や運用を行なうことができる

技術者のこと 
55 S 役員へのインタビュー：2020 年 9 月 23 日 あらためてお礼申し上げます。 
56 ティール組織という概念は、2014 年にフレデリック・ラルーの著書 

 「Reinventing Organizations」で紹介された。ティール組織とは、社長や 

 上司がマイクロマネジメントをしなくても、目的のために進化を続ける組織 

 のことだ。そのため指示系統がなく、メンバー一人一人が自分たちのルール 

 や仕組みを理解して独自に工夫し、意思決定していくという特徴が見られ 

 る。 

 https://www.sbbit.jp/article/cont1/35603 より(2020 年 12 月 30 日アクセ 

 ス）。 
57 インタビュー：2020 年 6 月 10 日 あらためてお礼申し上げます。 
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58 クラウド watch web 「富士通が原則テレワークへ移行――、新常態の働き 

 方「Work Life Shift」を推進」2020 年 7 月 7 日を参照されたい。 

 https://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/1263703.html 

 （2020 年 12 月 30 日アクセス）。 
59 Cross Marketing web 「ワーケーションに関する調査」2020 年 9 月 4 日 

 を参照されたい。 

 https://www.cross-m.co.jp/report/workstyle/20200904workation/ 

 （2020 年 12 月 30 日アクセス） 
60 キャズム理論とは、イノベーター理論におけるイノベーターとアーリーアダ 

 プターを初期市場、アーリーマジョリティーからラガードをメインストリー 

 ム市場とし、両者の間には「キャズム」と呼ばれる深い溝(市場に製品やサ 

 ービスを普及させる際に超えるべき障害)があって、この溝を超えることが 

 市場開拓において重要だとする理論のこと。 

 https://www.onemarketing.jp/lab/btob-marketing/chasm_199 

 （2020 年 12 月 30 日アクセス） 
61 日本経済新聞 web 「会社の寿命」 2018 年 11 月 25 日

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO38066070S8A121C1ENI000 

 （2020 年 12 月 30 日アクセス）。 
62 Bloomberg web 「日本のデジタル化は「10 年遅れ」」 

 2020 年 5 月 21 日を参照されたい。 

 https://globe.asahi.com/article/13287481h 

 （2020 年 5 月 23 日アクセス） 
63 日経新聞 web 「デジタル庁、21 年に設置 トップに民間人検討」 

 2020 年 9 月 18 日を参照されたい。 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63981990X10C20A9MM8000 

 （2020 年 12 月 30 日アクセス） 
64 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59595440W0A520C2L83000 

  （2020 年 12 月 30 日アクセス） 
65 ナイト財団（2013）「The Emergence of Civic Tech : Investments in a  

 Growing Field」 https://www.slideshare.net/knightfoundation/knight- 

 civictech/66Civic_Tech_A_Convergence_of （2020 年 5 月 23 日アクセ 

 ス）。 
66 オープンデータ：公的機関や民間企業が保有しているデータを目的を問わず 

 自由に編集・加工して利用できるようにするべきという考え方。またそのよ 

 うな考え方に基づいて公開・配布しているデータ。出展：『ICT ことば辞 

 典』三省堂、2015 年。 
67 ハッカソン：ハック（hack）とマラソン（marathon）を組み合わせた造語 

 で、プログラマーやエンジニアが自主的に集まり、短期間でサービスやソフ 

 トウェアを共同開発するイベントのこと。出展：『ICT ことば辞典』三省 

 堂、2015 年。 
68 ガバメントテック：公的分野における IT の活用のこと。具体的には、テク 

 ノロジを活用し、行政の内部プロセスや作業効率の改善、地域コミュニティ 

 に対するサービス改善・代替等を行う。欧米ではベンチャー企業によるガバ 

 メントテックへの取り組みが進んでいる（野村,2017）。 
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69 Code for Japan 事務局長 J 氏へのインタビューより あらためてお礼申し 

 上げます。（2018 年 8 月 15 日、2019 年 10 月 15 日）。 
70 アジャイル開発：仕様や設計の変更があるという前提の開発で、初めから厳 

 密な仕様は決めておらず、おおよその仕様だけで短期間での開発を開始し、 

 小単位での「実装→テスト実行」を繰り返し、徐々に開発を進めていく手法 

 （稲継編,2018）。 
71 Code for Japan 事務局長 J 氏へのインタビューより。 

 改めてお礼申し上げます（2018 年 8 月 15 日、2019 年 10 月 15 日）。 
72 Code for Japan 事務局長 J 氏へのインタビューより 

 改めてお礼申し上げます（2018 年 8 月 15 日、2019 年 10 月 15 日）。 
73 Code for Japan 事務局長 J 氏へのインタビューより 

 改めてお礼申し上げます（2018 年 8 月 15 日、2019 年 10 月 15 日）。 
74 Code for Chiba 等の Brigade と URA-CIMA（浦安）、シビックテック茂原や 

 NPO 上総らぼ等のシビックテック・コミュニティが連携し、アライアンスを 

 組み活動している。 
75 CoderDojo Japan 理事兼 Kashiwa 運営者 M 氏へのインタビューより。 

 改めてお礼申し上げます（2019 年 11 月 10 日）。 
76 CoderDojo Japan 理事兼 Kashiwa 運営者 M 氏へのインタビューより。 

 改めてお礼申し上げます（2019 年 11 月 10 日）。 
77 CoderDojo Japan 理事兼 Kashiwa 運営者 M 氏へのインタビューより。 

 改めてお礼申し上げます（2019 年 11 月 10 日）。 
78 神戸市 web ページを参照されたい。  

 https://www.city.kobe.lg.jp/a05822/shise/opendata/index.html 

 （2020 年 5 月 23 日アクセス）。 
79 データシティ鯖江 web ページを参照されたい。 

 http://data.city.sabae.lg.jp/（2020 年 5 月 23 日アクセス）。 
80 日経新聞 web 「「鎌倉バレー」から世界へ出陣 古都が IT の街に」 

 2015 年 1 月 11 日を参照されたい。 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO81723040Y5A100C1X11000/ 

 （2020 年 5 月 23 日アクセス）。 
81 日経新聞 web 「デジタル庁、9 月 1 日発足 政府の基本方針案 500 人規 

 模」2020 年 12 月 15 日を参照されたい。 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFS156IJ0V11C20A2000000 

 （2020 年 12 月 30 日アクセス）。 
82 内閣府 web 世論調査を参照されたい。 

 https://survey.gov-online.go.jp/r01/r01-shakai/2-1.html 

 （2020 年 5 月 23 日アクセス） 
83 内閣府「平成 28 年度 市民の社会貢献に関する実態調査 報告書」 

 2019 年 3 月を参照されたい。 

 https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/h28_shimin_1.pdf 

 （2020 年 5 月 23 日アクセス） 
84 内閣府 政策統括官（経済社会システム担当）「「満足度・生活の質に関す 

 る調査」に関する第１次報告書」令和元年５月２４日を参照されたい。 

https://www5.cao.go.jp/keizai2/manzoku/pdf/report01.pdf#search=%27QOL+

%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C%27 （2020 年 5 月 23 日アクセス）  
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85 日本生命 web 「副業のある者の割合はわずか 4％」 

 2019 年 1 月 16 日を参照されたい。 

 https://www.nissay.co.jp/enjoy/keizai/107.html 

 （2020 年 5 月 23 日アクセス） 
86 内閣府 web 「第２回働き方の多様化に資するルール整備に関するタスクフ 

 ォース  議事次第」2019 年 3 月 22 日を参照されたい。 

 https://www8.cao.go.jp/kisei- 

 kaikaku/suishin/meeting/wg/tf/20190322/agenda.html 

（2020 年 5 月 23 日アクセス）。 
87 https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2020/200324-01/ 

 （2020 年 5 月 23 日アクセス） 
88 Code for Kobe 代表 N 氏へのインタビューより。 

 改めてお礼申し上げます（2019 年 9 月 30 日、10 月 17 日）。 
89 新 3K 職場：きつい、帰れない、給料が安いと言われる。竹下（2019）よ

り。 
90 Line が、個人に合った新型コロナウイルス関連の情報提供サービスの開始 

 を試みたところ、この 2000 個問題が壁となったのである。 

 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/04035/ 

 （2020 年 5 月 23 日アクセス） 
91 ニューズウィーク日本版「世界で唯一、日本の子どものパソコン使用率が低 

 下している」2021 年 1 月 8 日。  

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/01/post-92085_3.php  

 （2021 年 1 月 10 日アクセス）。 
92 既存の社会インフラが整備されていない新興国において、新しいサービス等 

 が先進国が歩んできた技術進展を飛び越えて一気に広まること。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%95%E3%

83%AD%E3%83%83%E3%82%B0%E5%9E%8B%E7%99%BA%E5%B1%95 

 （2020 年 12 月 31 日アクセス） 
93 Business Forum web 「CDO Interview vol.13 中編」 

 2019 年 7 月 24 日を参照されたい。 

 https://www.b-forum.net/series/pages/cdo_vol13-2/ 

 （2020 年 6 月 14 日アクセス） 
94 日経クロステック 「全社員をプログラマーに、超異例の「大作戦」に挑む 

 ディスコの野望」2019 年 7 月 24 日を参照されたい。 

 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00866/071200001/  

 （2020 年 6 月 14 日アクセス）。 
95 開発・生産の一体化であり、そのコンセプトは①製品と関連工程の設計のパ 

 ラレル化、②全ライフサイクルにおける品質、コスト、スケジュール、顧客 

 要求の最適化、③システマチックアプローチである（齋 2005,p10,p15）。 

 


